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学習指導要領音楽編（昭和 22 年刊行）及び保育要領
─ 幼児教育の手びき ─（昭和 23 年刊行）の両試案からみる

幼児期から小学校低学年に至る戦後の音楽表現活動指針の形成に
関する一考察

～音楽的成長のためのリズム感覚の育成に焦点をあてて～
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One consideration about the formation of the postwar music expression activity 
guideline to reach the elementary school lower grades from the infancy judging from 
both tentative plans of course of study music（1947 publication）and guide - （1948 

publication）of childcare point - preschool education
～ I’d like to focus on upbringing of a rhythm sense for musical growth ～

Tomoyuki ICHINOHE＊

Key words :	学習指導要領　　　The government course guidelines
	 保育要領　　　　　The childcare point
	 音楽表現　　　　　Music expression
	 リズム感覚　　　　Rhythm sense

１．序論
「学習指導要領音楽編 試案 文部省 昭和 22 年

６月刊行」（以下「音楽編（試案）」という。）及び
「保育要領─幼児教育の手びき─試案　文部省 昭
和 23 年３月刊行」（以下「保育要領（試案）」とい
う。）は、当時の音楽教育の様相を伝える価値の
高い史料である。前者は教師の参考書として、後
者は教師及び一般に向けて編集された。両者には
法的拘束力はなかったものの、幼稚園及び小学校
における音楽教育を取り巻く今日的課題を予見
し、多様な視点から示唆を得られる画期的な指導
書といえる。両試案の刊行によって、戦後の初等
音楽教育の目標と方向性が決定づけられ、以降の
学習指導要領に基本理念や指導領域の根幹が継承
され、直接的・間接的影響を与えてきた。

文部科学省のホームページには、平成 29 年告
示幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領等の

改訂のポイントが明示されている。そこには、改
善事項の「伝統や文化に関する教育の充実」の中
で、「正月、わらべうたや伝統的な遊びなど我が
国や地域社会における様々な文化や伝統に親しむ
こと（幼稚園）」、「我が国や郷土の音楽、和楽器な
どの指導の充実（小中：音楽）」が打ち出されて
いる。明治以降の音楽教育では、童謡・唱歌教育
とともに、遊戯等を通したリズム教育にも重点が
置かれ、戦後も長らく歌唱とリズム活動を中心と
した実践指導が行われていた。

本論考では、文部科学省が示した、我が国のわ
らべうたや唱歌、和楽器の再評価ともいえるこう
した改善事項を踏まえ、明治前期から試案刊行に
至る唱歌及びリズム教育の思潮と法制上の変遷過
程を追うとともに、戦後の音楽教育の基層となる
指針を定め、歴史的役割を果たしてきた両試案に
おける、幼児期から小学校第一学年に至る音楽表
現領域の目標及び指導内容の「リズム」に関する
記述に着目し、小幼保接続という視座から両試案
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のリズム活動に通底する教育的意義とその結節点
を明らかにしていきたい。なお、両試案と文部省
及び文部科学省が発表または施行した各年度の学
習指導要領については、学習指導要領データベー
ス作成委員会（国立教育政策研究所）で作成され、
文科省ホームページで公開されているデータベー
スを参照・引用する。

２．明治前期から試案刊行に至る音楽教育の思潮
と法制上の変遷過程

教育現場における音楽表現活動の実際は、楽器
等の有無や教室環境、さらに教師の楽器演奏及び
歌唱等の力量に大きく左右され、教科の特質とし
て理想と現実の齟齬を生じやすい領域でもある。
学習指導要領はこれまで各時代の要請に応じて目
標、指導内容、指導方法、教材等について検討・
改訂がなされてきた。言い換えるならば、学習指
導要領は時代が求める人物像を示してきたという
側面もあるだろう。いつの時代にあっても、それ
以前の教育理念の反省の上に立って作成されてき
たのは論を俟たないが、この章では、現行の学習
指導要領と比較し優劣を論じるのではなく、ま
た、過去の音楽教育の在り方の正否を判断するも
のでもないことを前提とした上で、明治前期から
試案刊行に至る初等音楽教育の思潮を踏まえ、そ
の諸相と歴史的変遷を辿っていきたい。

明治５年、「学制」が頒布され、「唱歌」と「奏楽」
が教科に関する科目として示されたものの、現状
を鑑み「当分之を欠く」とされた。こうした処置
を取らざるを得なかったのは、当時は音楽教育観
が確立されていなかったのと音楽に精通した指導
者が育成されていなかったということが時代的背
景にあるのは衆目の一致するところであろう。と
はいうものの、唱歌は一教科として位置づけられ
たのである。

明治 11 年に伊澤修二らによって当時の文部大
輔に提出された「学校唱歌ニ用フベキ音楽取調ノ
事業ニ着手スベキ、在米国目賀田種太郎、伊澤修
二ノ見込書」において、欧米では音楽は教科目と
してみなされていること、音楽には効果及び効能

があること、洋楽と和楽を折衷して新たな音楽を
創る必要があること等の指摘がなされた。翌年、

「音楽取調掛」が設置され、伊澤は、音楽取調御
用掛に任命され、「音楽取調ニ付見込書」の中で、
有名な以下の３点を文部卿に上申した。

①　東西二洋の音楽を折衷して国楽を創成する
こと

②　将来国楽を振興し得る人物を養成すること
③　諸学校に音楽を実施すること

これによって我が国の音楽教育の当座の方向性が
ある程度確立し、具体的な作業が本格化していく
こととなる。

こうした動向を象徴するのが明治 10 年に宮内
省式部寮雅楽部によって作成された保育唱歌であ
る。ここには「君が代」が収録されている。この
唱歌集を用いて唱歌と遊戯を織り交ぜたフレーベ
ル式の教育が東京女子師範学校附属幼稚園によっ
て実施された。腐心の跡がうかがえるものの、難
解な歌詞、かつ跳躍進行を多用した声域が幼児の
発達段階に即していないこと等によって、広く普
及するには至らなかった。また、明治 14 年から
刊行が開始された「小学唱歌集」（全３編）は、
唱歌科の官製教科書としては最初のものであっ
た。これは徐々に各地に浸透していくものの、内
容は外国曲が半数以上を占め、徳育的・教訓的な
歌詞が多用され、批判もあった。外国曲は、蛍（蛍
の光）、菊（庭の千草）、見わたせば（むすんでひ
らいて）等が含まれていたが、草創期の唱歌教育
は、教材確保や指導の実践方法について、便宜的
に諸外国からの輸入に依存せざるを得ない状況で
あった。日本の歌については、日本音階を用いた
旋律に古典等から引用した歌詞を当て嵌めた歌を
テキストとして使用する等、旋律は二義的という
のが実態であり、当初の目標が矮小化されてい
た。とはいうものの、教育内容はペスタロッチ主
義による体系的音楽指導法に基づいており、漸次
段階を踏んだ教育内容が盛り込まれてはいたので
ある。一方、幼児教育においては、明治20年に「幼
稚園唱歌集」が文部省より出版された。それらの
歌詞は相変わらず難解な文語体であり、旋律も子



3学習指導要領音楽編（昭和 22 年刊行）及び保育要領─幼児教育の手びき─（昭和 23 年刊行）の
両試案からみる幼児期から小学校低学年に至る戦後の音楽表現活動指針の形成に関する一考察

どもの声域や発達段階を踏まえているとは言い難
かったが、現在でも馴染みのある「ちょうちょう」
や「「ぶんぶんぶん」等が掲載されている。しかし、
当時の音楽関係者は、不完全な唱歌集であっても
その必要性を切実に感じており、より理想的な唱
歌創作に力を注いだ。これは彼らにとって唱歌科
の生き残りをかけた必死の啓蒙活動であったと思
えてならない。何はともあれ、先駆者たちの尽力
によって音楽は「唱歌科」として存続し、着実に
音楽教育の価値は認知され始めるのである。

明治 20 年代から２つの戦争によって、音楽教
育においても当時隆盛を極めたヘルバルト教育学
の影響を強く受け、そうした教育思潮が唱歌教育
における歌詞内容にも色濃く浸透していくことに
なる。法制上の取り扱いでは、明治 24 年公布「小
学校教則大綱」第十条において「唱歌ハ耳及発声
器ヲ練習シテ容易キ歌曲ヲ唱フコトヲ得シメ兼ネ
テ音楽ノ美ヲ弁知セシメ徳性ヲ涵養スルヲ以テ要
旨トス」とされ、「歌詞及楽譜ハ成ルヘク本邦古
今ノ名家ノ作ニ係ルモノヨリ之ヲ撰ヒ雅正ニシテ
児童ノ心情ヲ快活純美ナラシムルモノタルヘシ」
と定められたが、これは明治 33 年に廃止され、同
年、新たに公布された「小学校令施行規則」第一
章 教科及編制 第一節 教則第九条では「唱歌ハ平
易ナル歌曲ヲ唱フコトヲ得シメ兼テ美感ヲ養ヒ徳
性ノ涵養ニ資スルヲ以テ要旨トス」とされ、「歌詞
及楽譜ハ平易雅正ニシテ児童ノ心情ヲ快活純美ナ
ラシムルモノタルヘシ」と一部改正された。ここ
で「成ルヘク本邦古今ノ名家ノ作ニ係ルモノヨリ
之ヲ撰ヒ」の一節が削除されたのは、当初の目標
であった邦人作曲家の人材育成が軌道に乗りつつ
あったためと推察される。内容は徐々に改善され
てはいるものの、依然として全学年にわたって単
音唱歌の歌唱指導に限定されていた。その後、明
治 40 年にも改正され、尋常小学校において「唱歌
科」は初めて必修教科となった。

明治 33 年には、田村虎蔵と納所弁次郎によって
言文一致唱歌として「教科適用幼年唱歌」が出版
され、さらに翌年には、滝廉太郎らによって子ど
もの能力や発達段階を踏まえて編纂された「幼稚

園唱歌」が刊行されたことは特筆すべき点である。
そして、明治 40 年代には、歌唱教育がある程度
地方にまで普及し、唱歌教育の全盛期を迎える。
明治後期に至り、伊澤が明治 12 年に提言した３つ
の目標の成果が徐々に現れ始め、専門教育を受け
た職業作曲家が次々と誕生し、音楽理論を踏まえ
た作曲法に基づく数多くの作品が創出された。以
後、日本人の手による音楽的に秀逸な佳品が次々
と誕生し、国楽を振興し得る人物の育成を標榜し
てきた伊澤の念願がほぼ達成されるのである。明
治後期以降は、子どもの生活や感情を大切にした
歌詞や旋律が多く編み出され、明治 44 年から順
次出版された文部省編纂による「尋常小学唱歌」

（全６冊）には、「もみじ」、「春の小川」、「ふるさと」
といった昨今の学習指導要領で示されている歌唱
共通教材の多くが収められている。

大正初期には、音楽の大衆への浸透に伴い、作
曲家にも精神的・経済的余裕が生まれた。そうし
た中で、童謡運動の中心となる文芸雑誌「赤い鳥」
が発刊されるなど、新展開が見られた。こうした
動向はこれまでの状況を一変させ、大衆運動に発
展し、抒情的歌詞を伴った創造性豊かな「童謡」
というジャンルが確立され、隆盛を極めることに
なる。そこでは徳目的かつ教条主義的な唱歌教育
に対する批判を背景として、情感豊かな歌詞と練
り上げられた旋律線とを調和させ、児童中心主義
の立場から主観的かつ抒情的な感情表現を追求し
た多種多様な楽曲が創作された。しかし、こうし
たロマン主義的な思潮の台頭に対し、賛否両論が
巻き起こったのも否めない事実である。リズム教
育については、明治前期から遊戯を伴ったリズム
遊びが主流であり、そうした中で、以降の自由主
義的思潮を象徴するのが、ダルクローズによるリ
トミックが、小林宗作らによって系統立てた総合
リズム教育として日本に紹介されたことである。
大正期には、専門家の間で遊戯やリズム教育、創
作教育の必要性について頻繁に論及されるように
なり、こうした動向がやがて当時としては斬新な
律動遊戯の普及へとつながっていく。そしてリト
ミックの影響を強く受けつつ、明治期から行われ
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ていた表情遊戯の発展的形態として、筋肉を動か
し、全身運動を伴った律動遊戯が隆盛を極めるこ
とになる。これは土川五郎が中心となって研究さ
れ、子どもの遊び、リズム、音が動作と密接に関
連付けられた遊戯であり、幼児音楽教育は新たな
展開を見せ、活況を呈することになる。そうした
中で、大正６年に出版された「大正幼年唱歌」の
歌詞はすべて口語体で書かれ、子どもの視点に立
脚した教育思想を垣間見ることができ、当時の時
代の風潮が如実に表れている。また、身体的リズ
ム表現に留まらず、程度の差こそあれ各地域の実
情に従って、多様な楽器が各校で漸進的に整備さ
れ始め、鼓笛隊や吹奏楽の楽器も一部普及するな
ど、器楽表現の幅と深みが広がっていく。その後、
より一層音楽の大衆化が進行し、一般大衆が音楽
を鑑賞する機会が格段と増加していく。レコード
の発売やラジオ放送の開始によって大衆の音楽に
対する関心が即時的に高まっていくのである。こ
うした音楽を取り巻く状況の変化は、一般大衆が
音楽そのものに魅力を感じ、音楽の必要性と影響
力を認識し始めたことに起因するところが大き
い。この時期、大正 15 年に勅令として発布され
た「幼稚園令」第一条では「幼稚園は幼児ヲ保育
シテ其ノ心身ヲ健全ニ発達セシメ善良ナル性情ヲ
涵養シ家庭教育ヲ補フヲ以テ目的トス」とした上
で、同年に公布された「幼稚園令施行規則」第二
条では「幼稚園ノ保育項目ハ遊戯、唱歌、観察、
談話、手技等トス」とし、５項目に分類された。
この幼稚園令は保育要領（試案）が示されるまで
幼児教育の基準として存立することになる。

戦時下では、昭和 16 年の「国民学校令及国民
学校令施行規則」によってこれまでの「唱歌科」
から「芸能科音楽」へと名称変更された。第十四
条では「芸能科音楽ハ歌曲ヲ正シク歌唱シ音楽ヲ
鑑賞スルノ能力ヲ養ヒ国民的情操ヲ醇化スルモノ
トス」とされ、「初等科ニ於テハ平易ナル単音唱
歌ヲ課シ適宜輪唱歌及重音唱歌ヲ加ヘ且音楽ヲ鑑
賞セシムベシ又器楽ノ指導ヲ為スコトヲ得」と示
された。この法令によって初めて「鑑賞」が明記
され、歌唱においても、これまでの単音唱歌から

重音唱歌、適宜輪唱歌も取り扱うことが明文化さ
れた。また、音楽理論の指導や聴覚の育成等々、
時局的要請が反映された内容となった。特筆すべ
き点は、遊びを通した音やリズムの的確な聴き分
け能力の育成にも力が注がれるようになったこと
である。結果として戦時体制によって諸外国でも
見られるように、国民の国威発揚と挙国一致を実
現するために、音楽は重要視されるのである。

戦後、幼稚園における音楽領域の位置付けは、
「旧学校教育法」第七十七条により「幼稚園は、
幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の
発達を助長することを目的とする」と定められ、
続く第七十八条では、前条の目的を実現するため
に５つの号に整理され、五号では「音楽、遊戯、
絵画その他の方法により、創作的表現に対する興
味を養うこと」と到達目標が示された。その後、
改正され、「音楽、身体による表現、造形等に親
しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生え
を養うこと」と全面的に変更された。また、小学
校における音楽科の位置付けは、「旧学校教育法」
第十七条では、「小学校は、心身の発達に応じて、
初等普通教育を施すことを目的とする」と定めら
れ、続く第十八条では、前条の目的を実現するた
めに８つの号に整理され、八号では「生活を明る
く豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎
的な理解と技能を養うこと」と到達目標が示され
た。その後、改正され、「生活を明るく豊かにす
る音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的
な理解と技能を養うこと」とし、「その他の芸術
について」が付加された。

このように現在では、これらの法文は、豊かな
感性と表現力の芽生えを養い、生活を明るく豊か
にする欠くことのできない領域・教科の一つとし
て成立させるための論拠となっている。

３．「学習指導要領音楽編 試案（昭和 22 年刊行）」
について

３.１　全体の単元　
音楽編（試案）全体の単元は表１のとおりであ

る。音楽編（試案）には、戦後の混沌とした時代
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背景の中で、音楽・芸術・情操の教育的調和と均
衡を図り、音楽自体の存在価値を高め、芸術文化
としての音楽の可能性を見出そうとした作成者の
諸井三郎の理念が随所に盛り込まれている。各単
元には、諸井のドイツ留学を経験した幅広い知見
と作曲家としての体系的な楽典の知識が色濃く映
し出されているとともに、開放的な理想主義的色
彩が強く投射されている。全体を通観して見る
と、これまでの教条主義的思想が否定され、諸井
の既成概念にとらわれない進取の気性が伺える。
児童中心主義が謳われ、音楽美の理解・感得を目
標に定め、芸術教育を根幹とする情操育成を中心
に据えている。このことから筆者は拙論文にて「諸
井は教育的分野に影響を与えられる芸術音楽を希
求した」（１）と結論付けた。

ここでは、低学年におけるリズム感覚の育成に
焦点を当てて探究するため、「第六章 第一学年の
音楽指導」の論旨を中心に考察するが、必要に応
じて他の章も参照する。全体は、現行の音楽科の
目標にも掲げられている音楽活動を通した人間形
成と情緒の安定を要諦に据え、その理由と方法論
が体系化され具体的に示されている。諸井は屈指
の理論家であったが、文脈をでき得る限り平易に
組み立てようと熟考した感が窺えるものの、節に
よっては専門用語についての定義が不明瞭な箇所
も少なくない。そのため、ある程度、音楽に習熟
した教師は意味理解が可能であるが、そうでない
場合、かなり難解で困惑するのは否めないだろ
う。しかし、そこには芸術家として諸井の初等音
楽教育への期待値の高さが垣間見える。

表１．「音楽編（試案）」全体の単元
まえがき
第一章　音楽教育の目標
第二章　音楽の学習と児童の発達
第三章　教程一覧表
第四章　第一　音楽の学習指導法
　　　　第二　学習指導上注意すべき要点
　　　　第三　音楽と他教科及び学校生活との関連
第五章　音楽指導における予備調査
　　　　学習指導結果の考査
　　　　採点の参考

第六章　第一学年の音楽指導
第七章　第二学年の音楽指導
第八章　第三学年の音楽指導
第九章　第四学年の音楽指導
第十章　第五学年の音楽指導
第十一章　第六学年の音楽指導
第十二章　第七学年より第九学年までの音楽指導
諸注意
歌唱教材一覧表
全歌唱教材とその指導上の要点
　　A　小学校
　　B　中学校
鑑賞レコード教材一覧表
参考書

３.２　「第六章 第一学年の音楽指導」における
	 論旨
３.２.１　「一 全体の指導目標」
「第六章 第一学年の音楽指導」の単元を表２に

示す。

表 2.「第六章 第一学年の音楽指導」の単元
一　全体の指導目標
二　歌唱教育
三　器楽教育
四　鑑賞教育
五　創作教育

単元二～五については、それぞれの単元ごとにさ
らに詳しく「一 指導目標」、「二 児童の生理的心
理的段階、教材選択の基準、指導法」、「三 学習
結果の考査」、「四 教材」といった４項目に分け
られ、各々に〔解説〕が付記されている。ことに
リズム活動に関わる記述に焦点を当てて、筆者の
見解を述べつつ、以下で順次見ていきたい。
「一 全体の指導目標」では、音楽教育において

心理的発達段階を踏まえ、とりわけ重視すべき活
動として、歌唱教育を挙げているが、表２に示し
たように、広い視野に立って器楽、鑑賞、創作と
いった音楽能力のバランスと調和のとれた健全な
発達を促す必要があると指摘している。平成 29
年改訂小学校学習指導要領音楽科の目標において
リード文で掲げられている「表現及び鑑賞の活動
を通して～」の一節に示されている「表現」領域
については、「第２ 内容」で歌唱、器楽、音楽づ
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くりの３つに分類されているが、音楽編（試案）
においてすでにこうした大きな枠組みが形作られ
ていたのである。但し、ここでは試案作成当時の
時代的背景から、児童の興味や能力、さらに音楽
上の設備や環境等の格差も考慮し、これらを相互
に関連させることは、学校自体に任せるべきであ
るとしている。また、他教科との関連についても
いくつか指摘がなされているが、中でも２つの教
科についてとりわけ具体的に言及している。一つ
は、体育との結合である。遊戯、リズム体操、ダ
ンス等の体育科との結合が重要視され、初歩的段
階においてリズムを身体的、運動的に捉えること
とし、具体的にはリズム体操等、純粋にリズムや
フォームを主体とした活動を取り入れることに
よって道徳的な面から団体訓練の基礎を育むため
にも重要であると述べている。もう一つは、絵画
との結合である。単に聴覚印象を視覚印象に移す
方法ではなく、音楽絵画のような手段で実践する
のが良いとしている。

ジェームス・マーセルが幼児期の音楽的成長過
程について例証を挙げて次のように述べている。

「ベートーヴェンのような大作曲家の作曲過程と、
子どもや青少年のそれとは、根本的には同質なの
である。数人の五歳くらいの幼稚園児が太鼓をた
たきながら『太郎さん、あぶないよ。花子さん、
あぶないよ。あぶない、あぶない、気をつけてね』
とわらべ唄のようにうたっているとしよう。する
と、いつの間にか太鼓のたたき方にリズムがつき、
それにつれて言葉にも高低が現れてくる。～（中
略）～つまり、ある一つの漠然とした感じが、い
ろいろな表現手段によって、より明確な、より確
実なものになってくるのであって、これがすなわ
ち、音楽的成長の過程といわれるものである。」（２）

こうした過程を積み重ねることにより、次第に形
を整えていく。そして「正しい音楽教育とは、～
中略～　つまり、音楽教育の全課程が表現芸術と
しての音楽の本質を啓示し、明瞭にする過程とし
て扱われる教育のあり方のことである」（３）と述べ
ている。さらに、音楽的反応は詩的反応であると
して、音楽的成長において幼い子どもの音楽的反

応は次のような発達段階を辿る。単純な音の美し
さに対する喜び➡（歌がうたえ、楽器が弾けるよ
うになると）音楽内容の深い理解➡（演奏技術や
音楽理論の習得によって）音楽を詩として表現す
る技術➡（音楽史を学ぶと）音の詩としての芸術
がどう用いられてきたか、また、音楽が過去の人
たちに何を意味したか等、理解できてくる。こう
した一連の音楽活動を通して音楽芸術の価値と可
能性が理解できるようになる。それがすなわち、
音楽に対する反応力の発達であるとしている。（４）

「いつも音楽に対して詩的に反応する能力と、音と
いう手段によって感情を表現する能力の発達にポ
イントが置かれなければならない」（５）と指摘して
おり、この見解は深い示唆を含んでいる。拙論文
では「感性豊かな子どもたちはこうした一見単純
とも思える実践の過程を経て、漸進的に情操育成
を図り、芸術的・文化的な素地を育み、高めてい
くのである。」（６）と筆者の見解を示した。こうした
マーセルの音楽的成長に対する見方・考え方を踏
まえると、音楽的素養が未発達な幼児期・児童期
における音楽との関わりの中で根底にあるのはリ
ズム感覚であり、リズムに対する鋭敏な感性を磨
くことで音楽的性向が高まり、音楽的成長の可能
性が芽生えるということである。音楽を構造的・
分析的に捉える前段階では、こうした初歩的段階
におけるリズムに対する幼児の微妙な反応と興味
を軽視したり、過小評価してはならないのである。

表３は「第二章 音楽の学習と児童の発達」の
全学年について筆者が整理したものである。

表３．「第二章 音楽の学習と児童の発達」
学 年 発 達 段 階

第
一
段
階

第一学年
第二学年

１、感覚的、運動的感受力を主体と
する時期

２、表現力の芽を培養する時期
３、音域に対する条件
　　第一学年：（一点ハ音）一点二音
　　　　　　　～二点ハ音（二点二音）
　　第二学年：（一点ハ音）一点二音
　　　　　　　～二点二音
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第
二
段
階

第三学年

１、感覚的感受力に漸次知的理解の
加わる時期

２、外交的傾向が著しく強まり、表
現力の豊富になる時期

３、道具・機械に対する興味の目覚
める時期

４、音域に対する条件
　　　　一点ハ音～二点二音

第
三
段
階

第四学年
第五学年
第六学年

１、知的理解力が増進する時期
２、感覚的、運動的能力が増大する

時期
３、表現力が発達する時期
４、音域に対する条件
　　第四学年：（変ロ音）ロ音～二点
　　　　　　　二音（二点変ホ音）
　　第五学年：変ロ音～二点変ホ音
　　第六学年：変ロ音～二点ホ音

表４は「第三章 教程一覧表 第一・二学年」で
ある。低学年においては、リズムを感覚的、運動
的に捉え、音楽美を直接に感得することが大切で
あるとしている。子どもたちが表現をする喜びと
楽しさに気付き、多様な経験を通して、創造性を
高め、自発的に音楽と関わろうとする音楽的性向
を育むことを第一義的目標としているのが理解で
きる。

表 4．「第三章 教程一覧表 第一・二学年」

音楽の要素（リズム・
旋律・和声）に対す
る理解と表現

音楽の形
式及び構
成に対す
る

楽器の音
色に対す
る理解

音楽の解
釈

第
一
学
年

１）リズムを感覚
的、運動的にとら
えさせる

２）単純な旋律を
歌う力を養う

３）和音感を養う

楽器の音
色に興味
を持たせ
る

音そのも
のの美を
直接に感
得させる

第
二
学
年

１）リズムを感覚
的、運動的にとら
えさせる

２）リズムと旋律
とを一体的にとら
えさせるとともに
旋律を歌う力を養
う

３）和音感を養う

同上 同上

３.２.２「二 歌唱教育」
「二 歌唱教育」の「一 指導目標」は、以下の

５項目に分類され、各項目に〔説明〕が付記され
ている。
１．音楽の喜びを味わうことを主眼とし、音楽を

通して気持ちを開放するとともに、これを心
の糧とする。

２．リズム教育を主とし、音楽の律動的秩序を感
覚的、運動的にとらえさせる（ママ）。

３．音程の正しい感得を行わせる。
４．しいて一学級全体が整然と統一的に歌唱する

ことを強制せず、多少の自己中心的傾向を許
容し、各自が各自として音楽の喜びを十分味
わうよう指導する。

５．ヨーロッパ音楽の音組織を、音楽教育の基礎
として教える。

これらの中で「リズム」について記述がある２
について〔説明〕の趣旨を要約すると、第一学年
では、心理段階を踏まえ、音楽の諸要素のうち基
本的に最も適合するのはリズムである。旋律や和
声といった他の要素を否定するのではないことを
前提とし、その上でそのリズムを単に頭脳的、理
論的にではなく、幼少期には、ことに身体的活動
を通して感覚的に直接的な方法で捉えるのが重要
であり、さらに効果を高めるには、体操や舞踊と
の関連が必要である。ここではダルクローズの教
育理念が色濃く反映された内容となっている。
「二　児童の生理的心理的段階、教材選択の基

準、指導法」の項目について表５に示す。

表５．「二 歌唱教育」の「二 児童の生理的心理
的段階、教材選択の基準、指導法」

１．児童の発声機関（ママ）は未熟であるから、
自然な発声による正しい発音を指導し、疲労
せしめないように注意する。

２．音域は次の標準による。
　　　一点ニ音（一点ハ音）～二点ハ音（二点二音）
３．第一学年の児童は感覚的、運動的な発達段階

にあるから、比較的テンポの速い軽快な律動
的な音楽及び単純な旋律による音楽を教える。
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４．拍子は四分の二、四分の四、四分の三などの
単純なものを選ぶ。

５．附点音符（ママ）及び三種類以上の異なる種
類の音符の混合はできるだけ避ける。

６．目標にもとづき（ママ）音階は長音階を主と
する。

７．児童の知能的段階を考慮し、調子はハ長調・
ト長調・ヘ長調を主体とし、ニ長調・変ロ長
調をこれにまじえることができる。

８．	児童の自己中心的傾向に照らし、単音唱歌を
主体とする。

９．	単純な伴奏により、和音感及びリズム感を養
成する。

10．	注意力の持続性に適合するため歌の長さは八
小節から十六小節までのものを適当とする。

11．	歌曲の内容は次のようなものとする。（a ～ d）
12．	聴唱を主体とするが、自然のうちに楽譜に親

しむようにつとめる。
13．	歌曲はできるだけ記憶させるようにつとめる。
14．	歌唱に伴なう身体の自然な運動は自由に行わ

しめ、形式的な行儀をしいない。音楽の喜び
によって一学級全体の気持ちが集中するように
つとめる。

15．	教室において授業を行うことのみにとらわれ
ず、季節に応じて戸外でも授業を行う機会を
作るなど、歌唱即生活という本学年児童の特
異性を考慮した取り扱いを工夫する。

16．	他教科と密接な関連を保ち、可及的にそれら
と一体的に取り扱う。

16 項目に分類されており、各項目の〔説明〕に
おいて「リズム」について言及されている４、５、
９、11、12 の中で特筆すべき点を抽出し、筆者
の見解を加えた要約を以下に示す。
４．まずはリズムをつかませる上から、拍子は単

純なものを選ぶ。第一に、二拍子系の歌曲を
選択し、段階を踏んで三拍子系に及んでいく
ことが自然である。

５．日本の歌と外国の歌を比較し、前者を困難に
している要因の一つとしてリズムの複雑さに
ある。重要なことは、歌詞との関係を考慮し
つつ単純なリズムの歌を用いることである。

９．歌唱では、一様に旋律のみによって指導せず、
簡易な伴奏を付けて和音感及びリズム感を養
成する必要がある。

11．リズミカルで遊戯と結合できるような歌を選
択すべきである。

12．音楽を耳から入れる感覚的な面を大切にする
一方で、初期段階から系統的に覚えこむので
はなく、楽譜に親しませつつ、正確に読譜が
できる能力の習得を目指すことが必要である。
但し、聴唱を主体とすると、リズム・音程が
不正確になる危険性がある。そのため、教師
には正確に教えるために歌唱能力の向上が望
まれる。

「三 学習結果の考査」は、表６に示す。第一学
年の歌唱教育における評価基準とも言える項目で
ある。
「四 教材」では、巻末に示された教材はあくま

でも参考であり、広い範囲から選択することが許
されるとしている。昭和 33 年告示、第３次学習
指導要領改訂に伴い、初めて歌唱共通教材が示さ
れた。昭和 22 年当時における時代の思潮を踏ま
えると、「共通」という画一的な印象を与える共
通教材の設定は困難であったと推察される。

表６．「二 歌唱教育」の「三 学習結果の考査」
１．	音程～音程を正確にとらえることがどの程度で

きているかを考査することで、これは音楽教育
の基礎訓練として最も大切である。

２．	リズム～リズムに対する感覚が正確に作られて
いるかどうかを考査することで、これも基礎訓
練として、はなはだ重要である。そしてこれの
考査にはただ単に音楽としての面からの考査だ
けではなく、身体的運動としてのとらえかたを
考査する必要がある。

３．	記憶～歌の記憶がどの程度できているかを考査
する。

３.２.３　「三 器楽教育」
「三 器楽教育」の「一 指導目標」は、以下の

２項目に分類され、各項目に〔説明〕が付記され
ている。
１．楽器によってさまざまな音色が発せられるこ

とに興味を持たせる。
２．リズム教育を主とし、音楽の律動的秩序を感

覚的にとらえさせる。

これらの趣旨を要約すると、器楽教育ではリズ
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ム教育が重要である。とりわけ２において、身体
的活動を主としてリズムを感覚的、運動的に捉え
ることに重点を置くべきであるとしている。
「二 児童の生理的心理的段階、教材選択の基

準、指導法」の項目について表７に示す。

表７．「三 器楽教育」の「二 児童の生理的心理
的段階、教材選択の基準、指導法」

１．	児童は音に対して敏感であるから、その能力を
発達させると同時に、美しい音へ心を向けて行
く。

２．	音に対する指導は児童の感覚的能力を中心に行
うべきで、概念的説明は高学年において教授す
るのが適当である。

３．	最初の段階ではリズムを統一的に即ち一種類の
リズムを取り扱うが、漸次二種類あるいは三種
類の異なるリズムを混合させる。しかし、リズ
ムの複雑な混合は避ける。

４．	初歩的段階においては、独立した器楽教材を与
えることよりも、歌唱教育で使用する教材の利
用を主体とする。

５．	児童の身体的発育状態を考慮し、楽器を使用す
る場合には小型のものを選択することが望まし
い。例えば、拍子木、・ミハルス・トライアン
グル・鈴・カスタネット・タンブリン・その他
児童の制作した簡単な打楽器を主体とする。こ
れらは、音色にも比較的変化があり、リズムを
表わすにも適している上に、演奏も容易である
から、これの操作によって、リズムを体得させ
たり、器楽的な方面に興味を向けさせるのに極
めて効果的である。

６．	最初の段階では、手拍子あるいは簡単な打楽器
で、歌唱せられる歌のリズムを打つ。これに
よって強拍・弱拍の関係、四分の二拍子、四分
の四拍子、四分の三拍子のリズムを感覚的にと
らえるよう指導する。

６項目に分類されており、各項目の〔説明〕にお
いて「リズム」について言及されている３、４、５、
６の中で特筆すべき点を抽出し、筆者の見解を加
えた要約を以下に示す。
３．リズムのとらえ方を確実にするため、手拍、

あるいは楽器を用いて単純な形から始める。
ここでは楽譜を示し、リズムの種類は歌をも
ととして教師が考えるとしている。また、「リ
ズムの演奏は正確に行うことが大切で、特に
強拍と弱拍の秩序をとらえさせなければなら

ない。また身体の運動をこれに伴わせること
もよい。」という一節からは、リズム活動と
身体表現との関わりの重要性について力点が
置かれているのが理解できる。

４．器楽教育（低学年）はリズム合奏が主体とな
り、楽器や設備等の諸事情により適宜活用で
きる楽器を用いて、場合によって歌唱教材を
合奏用に編曲する等、教師が工夫すること。
ここからは当時の設備・環境の不備・不良と
いった実情が理解できる。

５．効果的な小打楽器として拍子木、ミハルス、
トライアングル、鈴、カスタネット、タンブ
リン等が挙げられる。リズム教育の見地から
発達段階を考慮しながらこれらの他に多様な
楽器を組み入れることも必要である。

６．リズム感の確実な体得を目指すこと。ここで
は歌唱と器楽を切り離すのではなく、相互に
関連させ、均衡を保ってリズム感を養うこと
が重要視されている。

「三 学習結果の考査」では、リズム感を正確に
捉えることがどの程度行われているかを考査する
ために、楽器による表現とともに、手拍子あるい
は身体運動によって考査するとしている。
「四 教材」では、歌唱教育の教材の利用を主と

するとしている。

３.２.４　「四 鑑賞教育」
「四 鑑賞教育」の「一 指導目標」は、以下の

５項目に分類され、各項目に〔説明〕が付記され
ている。
１．鑑賞教育においては、単に受身の態度で聞く

だけでなく、その曲の中に没入してその曲を
味わい、そこに含まれているさまざまな情緒
に触れる。

２．曲の理解には一定の解釈を強制すべきではな
く、各人の個性的解釈を深め、また広めてい
く。

３．リズムをとらえることに重点を置く。
４．旋律美を味わわせる。
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５．音楽に対する文学的解釈よりも、音そのもの
の美を直接に感得することを目的とする。

これらの中で、３の〔説明〕では、低学年にお
いてはリズムをとらえることに重点を置くべきで
あると強調している。但し、リズムだけを切り離
すのではなく、音楽はリズム、旋律、和声の総合
体であることを踏まえる必要があるとも述べてい
る。
「四 鑑賞教育」の「二 児童の生理的心理的段階、

教材選択の基準、指導法」について表８に示す。
７項目に分類されており、各項目の〔説明〕にお
いて「リズム」について言及されている１、３の
中で特筆すべき点を抽出し、筆者の見解を加えた
要約を以下に示す。
１．第一学年の児童の気持を開放するために、テ

ンポの速い軽快なリズミカルな音楽や単純な
明るい旋律を持つ音楽を聞かせることが適当
である。

３．教師はリズミカルな曲、明るく美しい子ども
の歌、擬音的なものを含む曲といった音楽的
によいものを選択すべきであるとしている。
もっとも、当時、専門知識や経験の浅い教師
にこのような適切な教材選択を求めるのは、
相当な精神的重圧であったことは想像に難く
ない。

表８．「四 鑑賞教育」の「二 児童の生理的心理
的段階、教材選択の基準、指導法」

１．	歌唱教育の二の３と同じく比較的テンポの速い
軽快なリズミカルな音楽及び単純な明るい旋律
を持つ音楽を聞かせる。

２．	一曲の長さは児童の注意集中の能力を考慮し、
約二分から三分ぐらいが適当である。

３．	音楽の種類は、舞曲のようなリズミカルな曲、
明るくまた美しい子供の歌、擬音的なものを含
む曲などとし、できるだけ音楽的によいものを
聞かせる。

４．	歌唱教育の目的５によりヨーロッパ音楽を中心
とする。

５．	教材の選択には歌唱教育・器楽教育との関連を
考慮する。

６．	歌唱教育に使用せられる教材を教師みずからが
歌って聞かせたり、また蓄音機やラジオの条件
が完備しているならば、レコードやラジオを利
用したりして、児童自身が学習中の歌を客観的
に味わう機会を与える。

７．	音楽を聞かせる場合には多くの説明を加えず、
児童自身が自由にとらえ、また理解するにまか
せると同時に、音そのものの美を直接感じ取る
ように指導する。

「三　学習結果の考査」では、速い音楽、遅い
音楽、愉快な音楽、静かな音楽等というように感
覚的に音楽を捉えることを中心に行うのが適当で
あるとしている。
「四　教材」では、曲名については巻末に示す

としている。示されている鑑賞教材は西洋音楽が
大半であるものの、第１学年においても「ごむま
りぽんぽん」、「かわいいお人形さん」、「花火」、「春
がきた」といった日本の歌も含まれている。昭和
33 年告示、第３次学習指導要領改訂に伴い、鑑
賞共通教材が示され、第４次改訂では、「我が国
の音楽」への指導が充実された。その後、平成
10 年告示、第７次改訂では、鑑賞共通教材は設
定されず廃止となり現在に至っている。

３.２.５　「五 創作教育」
「五 創作教育」の「一 指導目標」では、以下の

４項目に分類され、各項目に〔説明〕が付記され
ている。
１．音楽の喜びを味わうことにより、児童に創造

的な気分を持たせる。
２．豊かな想像力を持たせる。
３．創作教育はりっぱな作品を作ることを目的と

するよりも、むしろ児童に創作の体験を味わ
わせることに重点を置くべきである。

４．創作教育は全部の児童に強制すべきではない
が、なるべく多くの児童に創作の体験を持た
せるほうがよい。

各項目の [ 解説 ] において特筆すべき点を抽出
し、要約すると、子どもたちの感受性を大切にし、
創造性を喚起させ、音楽の喜びを知り、自由に創



11学習指導要領音楽編（昭和 22 年刊行）及び保育要領─幼児教育の手びき─（昭和 23 年刊行）の
両試案からみる幼児期から小学校低学年に至る戦後の音楽表現活動指針の形成に関する一考察

作活動の体験をさせることを重視している。第一
学年においては、１及び２を中心に据えることと
している。
「五　創作教育」の「二　児童の生理的心理的

段階、教材選択の基準、指導法」について表９に
示す。４項目に分類されており、ここでは各項目
の〔説明〕においても「リズム」の記述はない。
第一学年における創作教育は、系統的指導ではな
くむしろ創造的気分を持たせるなどの準備的教育
に主眼を置くことであると強調している。

表９．「五 創作教育」の「二 児童の生理的心理
的段階、教材選択の基準、指導法」

１．	児童の心理的発達段階を考慮し、作曲に対して
の系統的指導は行わない。

２．	児童は自分の自由に思いつく旋律を持っている
ものであるから、そのような思いつきを育てる
ようにつとめる。

３、	 楽譜についての知識は作曲の基礎であるから、
楽譜についての単語（例えば五線・ト音記号等）
を少しずつ覚えさせる。

４、	 特に才能に恵まれた児童には適切なヒントを与
える。

「三 学習結果の考査」では、第一学年において
は学習結果の考査は行わないとしている。

４．「保育要領─幼児教育の手びき─試案（昭和
23 年刊行）」における音楽領域について

4.1　全体の単元及びまえがき
保育要領（試案）の目次を表 10 に示す。なお、

「参考図 目次」については省略する。

表 10．「保育要領（試案）」目次
　　　「参考図 目次」は省略

目　　　次
　一　まえがき
　二　幼児期の発達特質
　三　幼児の生活指導
　　　　１　身体の発育
　　　　２　知的発達
　　　　３　情緒的発達
　　　　４　社会的発達について
　四　幼児の生活環境
　　　　１　運動場

　　　　２　建物
　　　　３　遊具
　五　幼児の一日の生活
　　　　１　幼稚園の一日
　　　　２　保育所の一日
　　　　３　家庭の一日
　六　幼児の保育内容
　　　─楽しい幼児の経験─
　　　　１　見学
　　　　２　リズム
　　　　３　休息
　　　　４　自由遊び
　　　　５　音楽
　　　　６　お話
　　　　７　絵画
　　　　８　製作
　　　　９　自然観察
　　　　10　ごっこ遊び・劇遊び・人形芝居
　　　　11　健康保育
　　　　12　年中行事
　七　家庭と幼稚園
　　　　１　父母と先生の会
　　　　２　父母の教育
　　　　３　父母教育の指針
　　　　４　小学校との連絡

「保育要領（試案）」は、当時の文部省が幼児教
育の内容の検討と指導書となるようなものの必要
性に駆られて「幼児教育内容調査委員会」を発足
させ、その審議の中で小・中学校の学習指導要領
を参考にしつつ「保育要領」とすることに方針が
決定し、昭和 23 年３月に「保育要領」─幼児教
育の手引き─として刊行された。これは前年に刊
行された音楽編（試案）と同様に参考書的なもの
であり、幼稚園や保育所現場はもとより、一般に
も理解が図れるよう、意識的に平易な文体で書か
れている。また、新しい教育方法の模索によって、
全編にわたってこれまでの形式的な教条主義は排
除され、子どもの自発性と創造性を尊重する教育
思想で一貫している。具体的には子どもの興味・
関心に基づき、発達段階に即した環境の整備と自
由な保育が重要視され、理論に立脚するというよ
りはむしろ実践を通して子どもたちの動機付けを
図ろうとするねらいが色濃く表れている。
「一　まえがき」では、国の根幹となる幼児教
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育について根本から反省し、学理と経験に基づい
て、国の将来を憂いながら幼児たちを心身ともに
健やかに育成していくことに努めなければならな
いといった謙虚な姿勢が全面に打ち出されてい
る。文体的特徴は、広汎な人々が新しい日本を建
設するために幼児期の人間教育の重要性について
の言及が多く見られることである。ここでは、幼
児期において、身体的方面、知的方面、情緒的方
面、社会的方面の４方面から分類し、個に応じた
適切な教育計画と方法、心身の発達と成長に応じ
た環境作りを重視し、幼児目線に立った指導の必
要性が述べられている。そして、幼児期の特質に
即した方法で教育の目標を達成していくことが肝
要であると強調している。それまでの幼児教育
は、身体面の養育についてばかりが重要視される
傾向にあったため、ここでは幼児期の教育が人の
一生における性格の発達に多大な影響を与え、子
どもの一生の生き方を決定し、社会の形成者とし
て人と協同して社会に貢献する意欲を持ち、さら
に生きがいのある一生を送るための人格形成の時
期であるということが見逃されてきたと力説して
いる。

４.２　「六 幼児の保育内容 ─楽しい幼児の経験
　 ─」について

４.２.１　全体の項目
12 項目の領域に分類され、その中で音楽活動に

関わる項目として「２ リズム」と「５ 音楽」が
挙げられる。昭和 31 年「幼稚園教育要領」では、
これらが統合され「音楽リズム」となり一括して
示された。平成元年改訂では、音楽は「表現」領
域の中に組み込まれ、全体は５領域に整理され、
現在に至っている。こうしたことから、保育要領

（試案）では幼少期の音楽及びリズム活動をとり
わけ重視していたのが見て取れる。また、保育要
領（試案）では、平成 29 年告示幼稚園教育要領
を含め、昨今の保育所保育指針解説あるいは幼稚
園教育要領解説とは異なり、音楽領域についてき
わめて具体的かつ詳細な注釈がなされているのが
特徴的である。

４.２.２　「２ リズム」
冒頭では、「幼稚園のリズムの目的は、幼児ひ

とりひとり、及び共同の音楽的な感情やリズム感
を満足させ、子供（ママ）の考えていることを身
体の運動に表わさせ、いきいきと生活を楽しませ
ることにある。」と定義した上で、子どもの自発
的かつ創作的な活動を促すことを重視している。
例えば、特別の内容なしに、リズム的に走ったり、
はねたり、手を振ったり、スキップしたりといっ
たことの大切さが示され、具体的に唱歌遊びやリ
ズム遊びを例として挙げ、子どもたちが種々の経
験をしたあとに、教師が音楽を伴奏して示すと楽
しく、感情は強く新鮮になる。このように、子ど
もの自由な表現、創作を重んじ、自発的になされ
る遊びを尊重されるように導いていくこと。そし
て、教師の考えによって教え込むことは避けた方
が良い。よろこんで楽しく遊ぶということがたい
せつ（ママ）である、と結論付けている。マーセ
ルは「音楽に対して反応する力の発達──音とリ
ズムのパターンを知覚し、想像し、考える力と、
それによって表わされる感情内容に対する感受性
の発達が、音楽的成長ということになる」（７）と捉
え、あらゆる音楽的成果は、音楽的成長の現れだ
とすれば「あらゆる音楽活動や学習は、音楽的成
長の促進という線に沿って計画されるべきであ
り、～（中略）～このことこそ、強調されるべき
ポイントなのである。」（８）としている。こうした
ことから、音・リズム・身体との関係性において
子どもの音楽的技能の巧拙と音楽センスの適否を
強調すべきではなく、感覚的・身体的にリズムを
知覚でき得る方向、音とリズムによって表された
ものに対して反応する力を養うことこそが重要視
されるべきであると述べている。

４.２.３　「５ 音楽」
冒頭の「幼児に音楽の喜びを味わせ、心から楽

しく歌うようにすること、それによって音楽の美
しさをわからせることがたいせつ（ママ）なので
ある。音楽美に対する理解や表現の力の芽ばえ

（ママ）を養い、幼児の生活に潤いを持たせるこ
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とができる」というリード文の意義付けに着目す
ると、音楽編（試案）における「第一章　音楽教
育の目標」の一で示されている「音楽美の理解・
感得を行い、これによって高い美的情操と豊かな
人間性を養う」との類似性があり、影響を受けて
いるのは明らかである。ここでは歌唱・器楽・鑑
賞活動の３項目に分類して示されている。各項目
について特筆すべき点を筆者の見解と補足を入れ
つつ、整理したものを以下に示す。
（１）歌唱活動では、歌曲（旋律、拍子、リズム、

調性、声域、音程、小節の長短、発声の仕方）の
理想的な教材の在り方が示されている。歌詞内容
についての言及はなく、むしろ歌詞よりもリズム
や旋律の適切性について述べている。注釈では、
子どもたちの即興的表現を重視し、注意深く聴い
て、一緒に歌うこと。模範唱をできる限り実施し、
教師側もまた即興的な作詞・作曲の技能を身につ
けるようにすることが望ましいとしている。
（２）器楽教育では、「器楽（楽隊）は幼児が音

楽に興味を持ち、静かに楽しめるようになってか
ら始める」としている。楽器については、太鼓、
小太鼓、シンバル、カスタネット等々の楽器があ
ればよいが、不足する場合は有り合わせの材料で
楽器を作るとよいという一節から、当時の厳しい
現場環境が推察される。器楽教育は、明治以降、
昭和 50 年代まで（地域によって格差はあるが）各
校において高価な楽器類を整備できず、教育環境
に悩まされ続けてきた歴史でもある。そうした中
にあっても、指導の際、選曲、聴取、リズムや休
止の理解、楽器の選択、楽器の特質の理解、指揮
者の選択にあたって、幼児の自主性、創造性を尊
重し、幼児たちに自由に考えさせることの大切さ
を力説しているのは、現在も変わらない。
（３）鑑賞活動では、できる限り、よい音楽を

聴くこととし、その選曲については上品で明朗か
つ律動的なものがよいとしている。そして、音楽
編（試案）にも示されているように、音の美しさ
を直接的に感じさせることが大切であるとしてい
る（音楽美の理解と感得）。また、身体運動を伴っ
た聴き方も自然であると述べている。表 11 は、

ここで示されている鑑賞教材の例である。
これらの鑑賞教材の中には、現在でも小学校の

鑑賞教材例に網羅されているものも少なくない
が、近年の幼稚園教育要領には、こうした具体的
な曲名までは明示されていないことを考慮する
と、当時の鑑賞教育、ひいては音楽教育全般に対
する相当な期待と意気込みが伝わってくる。概し
て特徴的なリズムを持った旋律と美しい旋律線が
明確で、音楽の仕組みが理解しやすい曲想の楽曲
が多く含まれ、マーチのように身体的な活動に繋
げやすいリズミカルな曲調が中心をなしている。
加えて、音色、速度、強弱、音の重なり、和音の
響き、呼びかけとこたえ等々、音楽を形づくって
いる要素を指導のねらいとして設定しやすい楽曲
も見られる。小学校音楽科において現在も存続し
ている歌唱共通教材を除き、その他の歌唱教材や
鑑賞教材はその時代の流行を追い求める傾向にあ
り、教科書会社によって掲載されている楽曲はま
ちまちである。現在ではあまり取り扱われない過
去のこうした鑑賞教材の教育的意義とその効果に
ついて考察を深め、これらを小学校低学年の鑑賞
実践に適宜活用していくことも可能であろう。

表 11．鑑賞レコード
曲目 作曲者

行進曲
旧友
カール王
星条旗
美中の美
トルコ行進曲
トルコ行進曲
ミリタリーマーチ
舞踏曲
こおろぎの踊
かえるの行列
ドイツ人形
メヌエット
ミュゼット
妖（よう）精の踊り
組曲、くるみ割り人形より
金米糖の踊り
ダニューブ河のさざ波
ガボット
星の踊り
描写曲
とけい店にて

タイケ
ウィラート
スーザー
　　〃
ベートーベン
モーツァルト
シューベルト

プロカン
クルッフェルト
ラウルス
ベートーベン
グルック
ベルリオーズ
チャイコフスキー
　　〃
イバノヴィッチ
ゴッセ
グリーン

オルト



14 一　　戸　　智　　之

森のかじ屋
トルコの巡羅兵（じゅんらへい）
狩猟の景
国際急行列車
サイレントナイト（聖歌）
金魚
森の狩猟
その他
おもちゃの交響楽
スプリングソング
モーメェントミュージカル
子守歌
鈴の兵隊進め
アンダンテカンタビレ
バグダットのしゅう長
白鳥
スーベニール
郭公

ミカエリス
ミカエリス

グルーバー
ドビュッシイ（ママ）
フェルカー

ハイドン
メンデルスゾーン
シューベルト
　　〃
ピエルネ
チャイコフスキー
ポルデー
サンサーンス
ドウドウラ
ダカン

浜野政雄は「リズムが子どもの生活に深い関係
を持っていることである。もともと音楽は具体性
を持たないものであるが、リズムだけは実際の日
常生活にもとらえることができる。とくにこども
は波の音や風の音などの自然の中に、あるいは日
常の起居動作の中にもリズムを感じ取り、あそび
に踊りに歌に、それを持ち込んでしまう」（９）と
指適した上で、主観的リズムと客観的リズムに関
して「幼児において、その生活─もちろん音楽は
その中心になるべきだが─をリズミカルに育てリ
ズム感を伸ばすことは、そのまますぐれた主観的
リズム感の伸長を意味し、その後の音楽生活をよ
り豊かに、より深める結果となるわけであろう」（10）

と述べている。こうした子どもたちの特性を踏ま
えることが重要である。そして、音楽的成長に結
び付けていくために、以下に示すマーセルによる
定義が、きわめて説得力かつ妥当性がある。「音
楽的成長は、音楽の本質を把握する能力が、不完
全な、粗雑な状態から、より完全な、繊細な状態
に洗練されていく過程である」（11）とし、「画家、
彫刻家、作家の例を挙げ、作ろうとする物の大ま
かな輪郭を考え、それから時間をかけて細部を仕
上げていく。～（中略）～一つひとつの細部を完
全に仕上げてから次に進むようなやり方ではけっ
きょく巧くいかないのである。」（12）と指摘する。
また、「未熟な子どもに、一時に、音とリズムの
両面の正確さを注意させることは不可能なのであ

る。ピアノレッスンにおいて音の正確さが強要さ
れれば、リズムが不明瞭になってしまうし、リズ
ムの正確さが強要されれば、音を間違えるのであ
る。とすると、どちらが大事であろうか。それは、
リズムである。」（13）と初歩段階におけるリズム感
覚の習得の重要性を述べている。また、「音楽的
成長は具象から抽象へ移っていく過程である」（14）

とし、「音楽の表現要素としての音の色彩、動き、
リズム、調子の関係などに鋭く反応するようにな
ると、音楽内容が、より深く把握できるようにな
る。」（15）とも述べている。こうした考え方を踏ま
えると、ダルクローズが提唱したリズム運動、ソ
ルフェージュ教育、即興演奏の３つを基軸とした
リトミックの教育理念と、保育要領（試案）は本
質的に類似点が多いと推察されるのである。

５．結論
両試案には、音楽教育の目標の一つとして、音

楽美を感得し、音楽をする喜びや楽しさを味わ
い、子どもの自発的・創造的な学習態度を養うこ
とと示されている。特筆すべき点は、「感覚的」「運
動的」「身体的」という記述が多く見られ、音楽・
身体活動・リズム遊びの融合された場の設定の大
切さが強調されていることである。本論考の主旨
に則ってリズム感覚の育成について読み解くなら
ば、幼児期から小学校低学年に至る表現活動の根
幹にあるものは、第一義的に唱歌遊びやリズム遊
びといったリズムを中核に据えた実践活動であ
る。これについて、両試案及びマーセルの主張に
基づいた筆者の見解を付加するならば、「歌唱力
や演奏技能等を習得する前段階、あるいは初歩的
段階において、理論的展開の伴わない感覚的・身
体的なリズム遊びを通してリズム感覚を体得する
ことは、音程感や演奏の正確さを理解するより
も、子どもにとって音楽への興味・関心を高める
ための近道となる。そして、子どもたちのリズム
に対して鋭敏に反応できる感性を養うと、音楽的
性向が芽生え、学習への動機付けとなり、さらに
これを継続的に実践し、導いていくことによっ
て、音楽的知識や読譜力が総合的に培われてい
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く。」ということである。このように、音楽的成
長ひいては人間的成長を促す一つの有効な方法と
して、リズム教育の在り方を捉え直すことは、音
楽教育の可能性の領域をさらに広げていくことに
なる。したがって、この時期には、読譜力や旋律
理解といった音楽基礎力の習得よりも、リズム感
覚の育成を主眼とすることが、幼児期の音楽教育
にとっては肝要であると結論付けられる。こうし
た要諦を両試案の編集に関与した作成者らは、当
時の社会の趨勢の変化に即応して音楽教育の在り
方を根本から精査し、小幼保接続という視角から
両試案が整合性を保ち齟齬を生じないよう、どう
適用していくか検討を重ねたことが推察される。

平成 29 年告示小学校学習指導要領音楽科 「第
２ 各学年の目標及び内容」において「リズム」
の記述があるのは、低学年における「２内容 A
表現（２）ウ（ア）」の「範奏を聴いたり、リズ
ム譜などを見たりして演奏する技能」及び「３内
容の取り扱い（２）」の「主となる器楽教材につ
いては、既習の歌唱教材を含め、主旋律に簡単な
リズム伴奏や低声部などを加えた曲を取り扱う」
の２箇所である。音楽編解説では、「視奏の基礎
となる力を養うために、リズム譜を見ながら、リ
ズム唱をしたり体や楽器によるリズム打ちをした
りするなどして、リズムに対する感覚を十分に身
に付けるようにすることが重要である。」（16）と注
釈されている。また、「第３ 指導計画の作成と内
容の取扱い ２ 配慮事項」（６）及び（８）の〔共
通事項〕の「音楽を特徴付けている要素」の中に

「リズム」の記述が見られる。平成 29 年告示保育
所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こ
ども園教育・保育要領における領域「表現」にお
いて「音楽」に関わる記述が見られるのは、「内容」
の1,４，６である。中でも、６では「音楽に親しみ、
歌を歌ったり、簡単なリズム楽器を使ったりなど
する楽しさを味わう」としている。これについて
解説書では、「幼児が思いのままに歌ったり、簡
単なリズム楽器を使って遊んだりしてその心地の
よさを十分に味わうことが、自分の気持ちを込め
て表現する楽しさとなり、生活の中で音楽に親し

む態度を育てる」さらに「子どもたちが教師自身
の歌唱や演奏している姿に触れることは重要な経
験である」（17）と注釈されている。現在に連なる
こうしたリズム活動の意義は、試案作成時に形づ
くられたといえる。指導方法や学習過程は当時と
は多分に異なるものの、人間の本源的なリズム感
覚を音楽と生活の中から遊びを通して体験的に感
じ取り、人間形成と情緒の安定を図っていくとい
う基本的な考え方は、平成 29 年告示小学校学習
指導要領「音楽」においても大きく変更されてい
ない。今後の検証課題として、両試案で示されて
いるリズム感覚の育成の意義をさらに精査し、リ
ズム活動の有効性及び本質について多面的・多角
的な視点から明らかにしていきたい。
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歌詞③〕のグループ及び個別指導を行う。
第５回
　１．ウォーミングアップ〔柔軟体操、呼吸トレー
ニング〕、２．発声練習〔発声練習①、②、③〕、３．
歌唱曲の練習〔歌唱曲・母音唱法①、読み②、歌
詞③〕を、各自、個人練習した後、演奏会形式に

より「Nina」の暗譜・独唱発表を行う（学生の
伴奏による）。自己評価とともに、同じ評価アン
ケートを用いて他の学生への評価も行う。

３．結果と考察
　学生による評価アンケート（１～５の５段階）

〔Q2．音楽様式や歌詞の内容を理解している。〕 〔Q6．全体に、自然で無理のない美しい響きのある
発声ができる。〕

〔Q7．全体に、声量は豊かである。（音域による違
いも判断基準に含める。〕 

〔Q8．全体に、よく通る響きのある声である。（音
域による違いも判断基準に含める。〕

〔Q11．暗譜、また伴奏との合わせは十分にできる。〕 〔Q13．総合的に、印象に残る魅力的な演奏ができ
る。〕

図１　Q1～Q13 別の第１回から第５回までの５段階評価の割合
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の結果を分析する。５段階評価の〈4〉と〈5〉
を“できる”肯定的評価、〈3〉を“どちらでも
ない”、〈1〉と〈2〉を“できない”否定的評価
にまとめる。また、以下、〈4〉と〈5〉の合計を

〈4、5〉、〈1〉と〈2〉の合計を〈1、2〉と表す。

３.１　�各項目別の第１回～第５回における評価の
比較

　学生による第１回から第５回の 13 項目別の５
段階評価の人数の割合（表５）を、折れ線グラフ
に表す（図１）。ここでは、Q2、Q6、Q7、Q8、
Q11、Q13 について載せる。以下、13 項目は、
Q1～Q13 として表す。
　図１のグラフからも読み取れるように、全項目

が、多少の上行下行がありながらも、最終回の第
５回には、評価〈4、5〉と〈3〉の割合が大きく
増加し、評価〈1、2〉が著しく減少した。第２回
から第５回の４回の授業における、Q1～Q13 各
項目数の計 52 のうち、評価〈4、5〉の割合が減
少した、または評価〈1、2〉の割合が増加した回
と項目を抽出し、分析する。
・�〔Q1 音程・リズム〕の第３回において、評価
〈1、2〉が 4.0 ポイント増加した①。

・�〔Q4 呼吸・ブレス〕の第２回において、評価
〈4、5〉が 4.0 ポイント減少した②。第５回に
おいて、評価〈1、2〉が 2.0 ポイント増加した
③。

・�〔Q5 口の開き方など発声のポイント〕の第２
回において、評価〈1、2〉が 4.0 ポイント増加
し、評価〈4、5〉が 6.0 ポイント減少した④。

・�〔Q6 自然で美しい響きの発声〕の第２回にお
いて、評価〈1、2〉が 6.0 ポイント増加し、評
価〈4、5〉が 4.0 ポイント減少した⑤。

・�〔Q8 よく通る響きのある声〕の第２回におい
て、評価〈1、2〉が 4.0 ポイント増加した⑥。

・�〔Q9 歌詞の発音〕の第２回において、評価〈4、
5〉が 2.0 ポイント減少した⑦。

・�〔Q10 メロディーの音楽的表現・歌詞の内容表
現〕の第２回において、評価〈1、2〉が 2.0 ポ
イント増加した⑧。

　②、④、⑤、⑥、⑦、⑧は、いずれも学修の初
期段階の第２回であり、グループ練習を取り入れ
ている。これにより学生は、互いに教え合い、他
の学生の歌を聴き自分の歌と比較することによ
り、自分の歌唱について客観的に判断できるよう
になったと考えられる。①については、第３回で
のグループ発表により、学生は、自分の音程・リ
ズムの不安定、未修得を把握することができたと
考えられる。さらに、発表を聴いた他の学生から、
改善点を含むアドバイスを得ることができた。③
については、同様に第５回の最終独唱発表によ
り、呼吸・ブレスの体得が不足していることを認
識したと考えられる。また、学生は、発表により、
自己評価と自分の歌唱を基にした他学生への評

表５　�Q1 ～ Q13 別の第 1 回から第 5 回までの評価
の割合
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価、二つの方向から評価することにより、知識・
技能を定着させながら、指導法を身につけること
ができたと言える。この７項目での８回を除き、
他は全て回を重ねるごとに自己評価値が高くなっ
ている。
　重要なことは、以上の学修がルーブリックと評
価アンケートに基づいて行われたということであ
る。授業では、課題に対して明確に示され、学生・
教員ともに共有された評価規準・尺度・基準のも
とに、適切な自己評価や相互評価、協働が行われ
たと考えられる。これにより、学修が深まり、
フィードバックを効果的に行うことができたと言
える。

３.２　�第１回～第５回、各回における項目別評
価の比較

　第１回から第５回の全項目について、評価〈4、
5〉、〈3〉、〈1、2〉、それぞれの割合の高い順に項
目を比較する。表の一番下に、総合評価〔Q13 総
合的に魅力的な演奏〕を設定する。肯定的評価〈4、
5〉に着目して分析する（表６）。評価〈1、2〉
の割合については、概ね、評価〈4、5〉の順位結
果と反比例するため、評価〈4、5〉の分析結果に
置き換える。

（１）表５、表６から、学生による第１回から第
５回の総合評価〔Q13 総合的に魅力的な演奏〕
について、評価〈4、5〉、評価〈3〉、評価〈1、2〉、
それぞれの割合を比較する。　
　総合評価に対する評価〈4、5〉の割合は、第１
回から第５回にかけて、2.0％から 20.0％に大き
く上昇した。評価〈3〉は、14.0％から 46.0％に
上昇し、評価〈1、2〉は、84.0％から 34.2％へと
著しく減少した。この評価〈1、2〉から評価〈3〉
と評価〈4、5〉への数値の変動は、第３回から第
５回に顕著に見られた。
　以上のことから、総合評価は、第１回から第５
回にかけて、“できる”肯定的評価へと大きく数
値が上がったことが分かる。この上昇の変化は第
３回から第５回に顕著に表れたことから、第３
回、第４回にグループ発表を行ったこと、さらに

第５回の独唱演奏発表という最終目標に向けて、
後半、学修が急速に深化したと考えられる。ルー
ブリックによる学修全体の目標の明示と学修の最
終段階での学修成果の発表というより具体的な目
標が、学生のモチベーションを高め、学修の動機
づけとなったことが推測される。

（２）学生による第１回から第５回、各回におけ
る評価〈4、5〉の割合の高い項目について比較す
る。
　表６から、第１回から第５回まで共通して、上
位を占めている項目は、〔Q3 姿勢〕、〔Q12 ステー
ジマナー〕、〔Q2 音楽様式・歌詞の内容の理解〕、

〔Q7 豊かな声量〕である。先の３項目は、比較
的に、学生が自学により達成することが容易な項
目である。また、ルーブリックのステップ１から
５に、短時間で到達することが可能な学修内容で
ある。さらに、発声に関する項目〔Q7 豊かな声
量〕が入っていることから、学生は、声が良く出
ていると判断していることが伺える。
　この他に上位項目として、第１回から第４回で
は、〔Q1 音程・リズム〕、〔Q4 呼吸・ブレス〕、〔Q5 
口の開き方など発声のポイント〕が挙げられ、第
５回では、〔Q11 暗譜・伴奏合わせ〕が〔Q12 ス
テージマナー〕に次いで第２位となっている。第
１回の授業で行った音程・リズムを中心とした譜
読みの技能が第４回にかけて定着してきたと考え
られる。また、学生は、ブレスや口の開き方など
発声の具体的なポイントに留意して取り組んでい
ることが分かる。これは、第３回、第４回のグ
ループ発表では、特に意識した内容である。第５
回では、演奏会形式による独唱発表を行った。こ
れらのことから、上位項目には、各回での授業内
容が顕著に反映されていることが分かる。
　さらに、歌唱の基礎として中心的に行われる必
須技能の発声、声に関する項目〔Q5 口の開き方
など発声のポイント〕、〔Q6 自然で美しい響きの
発声〕、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q8 よく通る響きの
ある声〕のいくつかが３～５位に入っていること
も同様の理由による。また学生は、発声を重要だ
と考えていることが推測できる。しかし、一方で
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表 6 学生による第 1 回から第 5 回における評価（4、5）の割合の高い項目順、％ 

4,5 1 回 2 回 3 回 4 回 5 回 

順位 

1 

〔Q3 姿勢〕 
22.0 

〔Q3 姿勢〕 
32.0 

〔Q3 姿勢〕 
〔Q12 ステ

ージマナー〕 
34.0 

〔Q12 ステ

ージマナー〕 44.0 
〔Q12 ステ

ージマナー〕 52.0 

2 

〔 Q5 口の

開き方など

発声のポイ

ント〕 
〔Q12 ステ

ージマナー〕 

12.0 

 〔Q2 音楽

様式・歌詞の

内容の理解〕 
〔Q12 ステ

ージマナー〕 

16.0 

〔 Q2 音楽

様式・歌詞の

内容の理解〕 16.0 

〔Q3 姿勢〕 

42.0 

〔Q1 暗譜・

伴奏合わせ〕 

50.0 

3 

〔Q4 呼吸・

ブレス〕 10.0 

〔Q1 音程・

リズム〕 
〔 Q7 豊か

な声量〕 

8.0 

〔 Q7 豊か

な声量〕 14.0 

〔 Q2 音楽

様式・歌詞の

内容の理解〕 30.0 

〔Q3 姿勢〕 

44.0 

4 

〔 Q2 音楽

様式・歌詞の

内容の理解〕 

〔Q6 自然で

美しい響き

の発声〕 

8.0 

〔Q4 呼吸・

ブレス〕 
〔 Q5 口の

開き方など

発声のポイ

ント〕 

6.0 

〔Q4 呼吸・

ブレス〕 

12.0 

〔Q4 呼吸・

ブレス〕 
〔 Q7 豊か

な声量〕 26.0 

〔 Q7 豊か

な声量〕 

40.0 

5 

〔Q1 音程・

リズム〕 
〔 Q7 豊か

な声量〕 

6.0 

〔Q6 自然で

美しい響き

の発声〕 
〔 Q8 よく

通る響きの

ある声〕 

4.0 

〔Q1 音程・

リズム〕 
〔 Q5 口の

開き方など

発声のポイ

ント〕 
〔Q6 自然で

美しい響き

の発声〕 
〔 Q8 よく

通る響きの

ある声〕 
〔 Q9 歌詞

の発音〕 

8.0 

〔Q1 音程・

リズム〕 
〔 Q5 口の

開き方など

発声のポイ

ント〕 
〔 Q8 よく

通る響きの

ある声〕 
18.0 

〔 Q2 音楽

様式・歌詞の

内容の理解〕 

38.0 

6 

〔 Q8 よく

通る響きの

ある声〕 4.0 

〔Q10 メロ

ディーの音

楽的表現・歌

詞の内容の

表現〕 

2.0 

〔Q1 暗譜・

伴奏合わせ〕 
6.0 

〔Q6 自然で

美しい響き

の発声〕 16.0 

〔Q4 呼吸・

ブレス〕 
34.0 

7 

〔 Q9 歌詞

の発音〕 

2.0 

〔 Q9 歌詞

の発音〕 
〔Q1 暗譜・

伴奏合わせ〕 
0.0 

〔Q10 メロ

ディーの音

楽的表現・歌

詞の内容の

表現〕 2.0 

〔 Q9 歌詞

の発音〕 
〔Q10 メロ

ディーの音

楽的表現・歌

詞の内容の

表現〕 

14.0 

〔Q1 音程・

リズム〕 
〔 Q5 口の

開き方など

発声のポイ

ント〕 
〔Q6 自然で

美しい響き

の発声〕 

30.0 

8 

〔Q10 メロ

ディーの音

楽的表現・歌

詞の内容の

表現〕 
〔Q11 暗譜・

伴奏合わせ〕 

0.0 

 

 

 

 

〔Q1 暗譜・

伴奏合わせ〕 

12.0 

〔 Q8 よく

通る響きの

ある声〕 
26.0 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔 Q9 歌詞

の発音〕 
〔Q10 メロ

ディーの音

楽的表現・歌

詞の内容の

表現〕 

22.0 

総合

評価 
 2.0  2.0  8.0  10.0  20.0 

表６　学生による第１回から第５回における評価〈４、５〉の割合の高い項目順、％
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は、これらの項目は、上位と下位の両方に渡って
いることから、発声全般の技能については、課題
があると言える。
　下位には、〔Q9 歌詞の発音〕、〔Q10 メロディー
の音楽的表現・歌詞の内容の表現〕、〔Q11 暗譜・
伴奏合わせ〕（第５回を除く）がある。これらの
項目は、発声を応用した学修の後半での表現や仕
上げ段階の項目であるため、学修の深化や達成に
時間がかかることから妥当性があると言える。ま
た、学生は、イタリア語の歌詞の発音に苦戦して
いることが伺える。
　比較的に自学により達成することが容易な項
目、授業内容に関する項目、そして、歌唱の必須
技能である発声に関する項目のいくつか、これら
が、学生が特に達成できたと判断している内容で
あると考えられる。

（３）教員による、第５回における評価〈4、5〉
の割合の高い項目について比較する（表７）。
　上位には、学生と共通して〔Q3 姿勢〕、〔Q11 
暗譜・伴奏合わせ〕、〔Q12 ステージマナー〕、〔Q2 
音楽様式・歌詞の内容の理解〕が入っている。こ
れらは、同様に、自学により修得が容易な内容で
ある。下位項目は、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q5 口の

開き方など発声のポイント〕、〔Q6 自然で美しい
響きの発声〕、〔Q8 よく通る響きのある声〕であ
ることから、教員は、学生に対して、さらなる発
声の技能の向上を求めていることが分かる。ま
た、学生・教員ともに発声全般の技能の修得には
不足があると認識していると考えられる。以上の
ことから、学生と教員の評価は、ほぼ一致してい
ると言える。

（４）学生と教員による、第５回の評価〈4、5〉
の割合を比較する。
　表６・７より、教員評価において上位にあり、
かつ学生評価より高い順位の項目は、〔Q9 歌詞
の発音〕、〔Q4 呼吸・ブレス〕、〔Q1 音程・リズ
ム〕、〔Q10 メロディーの音楽的表現・歌詞の内
容の表現〕である。特に〔Q9 歌詞の発音〕と〔Q10 
メロディーの音楽的表現・歌詞の内容の表現〕は、
教員評価が上位５位以内であるのに対し、学生は
最下位の９位であった。比較すると、教員評価で
は、〔Q9 歌詞の発音〕、〔Q3 姿勢〕、〔Q4 呼吸・
ブレス〕、〔Q1 音程・リズム〕が、それぞれ 37.2
ポイント、21.3 ポイント、14.9 ポイント、10.8 ポ
イント、学生評価を上回る数値となっている。一
方、学生評価が教員より高い項目は、〔Q6 自然

表 7 教員による第 5 回における評価〈4、5〉の割合の高い項目順、％ 
4,5 5 回 
順位 

1 〔Q3  姿勢〕 65.3 

2 
〔Q9  歌詞の発音〕 

59.2 〔Q11 暗譜・伴奏合わせ〕 
〔Q12 ステージマナー〕 

3 〔Q4  呼吸・ブレス〕 48.9 

4 
〔Q1  音程・リズム〕 

40.8 
〔Q2  音楽様式・歌詞の内容の理解〕 

5 〔Q10 メロディーの音楽的表現・歌詞の内容の表現〕 28.0 
6 〔Q7  豊かな声量〕 24.5 
7 〔Q5  口の開き方など発声のポイント〕 22.4 

8 
〔Q6  自然で美しい響きの発声〕 

14.3 
〔Q8  よく通る響きのある声〕 

総合評価 20.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表７　教員による第５回における評価〈４、５〉の割合の高い項目順、％
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で美しい響きの発声〕、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q8 よ
く通る響きのある声〕で、それぞれ 15.7 ポイント、
15.5 ポイント、11.8 ポイント、教員をやや上回る
数値となっている。発声、声に関する評価が高い
ことが特徴である。順位と割合が大きく異なる

〔Q9 歌詞の発音〕、〔Q3 姿勢〕、そして、やや異
なる〔Q4 呼吸・ブレス〕、〔Q6 自然で美しい響
きの発声〕、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q8 よく通る響
きのある声〕の項目以外は、〔Q13 総合的に魅力
的な演奏〕を含め、ほぼ同じ評価であると言える。
　これらのことから、最終回の独唱演奏発表にお
いて、教員の評価に反し、学生は、歌詞の発音に
自信がなかったことが分かる。他に、姿勢や呼吸、
音程・リズムについても学修の不足を把握した学
生がいることが伺える。学生による自己評価の分
析結果から、教員は、授業での学生の歌唱からだ
けでは判断することのできない課題や傾向を把握
することができた。また、発声に関して、教員評
価は学生より低いことが分かる。しかし、学生と
教員の評価は、全体的には、総合評価を含め概ね
一致していると考えられる。
　ルーブリックとその内容を細分化した評価アン
ケートを使用した授業では、教員と学生が同じ目
標と尺度をもって学修を進めることができ、この
ことは、一斉授業において、学修を効果的に進め
るための重要な要素であると言える。

３.３　�各項目における“できる”肯定的評価〈4、
5〉の割合を満足率とし、CS 分析を行う。

　CS 分析は、各項目別の満足度と重要度から、
改善項目の優先度を把握し、改善施策の指針とす
る分析方法である。総合評価〔Q13 総合的に魅
力的な演奏〕における満足度を総合満足度とし、
各項目が総合評価に与える影響について相関係数
を求め重要率とする。満足率と重要率は、偏差値
に変換し、満足度、重要度とする。偏差値 t は、
以下の数式で求められる。（それぞれの平均を q、
標準偏差を s、得点を m とする。）

を効果的に進めるための重要な要素であると言える。 
 
３.３ 各項目における“できる”肯定的評価〈4、5〉の割合を満足率とし、CS 分析を行う。 

CS 分析は、各項目別の満足度と重要度から、改善項目の優先度を把握し、改善施策の指

針とする分析方法である。総合評価〔Q13 総合的に魅力的な演奏〕における満足度を総合

満足度とし、各項目が総合評価に与える影響について相関係数を求め重要率とする。満足率

と重要率は、偏差値に変換し、満足度、重要度とする。偏差値 t は、以下の数式で求められ

る（それぞれの平均を q、標準偏差をｓ、得点を m とする。） 

ｔ � � � �
𝑠𝑠 � 10＋50 

 
満足度、重要度は、次の式で計算する。 
満足度�（満足率－満足率の平均値）÷標準偏差値×10＋50 
重要度�（重要率－重要率の平均値）÷標準偏差値×10＋50 

 
項目ごとの満足度を縦軸（y 軸）、重要度を横軸（x 軸）として、２次元座標にプロット

し、これを偏差値 50 の境界線により、４象限に分割する。右下の象限は、重点改善分野で、

重要度が高いにもかかわらず満足度が低く、総合満足度を上げるために最優先で改善しな

ければならない。右上の象限は、重点維持分野で、重要度、満足度ともに高く、引き続き満

足度を維持する必要がある。左上の象限は、維持分野で、満足度は高いが、重要度が低く、

現状維持の内容となる。左下の象限は、改善分野で、重要度、満足度ともに低く、総合評価

への影響は少ないが、満足度が低いため、重点改善分野に次いで改善を要する内容である。

また、改善の必要性は、改善度として、数値化することができる。 
満足度、重要度、改善度を表８に示す。ここでは、第５回について載せる。第５回の学生

と教員の改善度順位を表９に示す。改善度の算出には、南（2007）の方法を参考とした。第

５回の学生と教員による評価の CS グラフを図２に示す。また、CS グラフの各分野を図３

に示す。 
 
表 8 学生と教員による自己評価の満足度、重要度、改善度  
学生 第 5 回 
 
 
 
 
教員 第 5 回 

　満足度、重要度は、次の式で計算する。
　　満足度 =（満足率－満足率の平均値）
　　　　　　　　　　÷標準偏差値× 10 ＋ 50
　　重要度 =（重要率－重要率の平均値）
　　　　　　　　　　÷標準偏差値× 10 ＋ 50
　項目ごとの満足度を縦軸（y 軸）、重要度を横
軸（x 軸）として、２次元座標にプロットし、こ
れを偏差値 50 の境界線により、４象限に分割す
る。右下の象限は、重点改善分野で、重要度が高
いにもかかわらず満足度が低く、総合満足度を上
げるために最優先で改善しなければならない。右
上の象限は、重点維持分野で、重要度、満足度と
もに高く、引き続き満足度を維持する必要があ
る。左上の象限は、維持分野で、満足度は高いが、
重要度が低く、現状維持の内容となる。左下の象
限は、改善分野で、重要度、満足度ともに低く、
総合評価への影響は少ないが、満足度が低いた
め、重点改善分野に次いで改善を要する内容であ
る。また、改善の必要性は、改善度として、数値
化することができる。
　満足度、重要度、改善度を表８に示す。ここで
は、第５回について載せる。第５回の学生と教員
の改善度順位を表９に示す。改善度の算出には、
南（2007）の方法を参考にした。ここでは改善度
を CS グラフと合わせるため、南（2007）の方法
の 10 倍の値とした。第５回の学生と教員による
評価の CS グラフを図２に示す。また、CS グラ
フの各分野を図３に示す。

（１）総合評価と相関が高い項目を抽出する。
　学生による第１回では、〔Q9 歌詞の発音〕、

〔Q11 暗譜・伴奏合わせ〕、第２回は、〔Q8 よく
通る響きのある声〕、〔Q9 歌詞の発音〕、〔Q12 ス
テージマナー〕、第３回は、〔Q8 よく通る響きの
ある声〕、〔Q5 口の開き方など発声のポイント〕、

〔Q6 自然で美しい響きの発声〕、第４回は、〔Q8 
よく通る響きのある声〕、〔Q1 音程・リズム〕、

〔Q10 メロディーの音楽的表現・歌詞の内容の表
現〕、〔Q11 暗譜・伴奏合わせ〕、第５回は、〔Q6
自然で美しい響きの発声〕、〔Q10 メロディーの
音楽的表現・歌詞の内容の表現〕などである。教
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表８　学生と教員による自己評価の満足度、重要度、改善度

学生　第 5 回

教員　第 5 回
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項目 改善度 改善度順位 
Ｑ１０ 20.31 1 
Ｑ６ 19.81 2 
Ｑ９ 17.78 3 
Ｑ８ 8.67 4 
Ｑ１ 8.25 5 
Ｑ４ 6.70 6 
Ｑ５ 3.44 7 
Ｑ７ -2.31 8 
Ｑ１１ -11.39 9 
Ｑ１２ -22.32 10 
Ｑ３ -24.47 11 
Ｑ２ -24.48 12 

項目 改善度 改善度順位 
Ｑ８ 26.66 1 
Ｑ６ 23.71 2 
Ｑ７ 22.45 3 
Ｑ１０ 12.33 4 
Ｑ５ 6.07 5 
Ｑ１ 1.58 6 
Ｑ２ -0.09 7 
Ｑ４ -8.34 8 
Ｑ３ -13.34 9 
Ｑ９ -19.10 10 
Ｑ１２ -25.89 11 
Ｑ１１ -26.05 12 
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表９　第５回における学生と教員の改善度順位

員による第５回では、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q8 よ
く通る響きのある声〕、〔Q6 自然で美しい響きの
発声〕、〔Q10 メロディーの音楽的表現・歌詞の
内容の表現〕が挙げられる。これらの項目は、総
合評価に影響を与え、かつ学生、教員それぞれが
重要視している内容であると考えられる。

（２）第５回の改善度の順位について、表６と表
８を比較する。
　学生、教員、それぞれの総合評価に影響を与え、
また学生、教員が重要視している項目は、評価

〈4、5〉の割合の下位項目であると推測できる。
さらに、これらの項目は、総合評価と相関が高く、

改善度上位項目であることが示されている。
（３）第５回の学生と教員による評価の CS グラ
フを比較する。
　CS グラフと表９から、学生では、重点維持分
野が、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q11 暗譜・伴奏合わ
せ〕、維持分野は、〔Q2 音楽様式・歌詞の内容の
理解〕、〔Q3 姿勢〕、〔Q12 ステージマナー〕、重
点改善分野は、〔Q10 メロディーの音楽的表現・
歌詞の内容の表現〕、〔Q6 自然で美しい響きの発
声〕、〔Q9 歌詞の発音〕である。教員では、維持
分野として、〔Q9 歌詞の発音〕、〔Q11 暗譜・伴
奏合わせ〕、〔Q12 ステージマナー〕、〔Q4 呼吸・
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ブレス〕が挙げられ、〔Q6 自然で美しい響きの発
声〕、〔Q7 豊かな声量〕、〔Q8 よく通る響きのあ
る声〕が重点改善分野である。
　第５回の独唱発表では、重点維持分野の項目か
ら、学生は、声量と暗譜・伴奏合わせを重要視し、
かつ自己評価が高いことが分かる。これらの項目
には、授業内容も反映されていることが推測でき
る。また、教員が、今後さらに伸ばしていきたい
内容である。維持分野には、比較的に自学により
到達しやすい項目、さらに重点改善分野には、イ
タリア語による歌詞の発音や発声に関わる他の項
目など、技能の修得に学修の回数や時間のかかる
内容、また、技能を活用した学修の後半での表現
に関わる内容が入っている。この重点改善分野の
項目が、総合評価に影響を与え、学生が重要視し
ている学修内容であると言える。教員では、独唱
発表において達成されているべき項目、また、学
生同様に、自学により達成し易い項目が、維持分
野に入っている。さらに重点改善分野には、発声
に関する３つの全ての項目が入っている。これら
が、総合評価に影響を与え、教員が重要視し、か
つ改善度の高い学修内容であると言える。なお、
今回は、イタリア歌曲の譜読みから暗譜独唱発表
までを、５回の授業で仕上げた。学生、教員とも
に、改善度を下げるには、課題曲に対する授業回

数、各自の練習時間・回数を増やすことが、第一
の改善策に挙げられる。
　以上のことから、CS 分析の結果からは、３.２

（２）、（３）の考察と一致する結論が得られた。
CS 分析については、改善という視点からのみ見
るのではなく、評価〈4、5〉の上位、即ち、重
点維持分野や維持分野にも焦点を当てて、その学
修内容をさらに伸ばすことにより、学生の項目満
足度や総合満足度が高まり、教育効果が上がると
いう視点をもって活用したい。
　また、今後の授業において、学生・教員ともに、

図２　第５回学生と教員による評価のＣＳグラフ

維持分野 

改善分野 
重点改善

分野 

重点維持

分野 

重要度 

 

50 

50 

図３　CSグラフ　各分野
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評価〈4、5〉の上位項目、即ち、比較的に自学に
より達成が容易である学修内容については、主に
学生の自主性に依ることができる。評価〈4、5〉
の下位項目、即ち、学生・教員ともに重要だと考
え、総合評価に影響を与えている、発声全般（特
に学生は、声の響きを含む声のクオリティに関わ
る技能）や表現については、特にファシリテー
ターの役を担う教員が、援助していく必要のある
学修内容であることが分かった。歌唱の必須技能
である発声法は、そのメカニズムが身体内部で行
われ、直接確認できないため、理論のみでは達成
が困難である。学生が良いシステムの発声を体得
するよう援助する必要がある。

４．おわりに
　主体的な学修と新学習指導要領の３つの柱に基
づいて、教員養成課程における声楽実技のための
ルーブリックを作成した。このルーブリックを用
いた声楽指導を、少人数の学生と、一斉授業に対
し行った。授業終了後、学生に、自己評価による
13 項目の５段階評価の設問と自由記述からなる
アンケートを行った。少人数の学生に対するアン
ケート結果を分析し、一斉授業に反映させた。そ
の結果、一斉授業において、声楽実技のための
ルーブリックと評価アンケートを使用した声楽指
導には、以下の効果があることが分かった。
１）�ルーブリックを学修の目標と位置付けること

により、学修者は、学修の全体像や方向性を
明確に把握することができ、学修の動機づけ
ができる。

２）�芸術の実技という主観的かつ抽象的な評価尺
度を具体的に可視化することができる。

３）�ルーブリックの評価尺度を教員と学生、また
学生同士が共有することにより、共通の認識
の下で、適切なフィードバックが行われ、学
修効果が高まる。

４）�評価尺度を共有した学修者は、協働学修によ
り、自己評価とともに他者に対するメタ認知
的な評価をすることとができる。これによ
り、知識・技能が定着し、指導法が身につく。

５）�アンケートを用いて、自己評価による振り返
りを行うことにより、自己の課題を明確に把
握し、次の学修に反映させることができる。

６）�同時に、評価アンケートを用いて、達成でき
たことを可視化することにより、自己効力感
が高まり、モチベーションを高く保ち、主体
的に学修に取り組むことができる。

７）�教員は、評価アンケートを分析することによ
り、授業では確認することのできない学生の
学修状況や傾向、課題を把握することができ
る。これを次の指導に、フィードバックする
ことができる。

　以上のことから、本研究の教育実践では、ルー
ブリックの活用方法が分かった。授業では、主体
的な学びと新学習指導要領に基づいて作成した
ルーブリックを学修の目標と位置付ける。これ
は、学修の動機づけとなる。また、学修者は自己
評価アンケートを用いて振り返りを行う。さら
に、これをフィードバックさせ、試行錯誤しなが
ら主体的に課題に取り組む。教員は、学生の主体
的な学修をファシリテーターとして援助する。○
ルーブリックによる学修の動機づけ、○試行錯誤
しながらの主体的な学修とファシリテーターによ
る援助、○評価アンケートによる振り返り、この
サイクルがスパイラルに向上していくことで、新
学習指導要領の３つの柱である知識・技能、思
考・判断・表現、主体的に学習に取り組む態度、
が身についていく。これは、自分の力で、歌が上
手くなる、即ち、自学自修の教育方法である。こ
の授業方法は学生の自学自修として有効であるこ
とが分かった。
　ルーブリックとその内容を細分化した評価アン
ケートを用いた声楽実技指導は、少人数の個人
レッスンのみならず、一斉授業においても大変有
効であることが明らかになった。今後は、アン
ケート結果を、さらに他の方法で検証したい。
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摂取タンパク質の違いによる
非必須アミノ酸のプロファイル

１．諸言
　非必須アミノ酸は、糖質以外の栄養素からグル
コースを生成する糖新生の代表的な基質であるア
ラニンやグルタミン酸、アスパラギン酸が代表的
であり、空腹時や運動時のエネルギー供給に関与
している。
　アミノ酸は、体内における合成機能の有無によ
り、必須アミノ酸と非必須アミノ酸に分類される。
食餌からの摂取が不可欠である必須アミノ酸は栄
養学的に重視されているが、体内で合成と分解の
双方で調節されている非必須アミノ酸も、健康栄
養学的に重要である。
　アミノ酸の栄養生理学的研究は、1977 年小畠
ら１）が摂取タンパク質レベルによるアミノ酸吸
収速度の違いを報告し、1983 年には松下ら２）が
タンパク質欠乏における必須アミノ酸と非必須ア
ミノ酸の血漿遊離アミノ酸濃度について報告して
いる。ロイシン、イソロイシン、バリンなどの分
岐鎖アミノ酸が肝臓や筋肉の臓器レベルで注目さ
れているが、非必須アミノ酸ではアラニンぐらい
である。
　肝臓は、循環血液中のアミノ酸プロファイルの

維持に関与し、アミノ酸代謝の主要な臓器である。
　本研究ではラットに量と質の異なるタンパク質
を一定時刻摂取させて、門脈と肝静脈血中の非必
須アミノ酸プロファイルを調べ、小腸と肝臓の栄
養生理学的役割とタンパク質栄養の重要性を検討
した。

２．方法
　Wistar 系９週齢の雄ラットを用いて、活動期
となる暗期を９：00 ～ 21：00 に設定する 12 時
間の明暗サイクルで約一週間予備飼育した。
　実験１のタンパク質の量を変えた実験食には、
タンパク質にカゼインを用いて、タンパク質エネ
ルギー比率５％の低タンパク質食、20％の標準タ
ンパク質食、35％の高タンパク質食とした（表１）。

　実験２の摂取タンパク質の質を変えた実験食に
は、カゼイン食、小麦タンパク質食、混合食（カ

表１　タンパク質の量が異なる実験食の
　　　エネルギー比率

幅 7㎝
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ゼイン：小麦タンパク質＝１：１）を用いた（表
２）。エネルギー比率は、タンパク質 20％、脂肪
20％、糖質 60％に統一した。

　実験食は暗期の 10：00 ～ 16：00 に与え、水は
自由飲水とした。
　空腹時の８：00 と摂食開始から３時間後の
13：00 に、５匹ずつ麻酔下で解剖し、門脈と肝
静脈から同時採血を行った。血漿は分析に用いる
まで－ 80℃で凍結保存した。
　血漿中遊離アミノ酸の分析は、愛媛大学の共同
研究者に依頼し全自動アミノ酸分析器（日本電子
JLC-500）を用いて、分析・測定した。
　血中アミノ酸濃度の比較には、一元配置の分
散分析を行い、有意差を認めた場合には、Tukey 
HSD 法による多重比較検定を行った。統計解析
には、統計用ソフトウェア IBM Statistic 25（日
本アイ・ビー・エム株式会社）を用い、有意水準
を５％未満とした。
　相関関係の分析にはピアソンの相関係数を用い
た。

３．結果と考察
１）食餌中と血中の非必須アミノ酸プロファイル
　実験 1：食餌タンパク質量の違い
　量の異なる実験食のタンパク質には、動物性の
カゼインを用いた。カゼイン中の主な非必須ア
ミノ酸の割合は、うま味を持つグルタミン酸が
36％と最も多く、ついでプロリンが 19％、アス
パラギン酸が 12％であった（表３）。

　空腹時の門脈血中非必須アミノ酸プロファイル
を図１に示した。非必須アミノ酸 11 種類のうち、
アラニンが最も多く、グルタミンやプロリン、セ
リンとグリシンが多かった。一方、グルタミン酸
やアスパラギン酸、アスパラギン、チロシン、ア
ルギニン、システインが少ないアミノ酸プロファ
イルを示した。これは、松下ら２）の報告と同様
の結果であり、体内で一定のアミノ酸プロファイ
ルが形成されていた。

mg/g (％) mg/g (％) mg/g (％)

カゼイン 220 36 116 19 73 12

小麦タンパク質 403 49 153 18 38 5

タンパク質1ｇ中の非必須アミノ酸量をmgで示した

日本食品標準成分表2015年版　アミノ酸成分表より

表3．食餌タンパク質中の主な非必須アミノ酸

グルタミン酸 プロリン アスパラギン酸

表３　食餌タンパク質中の主な非必須アミノ酸
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図１　空腹時における門脈血中の
　　　非必須アミノ酸プロファイル（実験１）

　摂食後の門脈および肝静脈血中非必須アミノ酸
プロファイルを図２に示した。食餌タンパク質の
量に関係なく、空腹時と同様のアミノ酸プロファ
イルが維持されていた。食餌中に多いグルタミン
酸は体内で少ないことが確認された。
　Nakamura ら３）は、食餌から摂取したグルタ
ミン酸の炭素骨格 75％が、小腸でアラニンに転
換されて、門脈中に放出されると報告している。
このような食餌の摂取によるグルタミン酸の代謝
をはじめ、運動時や空腹時にはグルコース-アラ
ニンサイクルによる糖新生の材料として、筋肉か
らアラニンが血中に放出されることからも、血中
アラニン濃度が他の非必須アミノ酸よりも高く

表 2　タンパク質の質が異なる実験食組成

幅 7㎝
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なったと考えられる。
　小腸を経由した門脈では、グルタミンやアラニ
ン、プロリンなどの一部の非必須アミノ酸濃度が、
標準タンパク質食より高タンパク質食で有意に高
く、食餌タンパク質の量による差が認められた

（図２Ａ）。肝臓を経由した肝静脈では、門脈より
アミノ酸濃度は低くなり、摂取タンパク質の量に
関係なく、ほぼ一定であった（図２Ｂ）。

　実験 2：食餌タンパク質の質の違い
　異なるタンパク質にカゼインと小麦タンパク質
を用いた。小麦タンパク質の主な非必須アミノ酸
の割合は、うま味であるグルタミン酸が約 50％
と半数を占めることがカゼインとの大きな違いで
あった。プロリンは 19％とカゼインとほぼ同じ
で、アスパラギン酸は５％であった（表３）。
　摂食後の門脈血中の非必須アミノ酸プロファイ
ルは、実験１と同様のアミノ酸プロファイルが確
認された（図３）。しかし、グルタミン濃度はカ
ゼインと比較してグルタミン酸が多い小麦タンパ
ク質食で高くなった。このことから、門脈血中の
グルタミン濃度は食餌中のグルタミン酸の影響を
受けていると考えられる。食餌中のグルタミン酸
と門脈血中のグルタミンの関連が示唆された。
　グルタミン酸と同じ酸性アミノ酸にアスパラギ
ン酸がある。これらのアミノ酸は、食餌中に多く
血中濃度は低い結果が得られた。アミノ基の有無
により構造的にも類似しているアスパラギン酸と
アスパラギンにおいても、グルタミン酸とグルタ
ミン同様の関係性があるかを調べたところ、本研
究ではアスパラギンの血中濃度は低く、関係性は
みられなかった。これは、グルタミンがプリンヌ
クレオチド生成のためのアミノ基供与体として他
の代謝に関わるのに対して、アスパラギンは単独
で代謝に関わるより、アスパラギン酸からアミノ
基転移によるオキサロ酢酸への変化や、アルギノ
コハク酸を経た尿素の生成、カルバモイルアスパ
ラギン酸を経たピリミジン生成などの代謝に利用
されることが関与していると考えられた。
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図２　摂食後における血中の非必須
　　　アミノ酸プロファイル（実験１）
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図３　摂食後における門脈血中の
　　　非必須アミノ酸プロファイル（実験２）

２）肝臓におけるアラニン利用について
　アラニンの血中濃度は、門脈で高く肝静脈で低
下しており、肝臓でその多くが代謝されていた。
このアラニンの代謝に注目し、門脈と肝静脈の濃
度差を算出し、尿素合成との関連を示した（図４）。
　食餌タンパク質の量を増減させると、肝臓での
アラニン利用と尿素合成とに有意確率１％の有意
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な正の相関が認められた。
　この結果から、アミノ酸代謝におけるグルコー
ス-アラニンサイクルを介した肝臓と筋肉の臓器
相関を明らかにした。

４．まとめ
　摂取タンパク質の違いが、血中非必須アミノ酸
プロファイルに与える影響を調べた。量や質と
いった食餌タンパク質の違いによって、小腸を経
由した門脈では一部の非必須アミノ酸濃度に差は
あったものの、非必須アミノ酸プロファイルは一
定であることを確認した。また肝臓はタンパク質
の量や質の違いにも対応し、一定の非必須アミノ
酸濃度に調節を行っていた。アミノ酸代謝には小
腸と肝臓の役割が大きく、経口栄養の重要性を明
らかにした。
　また、本研究で食餌中のグルタミン酸と血漿中

のグルタミンの関連性が認められた。グルタミン
は小腸のエネルギー源として利用されていること
が知られており４）、また、アラニンは食餌中には
少ないものの血中濃度は最も高く生体内の窒素運
搬体として働いている。このように非必須アミノ
酸は、体内環境の変化に応答し各臓器で合成と分
解が行われる重要な栄養素である。
　血中アミノ酸プロファイルの変動は、肝障害な
どの疾患で起きることが報告されている５）。今後
は、糖尿病などの病態モデルラットにおける非必
須アミノ酸プロファイルから、疾病の重症化予防
につながるタンパク質栄養を検討する予定であ
る。
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ておらず、どこにいても同じ指導が受けられる状
況にないのが現状である。文部科学省が平成 30

（2018）年３月１日現在で調査した『平成 29 年度 
学校における教育の情報化の実態等に関する調査
結果（概要）』を見ると、全学校種の全国平均で教
育用コンピュータ１台あたりの児童生徒数は 5.6
人／台。普通教室の校内 LAN の整備率は 90.2％。
超高速インターネット接続率（30Mbps 以上）は
91.8％（文部科学省 2018a，p.8）と、高い割合で
整備されているのがわかる。しかし、都道府県ご
とに細かく見ると、普通教室の校内 LAN 整備率
で最上位の徳島県が 99.0％であるのに対し、最下
位の青森県では 64.2％となっている（文部科学省
2018a，p.11）など、環境整備が高い割合ですす
められている一方で、そうではない地域も存在し、
その内容に大きな格差があることがわかる。
　また、『幼稚園教育要領』においては、情報機
器の安易な利用は避けるべきとしている。論理的
思考と関連する数量や図形、物の仕組み等に関心・
興味を持つためには、実際に積み木やボール等の
遊具や用具等の物に触れ、遊びを通して学習する
ことを重要視している。情報機器は直接的な経験
を活かすために使用する二次的なツールとしての
意味合いを持ち、情報機器を使用しないで、実際
に積み木やボール等の遊具や用具で遊ぶことが主
要な学習活動となる。（文部科学省 2018d，p.115）
　このような状況下、小学校低学年児や幼稚園児
に対して、コンピュータを用いずに実施できる「プ
ログラミング教育」の教材を開発した経過につい
て報告する。

Ⅱ　本　論
１　プログラミング教育
　『小学校プログラミング教育の手引き（第二版）』
では、小学校におけるプログラミング教育のねら
いを、「①「プログラミング的思考」を育むこと、
②プログラムの働きやよさ、情報社会がコン
ピュータ等の情報技術によって支えられているこ
となどに気付くことができるようにするととも
に、コンピュータ等を上手に活用して身近な問題

表２　「プログラミング的思考」を育むための
　　　３種類の教材

を解決したり、よりよい社会を築いたりしようと
する態度を育むこと、③各教科等の内容を指導す
る中で実施する場合には、各教科等での学びをよ
り確実なものとすること」（文部科学省 2018b，
p.11）としている。

　①の「プログラミング的思考」を育むための教
材は表２に示すとおり、現在３種類が提供されて
おり、大きくコンピュータを使用するものと使用
しないものに分けられる。コンピュータを使用す
るものの一つは、マサチューセッツ工科大学メ
ディアラボのミッチェル・レズニック氏率いる研
究チームが開発した『Scratch』や、文部科学省
が開発した『プログラミン』などのソフトウエア
を用いて学習する「ビジュアル型プログラミング
教材」である。もう一つは、電子機器などのハー
ドウエアの利用を伴うもので「ロボット教材・ブ
ロック教材・基盤教材」に分かれる。また、コン
ピュータを使用しないものとしては、『ルビィの
ぼうけん』のような絵本を用いるものや、カード
などで実践する「アンプラグド教材」がある。

　どの学年でどのようなプログラミング教育を実
施するかの判断は、各学校現場に委ねられている
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が、『小学校プログラミング教育の手引き（第二
版）』では、「プログラミング教育全体において児
童がコンピュータをほとんど用いないということ
は望ましくないことに留意する必要がある」（文
部科学省 2018b，p.19）としている。そして、「コ
ンピュータを用いずに『プログラミング的思考』
を育成する指導を行う場合には、児童の発達の段
階を考慮しながらカリキュラム・マネジメントを
行うことで児童がコンピュータを活用しながら行
う学習と適切に関連させて実施するなどの工夫が
望まれる」（文部科学省 2018b，p.19）とされて
いる。
　幼児や小学校低学年児に対しては、コンピュー
タを使わないアンプラグド教材は極めて有効であ
る。しかし、コンピュータを使わないプログラミ
ング教育の導入には、子供たちの発達段階に応じ
た配慮が必要である。

２　アンプラグド教材の提案
　アンプラグド教材によりプログラミング的思考
力を養う方法として、歯車の特性に注目し、それ
を学習活動に取り入れることにした。大きさの違
う平歯車（正歯車、円筒歯車ともいう）を組み合
わせ、歯の数や回転数を比較し、動力が伝わる様
子を予想しながら観察することで論理的思考力の
育成を図ることができるのではないかと考えた。
その理由としては、歯車が子供たちにとって生活
の中で見かける身近な存在であること、また、歯
車が回転する仕組みは容易に理解できることが挙
げられる。さらに、平歯車を回転させて瞬時に結
果を確認できるところは、コンピュータを利用し
た学習効果と同等の結果を得ることができると考
えたからである。
　『小学校プログラミング教育の手引き（第二版）』
では、プログラミング的思考を「自分が意図する
一連の活動を実現するために、どのような動きの
組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した
記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記
号の組合せをどのように改善していけば、より意
図した活動に近づくのか、といったことを論理的

に考えていく力」（文部科学省 2018b，p.9）と説
明している。歯車を活用した学習ではまさに、自
分が意図する一連の活動を実現するために歯数の
違う歯車の組合せを考え、回転させたり改善を試
みたりすることで、プログラミング的思考力を育
むことが可能であると考える。
　これらのことから、歯車を使った教材は、アン
プラグド教材として利用できると判断した。

３　平歯車の特性
　平歯車は図１に示すとおり、歯の筋が軸に対し
て平行に配置された形状で、動力伝達用として幅
広く使われている。

　平歯車を接合した際の、回転方向や速度・回転
力（トルク）の伝わり方を表３にまとめる。

　平歯車では、動力の回転方向は常に逆方向に伝
わる。そして、接する２つの歯車の大きさが同じ

図１　平歯車の形状

表３　回転方向や速度、回転力の伝わり方
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場合には、回転速度と回転力は同じである。歯車
の大きさが異なる場合では、歯車の大きい方を大
歯車、小さい方を小歯車と呼び、動力を伝える側
が大歯車の場合には、回転速度は速く回転力は小
さく伝わる。動力元が小歯車の場合には、回転速
度は遅く動力は大きく伝わるという特性がある。

４　平歯車の製作
　平歯車を製作するにあたり、材料は厚さ 15mm
のシナベニヤを用いた。そして子供の手でも扱い
やすいように、歯の大きさを示すモジュールは
10mm に設定した。歯車全体の大きさが違う場合
でも、モジュールのサイズが同じであるため、歯
の大きさ・形状は等しく、噛み合わせはスムーズ
である。歯車全体の大きさは、中心から歯先まで
を半径とする円の直径で表される。また、歯車が
噛み合う際には、歯先円からモジュール値の分だ
け内側にあるピッチ円上で接するが、ピッチ円の
大きさもその直径で表す。本研究で製作する平歯
車の詳細を表４に示す。

　平歯車を用いた学習では、歯車の位置や順番を
替え、接合と回転を繰り返しその動きを確認する
のが主な活動となる。そのため、組み合わせが簡
単にできるよう、図２のようにそれぞれの平歯車
に台座を製作し取り付けた。

　台座同士の接合により自然に歯車のピッチ円が
接するよう、正方形を基準にした台座の一辺は、
ピッチ円の直径に合わせた。そして台座を接合し
やすいように、図３のような凹凸を付け磁石を埋
め込んだ。回転する歯車に指が巻き込まれるよう
なときは、台座が離れけがをすることはない。さ
らに、歯車を回しやすいように取り付けた取っ手
にも磁石を埋め込み、各歯車と簡単に着脱できる
ようにした。

　完成した６歯の歯車を５組、12 歯は４組、18
歯を２組、24 歯を１組の計 12 組の平歯車を図４
のように組み合わせてみた。動かしてみると、そ
れぞれの平歯車がかみ合い、スムーズに回転する
ことができた。

表４　製作する平歯車

図２　歯車接合の様子

図３　製作する台座



149児童・園児のためのプログラミング教育の教材研究

５　子供たちの反応
　10 月に開催した本学の学園祭に訪れた子供た
ちに、歯車で遊んでもらいその様子を観察した。
５歳と７歳の女児姉妹は、取っ手や歯車の接合と
分離を繰り返しながら、大小ある台座をいろいろ
と組み合わせ、歯車が回転する動きを見ていた。
勢いよく回転する様子を見て「お花みたい」とか、

「（大きい歯車に比べ）小さい歯車（の回転速度）
が速い」と感想を述べていた。４歳男児は、台座
から平歯車を分離させ、一つの台座に二つの歯車
を重ねてみたり、連結する一方の平歯車を台座ご
と 90 度傾け、垂直方向に接合しようとしていた。

６　改良点
　子供たちが歯車で遊んだ際、垂直方向に連結を
試みようとする様子を見て、図６のようなパーツ
を新たに製作した。パーツの凹凸部分と台座の凹
凸部分は同じサイズにし、歯車の大小に関係なく、
どの台座にも接合できるようした。このパーツを
二つの台座の間に挟み接続することで垂直方向に
も連結でき、図７に示すように、立体的な組み合
わせが可能となった。

７　今後の課題
　これまでに製作した４種 12 個の歯車を一直線上
に並べようとしたとき、その組み合わせは 83,160
通りにのぼる。それをそれぞれの台座にある４か
所の凹凸部分を利用して、平面的に広げながら連
結させた場合、その組み合わせのバリエーション
はさらに増え、自由な発想による学習活動が活発
に行われることが期待できる。今後は、図７に示

図４　製作した平歯車の組み合わせ例

図５　歯車で遊ぶ子供たちの様子

図６　垂直に連結するためのパーツ

図７　連結パーツで垂直に接続した様子
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す接合方法とは違った連結を工夫したり、一つの
軸に歯数の異なる２種類の平歯車がついた二段歯
車を製作したり、回転運動を往復運動に変換する
クランク機構や間欠回転運動に変換するジェネバ
機構などのメカニズムを取り入れるなど、動きの
バリエーションを増やしたいと考えている。
　また本教材の活用は、プログラミング学習を中
心とするが、その周辺の算数や理科の教科におけ
る具体的活用方法も探っていきたい。他に、歯車
遊びをシミュレーションできるアプリケーション
ソフトウエアをオブジェクト指向の設計手法で開
発する予定である。幼児の歯車遊びを補完するた
めに活用できるほか、児童のプログラミング学習
を、段階を踏んで進めていくことが可能になると
考えている。木製の歯車を利用して、プログラミ
ング的思考力を養う活動をした幼児や児童が、数
年後、自在にコンピュータを操作できるように
なったとき、今度は以前の活動に関連付けてコン
ピュータを操作し、振り返りながら「論理的思考
力」の育成が図れるツールとなるよう開発を計画
している。

Ⅲ　最後に
　森林伐採を起因とする山林での土砂災害や海で
の磯焼けなど、環境破壊が全国的な問題になった。
そのため、子供たちに対し木材や森林を身近なも
のに捉えさせようと、木に触れさせたり、森林保
全の活動を体験させたりする試みが多く見られ
た。2004 年にはじまった、北海道の木育推進プ
ロジェクトチームによる「木育」もその一つで、「食
育」や「服育」などと並び子供たちにその大切さ
を伝える教育活動である。木育では、木を使いな
がら、遊んだり考えたりする経験を通して「思い
やり」や「優しさ」など、人間としての豊かな心
や感性を育むことを目指している。そして、自然
災害や環境問題にまで興味が広がるようにその内

容が工夫されている。木材ならではの感触や匂い、
木目の模様や色、擦れたりぶつかったりする際に
発する音などは、無機質なプラスチックや金属な
どとは違った興味を引き、子供たちの五感を刺激
する。華美ではないシンプル素材の木材に触れて
体験することは、情操教育の観点からもその意義
は大きいのではないだろうか。
　本研究が子供たちの「プログラミング的思考力」
とともに、豊かな心や感性をも育む一助となるこ
とを願う。
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＊東北女子大学

Ⅰ．はじめに
管理栄養士の業務として献立作成は、給食経営

管理、食育、栄養管理のベースとなるものであ
る。東北女子大学健康栄養学科（以下、本学）で
は、１年次から献立作成の指導を行っている。例
年、献立作成の指導は１年の期間を要することか
ら、より早い時期からの意識づけが必要である。

本学では、平成 29 年入学生から、入学前教育
として献立作成を課している。専門教育への導入
を目的とし、大学での学修に関心を深めている。
山岡１）の入学前教育に対する高校現場の意識調
査によると、入学前教育で重点を置くべき内容と
して、「大学の学修の準備」が「高校の学習の復
習と基礎学力強化」を上回った。理由として、「モ
チベーション」と「学びの姿勢の涵養」の２面が
あげられている。大学での積極的な学修を体験す
る機会を与えるような入学前教育は入学予定者の
モチベーションを維持することができ、入学後の
学修の充実を図る上で重要である。

料理づくりは栄養素の組合せを理解し、生活リ
ズムを整える機会でもある。本学では、時間栄養
学をベースにした生活習慣病予防に効果的な食べ
方として「Active cook」を提案している（図１）。

管理栄養士養成課程における献立作成を用いた入学前教育

花田　玲子＊・江良　真衣＊・妹尾　良子＊

Program of preparatory education by menu designing 
for students of registered dietitian course

Reiko HANADA＊・Mai ERA＊・ Yoshiko SENOH＊

Key words :	献立作成　　　　　menu designing
	 アクティブクック　Active cook　
	 入学前教育　　　　preparatory education
	 管理栄養士　　　　registered dietitian
	 給食経営管理　　　feeding service management theory

Active cookの要素を意識することで、献立作成
が食育の媒体として活用できる。

そこで、入学前にActive cookを取り入れた献
立作成を体験させ、栄養の専門家としての意識づ
けや献立指導の課題について検討した。

図１　Active cook ６つの要素
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Ⅱ．方法
１．対象

2019 年度推薦入試に合格した本学への入学予
定者 20 名を対象とした。
２．実施時期

献立作成の課題は入学手続き完了後に、対象者
に郵送し、2019 年４月の入学時に回収した。
３．課題内容
１）１日分の献立作成

健康な女性１日分の献立作成を課題とした。
献立の対象は 18 ～ 29 歳女性（身体活動レベル
ふつう）とし、献立作成の基準は日本人の食事
摂取基準 2015 年版２）により、表１の通りとし
た。また、使用する食品の種類と重量の目安と
して、表２の通り食品構成表を示した。また、
作成時のポイントについて、以下の通り説明を
加えた。

　①１食のバランス
栄養バランスの良い食事には、主食、主菜、

副菜、副々菜（汁）の４つが整っていることが
大切である。

　②料理の数（器の数）
朝食は主食１品と副食２～３品、昼食と夕食

は主食１品と主菜１品、副菜２～３品とする。
丼物の場合は主食と主菜を１品と数えて、副菜
２品を組み合わせる。また、果物は副菜の数が
少ない時にプラスする。

　③料理のバランス
主菜と副菜が同じ調理法になるなど、味付け

が偏らないように注意する。
　④食材のバランス

３食の主菜は肉類、魚介類が重ならないよう
にする。

　⑤食塩の使いすぎに注意
食塩量は１日 7gとし、１食では 2 ～ 3gとす

る。
２）写真記録

１日分の料理の写真を添付させた。

３）献立の自己評価
献立について、おいしさ、彩り、簡単さ、継

続可能かを自己評価させた。
４）アンケート

献立作成をしてみて困ったこと、今後教えて
ほしいことについてアンケート調査を行った。
アンケート用紙は課題回収時に合わせて回収し
た。回収率は 100％（配布数 20、回収数 20）
であった。

５）フィードバック
献立の栄養価、自己評価、アンケート結果に

ついて、１年次の合宿研修会（2019 年６月７
日）でフィードバックした。

表 1　献立作成の基準

表 2　食品構成表

　　18 ～ 29 歳女性
身体活動レベル　ふつう 基準値

　エネルギー必要量（kcal） 1,950
　タンパク質（g） 80
　カルシウム（mg） 650
　食塩相当量（g） 7

食品群 純使用量g 目　　安

ごはん 540 小茶碗1.5杯（180g）×３回、
小茶碗1.5杯＝食パン８枚切２枚＝うどん1.5玉＝スパゲティ70g

魚介類 80 中１切れ、アジ中１尾、サンマ小１尾、ブラックタイガー中１尾25g、刺身１切れ10g

肉類 60

卵類 50 １個

乳類 200 牛乳１本

豆類 100 木綿豆腐1/4丁、納豆１パック、厚揚げ１枚

いも類 60 じゃが芋1/2個

緑黄色野菜類 120 小松菜１束300g、にんじん１本100g、ブロッコリー１個300g、かぼちゃ１個１㎏

その他の野菜類 230 きゅうり１本100g、大根１本１㎏、玉ねぎ１個200g、キャベツ葉１枚50g、なす１本70g

果実類 200 りんご１個300g、バナナ１本100g、キウイフルーツ１個100g、みかん中１個100g

海藻類 5 きゅうりの酢の物に入れるわかめ１g

砂糖類 10 大さじ１杯

油脂類 10 小さじ２杯強

種実類 3 小さじ１杯

食塩 7 小さじ１杯強　食塩1g＝しょうゆ6g：小さじ１杯 ＝味噌8g：大さじ1/2杯
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Ⅲ．結果
１）献立の栄養価

回収した献立の栄養価を表３、図２に示した。
エネルギーの平均±標準偏差は 2,064 ± 336kcal
と適正であり、± 10%を適正とすると、適正９名

（45％）、過剰８名（40％）、不足３名（15％）であっ
た。タンパク質は平均 88.9 ± 19.4gと概ね適正で
あり、50 〜 97gを適正とすると、適正15 名（75％）、
過剰５名（25％）であった。カルシウムは平均
628 ± 216㎎と不足であり、650㎎以上を適正とす
ると、適正６名（30％）、不足14名（70％）であっ
た。食塩相当量は平均 13.1 ± 4.9gと過剰であり、
7g未満を適正とすると、適正２名（10％）、過剰
18 名（90％）であった。

表 3　献立の栄養価

平均値±標準偏差 適正 過剰 不足

エネルギー必要量（kcal） 2,064 ± 336 9 名 8 名 3 名
タンパク質（g） 88.9 ± 19.4 15 名 5 名 0 名
カルシウム（mg） 628 ± 216 6 名 0 名 14 名
食塩相当量（g） 13.1 ± 4.9 2 名 18 名 0 名

n=20

図 2　栄養価の充足率

２）使用食材と調理法
１日分の野菜使用量を表４に示した。緑黄色野

菜の平均±標準偏差は 200 ± 84gで、目標量 120g
の充足率は 167％であり、最大 360g、最小 10gで
あった。その他の野菜は平均 234 ± 102gで、目
標量 230gの充足率は 102％であり、最大 403g、

最小 32gであった。野菜の合計量は平均 434 ±
154gで、目標量 350gの充足率は 124％であり、最
大 718g、最小 42gであった。野菜使用量はばら
つきが大きかった。

野菜の使用回数をABC分析した。累積構成比
率が 80％までの野菜を使用回数の多い野菜と
し、図３に示した。緑黄色野菜では、にんじん、
ほうれんそう、トマト、ブロッコリー、ミニトマ
ト、青ピーマンの順に多く使用された。特に、に
んじんは最も多く使用され、１日に２回以上使用
した者が 10 名（50％）であった。その他の野菜
では、たまねぎ、根深ねぎ、キャベツ、きゅう
り、大根、しょうが、レタス、にんにく、りょく
とうもやしの順に多く使用された。

調理法の種類を表５に示した。朝食の主食は、
ご飯 11 名（55％）とパン９名（45％）が同程度
であった。昼食は麺が 12 名（60％）と多かった。
夕食はご飯が 16 名（80％）で最も多かった。主菜
の調理法は焼き物が多く、朝食で 15 名（75％）、
夕食で 13 名（65％）であった。昼食では主食と主
菜が一つになった変わりご飯・麺が 13 名（65％）
と多かった。副菜は、３食とも和え物・サラダが
多く、朝食で 10 名（50％）、昼食で９名（45％）、
夕食で 11 名（55％）であった。和え物に使用し
た野菜はほうれん草が多く、７名（35％）であっ
た。汁物は朝食 16 名（80％）、昼食８名（40％）、
夕食 18 名（90％）で多く、３食全てに汁物をつ
けた者は４名（20％）であった。汁物の具材はわ
かめが 11 名（55％）と目立った。果物は、朝食
と昼食につけた者が多く、果物を全くつけなかっ
た者は７名（35％）であった。乳製品は朝食に多
く、３食全てに乳製品がない者は４名（20％）で
あった。

献立の目標量 緑黄色野菜
120g

その他の野菜
230g

野菜合計
350g

平均値±標準偏差（g） 200 ± 84 234 ± 102 434 ± 154
最大値（g） 360 403 718
最小値（g） 10 32 42

n=20

表 4　１日の野菜使用量

n=20
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３）献立の自己評価
献立の自己評価を図４に示した。おいしさにつ

いては、良い 15 名（75％）、普通５名（25％）で
あり、悪いと評価した者はいなかった。簡単さに
ついては、良い７名（35％）、普通 13 名（65％）
であり、難しいと思う料理を献立に取り入れた者
はいなかった。彩りについては、良い８名（40％）、

普通 10 名（50％）、悪い２名（10％）で、ほとんど
が彩りに問題を感じていなかった。継続可能かに
ついては、良い２名（10％）、普通 17 名（85％）、
悪い１名（５％）であった。他の項目に比べて良
いとの回答が少なかった。また、献立作成後に気
づいたこと（自由記述）では、彩りやバランスに
ついての記述が最も多かった。次いで、食塩量、
野菜の量などの分量についての記述があげられた

（図５）。

図 3　使用回数の多い野菜

調理法 朝食 昼食 夕食
主食 ご飯 11 4 16

パン 9 1 -
変わりご飯 - 3 3
麺 - 12 1

主菜 煮物 2 1 2
焼き物 15 4 13
炒め物 - 1 -
揚物 - - 1
変わりご飯・麺＊１ 1 15 4
なし 2 - -

副菜 煮物・炒め煮 2 4 4
焼き物 2 3 -
炒め物 2 1 2
揚物 - - 1
蒸し物 - 1 1
和え物・サラダ 10 9 11
なし 4 3 1

副々菜・汁 煮物 - - 1
炒め物 - 1 -
和え物・サラダ 5 5 4
汁物 16 8 18
漬物 - 1 -
なし 4 6 2

果物・乳製品＊２ 果物 7.5 8 4
乳製品 7.5 3 1

＊１　変わりご飯、麺は主食と主菜の両方に含めた。� ｎ＝ 20
＊２　フルーツヨーグルトは果物と乳製品を各 0.5 として数えた。

表 5　調理法の種類

４）アンケート結果
アンケート結果を図６～ 11 に示した。朝食の

摂取頻度では、毎日食べている 18 名（90％）に
対し、週に３～４回が２名（10％）と欠食のある
者もみられた（図６）。

自分で調理する頻度は、毎日が２名（10％）、
週に３～４回が２名（10％）、週に１～２回が９
名（45％）であり、全く調理していない者が７名

（35％）であった（図７）。

図 4　献立の自己評価
n=20

図 5　献立作成後に気づいたこと（自由記述）
n=20
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図 6　朝食の摂取頻度
n=20

図 7　自分で調理する頻度
n=20

図 8　自分で作ることのできる料理数
n=20

図9　毎日の食事で気をつけていること（複数回答可）
n=20

図 10　難しいと感じたこと（複数回答可）
n=20

図 11　今後教えてほしいこと（複数回答可）
n=20
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自分で作ることのできる料理数は、１品が１名
（５％）、２～５品が 10 名（50％）、６品以上が９
名（45％）で、半数以上が作ることのできる料理
数が５品以下であった（図８）。

毎日の食事で気をつけていることは、朝食を食
べ る が 17 名（85 ％）、 野 菜 を 食 べ る が 14 名

（70％）、３食食べるが 13 名（65％）であった。
次いで、偏食をしない９名（45％）、決まった時
間に食べる６名（30％）、インスタント食品を食
べない２名（10％）であった（図９）。

献立作成時に難しいと感じたこと、困ったこと
に つ い て は、 栄 養 素 と 食 品 の 結 び つ き 12 名

（60％）、料理の組み合わせ 11 名（55％）、調味料
の分量11名（55％）、魚料理の方法10名（50％）、 
健康な食事 10 名（50％）であった（図 10）。少
数意見として、塩分を規定量にすることや料理本
を参考にしないと作れないことなどがあげられた。

今後教えて欲しいことは、18 名（90％）が料
理の組み合わせと回答した。次いで、食材の栄養
素 12 名（60％）、健康な料理 10 名（55％）、料理
の味付け９名（45％）であった。その他では、油
の適量や揚げ物の吸油量などがあげられた（図 11）。

Ⅳ．考察
○栄養素の組合せ

回収した献立の栄養価は、エネルギー、タンパ
ク質は適正であったが、食塩相当量は９割が過剰
であった。主食や主菜の食材重量は食品構成表を
参考にすると１食分を適正にしやすく、エネル
ギーやタンパク質が整いやすかったと考える。一
方、献立の調理法をみると、３食全てに汁物をつ
けた者や麺類をつけた者が多かった。食塩量の多
くなりやすい汁物や麺類の回数が増えると、食塩
摂取量が多くなりやすい。食塩量の多い料理を組
み合わせたことにより、食塩相当量が過剰になっ
たと考えられる。また、平成 28 年青森県県民健
康・栄養調査３）によると、対象者の年齢区分で
ある 15 ～ 19 歳の食塩摂取量は、男性 10.2g、女
性 9.6gであった。いずれも目標量の男性 8.0g未
満、女性 7.0g未満を２g以上超えており、食塩摂

取量の多い食習慣がうかがえる。今回の対象者の
うち、17 名（85％）が青森県出身者であった。
食塩量の多い料理を好む食習慣が献立に反映さ
れ、食塩相当量の過剰につながったと考えられる。

野菜使用量は緑黄色野菜、その他の野菜ともに
目標量を満たしたが、使用量のばらつきが大き
かった。目標量の２倍使用した者がいた一方で、
目標量の 10 分の１しか使用しなかった者もい
た。また、その他の野菜の平均使用量が目標量と
同程度であったのに対し、緑黄色野菜は 1.7 倍と
偏りがみられた。これは食品構成表で示した目標
量に合わせて、「野菜を取り入れなければ」とい
う課題への意気込みがあったと推察される。一
方、野菜の使用回数では、野菜の種類が限定して
いた。献立に使用する野菜の種類を増やすために
は、幅広い野菜を用いた料理を実習に取り入れる
などの工夫が必要である。
○簡単

食事作りを継続する要素として、簡単さは必要
である。簡単さについて悪いと評価した者がいな
かったことは、自分で簡単に調理できる料理を献
立に取り入れたことを示唆している。これは、
Active cookの要素である「簡単」を意識したと
考えられる。
○楽しみ

食事を楽しむためには、彩りは重要である。彩
りの良い食事はおいしそうに見え、食べる意欲に
もつながる。ほとんどが彩りに問題を感じていな
かった。献立を実際に調理、写真記録したことに
より、できあがりの彩りを意識することにつな
がったと考えられる。今回、検討したのは、彩り
だけであったが、他にも食事の楽しみについて検
討が必要である。
○継続

難しいと思う料理を献立に取り入れなかったに
も関わらず、継続可能かについて、良いと評価し
た者は少なかった。簡単な献立を継続して作成す
ることは困難と感じていた。理由として、知って
いる料理数が少ないことがあげられる。さらに、
自分で調理する頻度が少ないため、実際に継続し
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て食事を作ることが難しいと感じたと考えられる。
献立作成時に難しいと感じたことや困ったこと

について、６割が栄養素と食品の結びつきと回答
した。食品成分表のみでは、食品の栄養素の特長
をとらえるのは難しい。そこで、一目でわかる栄
養素別の食品一覧表を示すことが有効であると考
えられる。また、５割が調味料の分量不明と回答
した。料理本やレシピサイトでは、おいしさが重
視されやすく、食塩量が多い味付けの料理が掲載
されていることも少なくない。献立マニュアル
に、望ましい味付けの参考となる料理マスターを
組み込むことが有効であると思われる。

さらに、料理の組み合わせ、健康な食事を難し
いと回答した者も５割であった。難しいと感じた
かに関わらず、料理の組み合わせは、全体の９割
が今後教えてほしいと回答した。１日分の献立作
成では難しいと感じなかった者も、継続した献立
を作成するためには、料理の組み合わせの知識が
必要と感じたと考えられる。実習等で健康な食事
となる料理の組み合わせモデルを多く示すことが
有効であると思われる。今回の入学前の献立作成
の体験は、様々な問題点に気づき、食事による健
康づくりの意識を深めたと考える。

Ⅴ．まとめ
入学前教育の課題として、Active cookを取り

入れた献立作成を体験することによる、栄養の専
門家としての意識づけや献立指導時の課題につい
て検討した。献立のエネルギーとタンパク質を適
正にすることはできたが、食塩量の多くなりやす
い汁物や麺類が目立ち、食塩相当量が過剰であっ
た。今後の取り組みとして、栄養素別の食品一覧
表や料理マスター、料理の組み合わせモデルを示
すことが有効であると考えられる。また、食事づ
くりを継続するためには、料理の組み合わせの知
識と調理習慣が関係することが示唆された。献立
作成を用いた入学前教育は、大学での積極的な学
修の準備となり、入学後の管理栄養士課程におけ
る学修の充実につながると考える。
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　エーリヒ・ケストナー（注１）は児童文学の世界
を代表する作家のひとりである。個々の作品につ
いては後述するが、それらのよく知られた作品の
背後には、彼の生きた時代と彼の生きた国家が
あった。それがどのような時代でどのような社会
であったのかに触れながら、彼の作品を考えてみ
たい。児童文学のみならず、詩をはじめとしたケ
ストナー文学全体を支える芯は何なのか。そのこ
とを考えることは、世界にふたたび軍備増強の流
れが強まり、表現の自由を認めない国家が強大に
なってきている今日、私たちにたしかな示唆を与
えてくれるであろう。

１．焚書事件（注２）

　1933 年５月 10 日、ナチス（注３）の突撃隊、学生、
警察がドイツ各地の図書館に入り、彼らが考える

「反国家的」な図書を持ち出し、広場に積み上げ
て燃やした。首都ベルリンでは五千人の若者たち
がナチス突撃隊の制服を着て、焚書のための広場
に集まり、ベルリンだけで二万五千冊の図書が燃
やされた。フリードリヒ・ヴイルヘルム大学（現
在のフンボルト大学）と国立歌劇場の間の広場が

藤　　田　　晴　　央＊

Erich Kästner
～ Rebellious spirit with lyrical core

Haruo FUJITA＊

Key words :	焚書　　　　　　　　book burning
	 親子愛　　　　　　　Parent-child love
	 貧しい階層への共感　Sympathy with the poor
	 禁止への抵抗　　　　Resistance to ban
	 叙情的精神　　　　　lyricism

エーリヒ・ケストナー
～叙情を核心に抱いた反骨精神

その場所で、四万人の群衆が集まりその様子を見
守った。ナチス宣伝相のゲッベルスは「ここに非
ドイツ精神は葬り去られる」と演説、一人一人、
作家、詩人、思想家の名前を読み上げていった。
その中にエーリヒ・ケストナーの名前もあった。
この時、ケストナーも群衆に混じってそこにいた。
彼は焚書事件について次のように書いている。

「わたしの本は、ベルリンの国立オペラ劇場わ
きの大広場で、ゲッベルス氏とかいう人によっ
て、陰惨に大げさにはなばなしく焼かれた。象
徴的に永久に葬り去られるべき二十四人の著作
家の名を、彼は勝ち誇るように読み上げた。
二十四人の中でわたしは、この芝居じみた厚顔
無恥の所業に立ち会うべく親しく現場に現れた
ただひとりであった。」
（ケストナー『自著検討』より、高橋健二訳）

　めらめらと燃え上がる炎に照らされたため
か、群衆の中から「あすこにケストナーがいる
わ！」という声があがり、ケストナーは人ごみ
をかきわけてその場を脱出した。
　（クラウス・コードン『ケストナー　ナチス
に抵抗した作家』より）
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　当の作家にとっては不快でもあり危険でもある
焚書の現場にわざわざ立ち会っていることは、特
異な行動と言っていいだろう。
　この日のケストナーの振る舞いは、多くの作家
たちが、ドイツから脱出していったのにケスト
ナーがこの焚書からますます燃え盛るナチスの炎
の中、十二年の長きに渡りドイツ国内にとどまり
続けたことと照応しているのではないだろうか。
ある一日の出来事だが、それがケストナーという
作家の在り方を象徴しているような気がする。
　単に焚書の対象になったといっても、現在では
そのことの真の恐ろしさが伝わらないかもしれな
い。「焚書」の持つ恐怖を具体的に記した書物が
ある。
　ユルゲン・ゼルケの『焚

や

かれた詩人たち』は、
ナチスが焚書・粛清した文学者たちの肖像を描い
た労作である。焚書の対象になった文学者への弾
圧は、その著書を炎に投げ入れるだけでなく、文
学者自身を逮捕し、時には拷問し収容所へ送る苛
酷なものであったことを、一人一人の文学者の追
跡取材を通して伝えている。亡命した人も、自殺
した人も少なくない。そのようにナチスのもとで
粛清された文学者は数百人に及び、十二年間の空
白をへて、そのまま忘れられてしまった人も少な
くないことがわかる。
　たとえば、反戦劇『変容』の作家エルンスト・
トラー（注４）は、社会主義の活動家でもあったた
めに逮捕され刑務所に入れられている。彼は社会
民主党にもドイツ共産党にも入党せず、「革命的
平和主義者」として、ヒトラーに警告を発し、独
裁を阻止しようと全左翼の連帯を求めた。この呼
びかけには、物理学者アイシュタイン、作家ハイ
ンリヒ・マン、そしてケストナーも参加している。
　トラーは、国会炎上事件（1933 年２月 27 日）
の夜、突撃隊に自宅を襲われたが難を逃れ、スイ
スに亡命し、ヨーロッパ各地やアメリカで亡命者
の救助活動をした。しかし、1939 年にニューヨー
クで自殺している。亡命すなわち安寧ではなかっ
たことは、1939 年、ブラジルで果てたシュテファ
ン・ツヴァイクほかの自殺が物語っている。

２．詩人ケストナー

　ケストナーは 1933 年にドイツでの出版禁止、
1942 年にドイツおよび外国での執筆禁止処分を
受けている。それは 1945 年のナチス政権の崩壊
まで続く。
　そもそもケストナーはどのような執筆活動で焚
書の対象となったのであろうか。1928 年に出版
された『エーミールと探偵たち』が対象とされた
わけではなかった。それ以前からケストナーは、
多くの詩を新聞に発表していた。第一詩集『腰の
上の心臓』は 1928 年、『エーミール』に先立つも
の。続いて 1929 年、詩集『鏡の中の大騒ぎ』、
1930 年、詩集『ある男が通知する』、1932 年、詩
集『椅子の間で歌う』と刊行していて、これらが
ことごとく多くの読者を獲得している。
　詩においてケストナーはみずからの貧しかった
生い立ちに立脚し、社会、そして人間の滑稽さを
皮肉った。社会の片隅に生きる人たちに注意を向
ける事、そして、社会の危険な流れにシニカルな
警鐘を鳴らすこと、それが彼の詩であった。
　これらの詩集から自選詩集的に編んだのが『ド
クター・エーリヒ・ケストナーの叙情的家庭薬局』
である。これは、日本では『人生処方詩集』とい
うタイトルで知られている。
　原題は “Doktor Erich Kästner Lyrische Hausapoke: 
Gedichte für den Hausbedarf der Leser”。つま
り、Lyrische Hausapoke「叙情的家庭薬局」（の）

「読者の家庭の必需品の詩」であって「叙情詩」
ではない。しかし、日本のケストナー紹介の第一
人者・高橋健二は「ケストナー博士の叙情詩家庭
薬局」としている。またドイツにおける評伝の類
でも彼の詩を「叙情詩」とした文脈をみる（注５）。
一方、ケストナー愛好者の一人、池内紀は「叙情
ではなく叙事的な詩といえる。日本の詩の伝統や
作風にはあまり見られないもの」（池内紀『自由
人は楽しい』より）と語っている。
　叙情か叙事か。ケストナーの詩がどんなもので
あるかをみてみよう。
　詩集『叙情的家庭薬局』の冒頭に置かれた詩で
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ある。長い詩なので、ここでは全七節のうち一節
目、四節目、五節目、最終節を掲げる。
　　　

　　Das Eisenbahngleichnis

Wir sitzen alle im gleichen Zug
und reisen quer durch die Zeit.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir fahren alle im gleichen Zug.
Und keiner weiß, wie weit.
　　（略）
Auch er weiß nicht, wohin er will.
Er schweigt und geht hinaus.
Da heult die Zugsirene schrill!
Der Zug fährt langsam und hält still.
Die Toten steigen aus.

Ein Kind steigen aus. Die Mutter schreit.
Die Toten stehen stumm
am Bahnsteig der Vergangenheit.
Der Zug fährt weiter, er jagt durch die Zeit.
Und niemand weiß, warum.
　　（略）
Wir reisen alle im gleichen Zug
zur Gegenwart in spe.
Wir sehen hinaus. Wir sahen genug.
Wir sitzen alle im gleichen Zug.
Und viele im falschen Coupé.

　以下に拙訳を記す。

　　　鉄道列車

　私たちはみんな同じ列車に乗り
　この時代を貫いて旅をしている
　見あきた車窓を眺めながら
　私たちはみんな同じ列車で向かっている
　どれほど遠くまでゆくのか誰も知らない
　　　（略）
　車掌も知らない　どこへ行くのかを

　彼は口をつぐみ車室を出てゆく
　汽笛が鋭く泣き叫び
　列車がゆっくり静かに止まり
　死者たちが下車してゆく

　ひとりの子どもが下車し母親が悲鳴をあげる
　死者は無言で立っている
　過去のプラットフォームに
　列車はまた動き出し　時代の中を走る
　誰も知らない　なぜ走るのかを
　　　（略）
　私たちはみんな同じ列車に乗っている
　今のままの未来へ
　見あきた車窓を眺めながら　
　私たちははみんな同じ列車に座っている
　多くの人は誤った車室に

　音韻を表しづらい日本語では伝え難いが、前掲
の原文では、第一節の一行目 Wir、三行目・四行
目の Wir が、もうひとつ二行目 und と五行目 und
が頭韻を踏んでいて、一行目末尾 Zug、三行目末
尾 genug・四行目末尾 Zug が脚韻を踏んでいる。
この詩は七つの詩節から構成されているが、ひと
つひとつの詩節が、ABÁ A" B́ の形をとっている。
二行目と五行目の行頭が Die と Und、zur と Und
になっている場合もあるが、全体としては頭韻、
脚韻を整えている。このような交叉韻 = クロイツ
ライム（Kreuzreim）は、ケストナーの理解者で
もあったヘルマン・ヘッセを始め多くの詩人たち
が愛用した詩形だ。
　その韻律を日本語で味わうことは難しいが、ケ
ストナーの伝えたいことは、暗喩（die Metapher）
や直喩（das Gleichnis）の形を通して深いイメー
ジを伴って伝わってくる。
　最終節の二行目“Zur Gegenwart in spe.”のspe
は一般的な『独和辞典』には載っていない。ラテ
ン語から来た言葉で希望や期待を意味するが、「名
詞（N）＋ in spe」の場合、「将来 N になるかもしれ
ない」という意味になるので、ここは、「将来、
Gegenwart（現状）になるだろう」ということだ
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から、先達の「現在のところは、希望をもって。」
（高橋健二訳）「現在は、希望をもって」（小松太
郎訳）ではなく「今のままの未来へ」とした。高
橋、小松訳では詩の流れから浮き上がってしまう
し、この方がペシミスティックな詩脈に合ってい
るのではないだろうか（注６）。
　『ドクター・エーリヒ・ケストナーの叙情的家
庭薬局』は 1936 年の出版である。すでに 1934 年
にはヒトラーは全権を掌握して次々と独裁政治を
発動していた。しかし、この詩集の大半は 1933
年以前に書かれたものである（注 7）。そのような時
代（die Zeit）を背景にしてこの詩を読むと、ケ
ストナーの予見性と危機感がひしひしと伝わって
くる。1938 年にはユダヤ人の強制収容所への強
制収容が始まり、それは大量殺人につながってい
た。まさしく「死者たちが下車してゆく」のである。
　この詩では、そうした出来事への予見性と同時
に、時代への認識が重要だ。「私たちははみんな
同じ列車に座っている／多くの人は誤った車室に」。
この比喩こそ詩人の眼差しでり、言葉の力だ。そ
して、この詩には、鉄道列車という移動するもの
から張りつめたリリシズムが発せられている。

３．核心部にあった叙情

　ケストナーに『小さな男の子の旅』という短編
があるる。新聞に辛辣な風刺のきいた詩を書いて
いたころ、まだ『エーミールと探偵たち』が本に
なっていないころに書いたものである。
　主人公は「男の子」。入院中の母が入院してい
る病院に手術の費用 250 マルクを届けるために、
一人で駅に。男の子は、花屋で見舞いの花を買う。
駅長が男の子を市電に乗せ、車掌に行先を教えて
あげる。ここで駅長が男の子に「お金をしっかり
みはってるんだぞ」と声をかける。あの『エーミー
ルと探偵たち』と似ている。けれど、この後の展
開は違っている。電車の中で男の子は乗客が見て
いる中で紙幣を数える。花代と電車代を払ったの
で残りは 245 マルク。やがて目的の停車場に着い
て、車掌に教えられて下車。男の子は病院で看護

婦にお金を差し出し病室へ。お母さんは黒ずんだ
顔をして苦しそうな息をして眠っている。男の子
は部屋を出て看護婦に「お母さんに言っておい
て、僕が泣かなかったって」と言って待合室に入
る。すぐに看護婦は待合室の中から男の子の泣き
声を聴く。看護婦の目にも涙。院長が通りかかり、
男の子を「もう少しここにいさせてあげよう。母
親はおそろしく心臓が弱っている。ひょっとした
ら……」と言って口をつぐむ。（榊直子訳を要約）
　物語はそこで終わる。余韻の残る短編だ。冒頭
の駅長とのやりとり、電車の中での無邪気な振る
舞い、病院に着いてからのけなげな言動と、最後
の待合室のドアの中から聴こえるすすり泣きの対
比が胸をしめつける。ここには、アクの強い泥棒
グルントアイス氏は出てこない。泥棒を追いかけ
る大勢の子どもたちも出てこない。静かな、小さ
な物語である。そこに「叙情」がある。
　この “Ein kleiner Junge unterwegs“（直訳では

「途上にある小さな少年」）が発表されたのは1927
年。
　翌年の 1928 年、ケストナーは児童書の出版社
ウィリアムス社の社主エーディト・ヤーコブゾー
ンから子ども向けの本を書くことをすすめられ

『エーミールと探偵たち』を書いている。このと
きケストナーはエーディット・ヤコブソンに「な
んだってまた私にそんなもんが書けるだなんて考
えたですか」（初見基訳、『大きなケストナーの本』
より）と答え、これが児童文学を書いた初めてで
あるかのような印象を与えることを記している。
しかし、このときヤーコブゾーンが「あなたの掌
編小説にはよくこどもが出てくるじゃないです
か」と言っている。つまりケストナーは『エーミー
ルと探偵たち』以前に『小さな男の子の旅』のよ
うな短編を書いていたのである。
　
４．ナチス台頭期～『ファビアン』

　ケストーにはもうひとつの側面がある。それが
1931 年に刊行された『ファビアン』の世界だ。
　ケストナーの児童文学作品だけを知っている人
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には「意外な」小説だろう。1931 年の出版という
ことがここでは大きな意味を持っている。私たち
は、ナチス台頭期からナチスが完全に権力を握っ
た時代に目を奪われがちだが、その直前の数年間
こそ、ドイツ現代史にとって重要な時期である。
　1918 年、ドイツ革命が起り帝政は廃止され、
第一次世界大戦が終結し議会制民主主義のヴァイ
マール共和体制のもと新国家が樹立される。同時
にドイツは莫大な借金を背負った敗戦国となる。
異常なインフレなど経済が混乱する中、社会福祉
と労働者の権利を獲得しようとする民主主義勢力
と、富裕層の権益拡大とドイツ至上主義を標榜す
る復古主義勢力がつばぜり合いを繰り広げる。一
方、政治・経済が混乱するなか、大衆文化や芸術
が狂い咲く。建築、音楽、舞踊、映画、絵画、彫
刻、文学と多岐に渡ったドイツ表現主義の活発な
展開も 1920 年代のもので、ベルリンはこの「ド
イツの黄金の 20 年代」を象徴する都市であった。

『ファビアン』はそうした時代の空気をよく伝え
ている作品としても貴重なものだ。
　文体としては、表現主義の影響もみられ、どぎ
つい比喩や、乱脈な性的描写が差し込まれながら
人間関係の急激な展開で物語が運ばれてゆく。主
人公ファビアンは、物語の前半では宣伝企画の会
社員であり、怪しげなクラブで知り合った女性に
その住まいまで連れて行かれたりする。友人のラ
ブーデは社会主義に共鳴している。友人ミュン
ツァーのいる新聞社では社会情勢に関する議論が
たたかわされている。小説の途中でファビアンは
解雇されて仕事探しをしている。彼は駆け出し女
優のコルネリアとの危うい関係や親友の自殺など
に悩まされながら、ベルリンの街をスリリングな
体験を重ねて日々を生きている。登場人物たちと
の会話を通して、国家の現状に対しての鋭い批判
と考察も記されている。ファビアン自身はプロレ
タリアの味方だが、プロレタリアートが天下を
握っても「人類の理想は依然として実現されやし
ない」とも考えている。
　街の出来事として当時の政治状況も活写されて
おり、中でも興味深いのは、夜の街でナチス支持

の男がインターナショナル（注８）を支持している
労働者を銃で撃つのだが、実はナチスの男もケガ
をしており、重症を負った二人をファビアンと友
人がタクシーに乗せて病院に運ぶくだりだ。ここ
でファビアンは二人に向かって「ドイツはこれ以
上こんな状態をつづけることはできないという点
では、われわれの意見はみんな一致しているんだ。
維持することのできない状態をいま冷酷な独裁政
治によって、永続させようとすることは、一つの
罪悪だ。忽ち罰を受けるにきまってる。」（小松太
郎訳）と語っている。
　第二次世界大戦後、ナチスが登場する文学作品
では、当然のことながらナチスはすでにあのホロ
コースト（注９）を行った独裁政権として登場する。
児童文学作品としてよく知られている『あのころ
はフリードリヒがいた』（注 10）は、ナチス台頭の
過程を描いていて重要な作品だが、権力掌握後の
悪魔性がほぼ全編を覆っている。それに対して

『ファビアン』のナチスは、あくまでも「一方の
勢力」である。この小説は、執筆が 1930 年９月
からなされ 1931 年７月に完成し 10 月に発売され
たもの。今、戦後、そして現在の視点から読むと、
その頃のドイツ国民の受け止め方はこのようなも
のだったのであろうという妙にリアルな感じを与
える。むろん、作者の立ち位置は独裁政治の否定
にある。その政治理念とは別に、ここには、その
時そこにいたからこそ書ける不思議な「禍々しい
ものの日常性」が活写されている。
　ケストナーはなぜ亡命しなかったのか、という
問いがあるが、その答は、この『ファビアン』か
ら窺ううことができる。彼は「禍々しいものの日
常性」は、そこにいなければ見とどけることがで
きないことを知っていた。そして、1933 年のナ
チスによる焚書の対象になりながらも、それから
12 年間、終戦までドイツ国内にとどまった。執
筆禁止処分を受けたり、二度、ナチスに逮捕され
たりしながらも、亡命せずに踏みとどまった。そ
のことを手放しで称賛することはできない。一定
の妥協があったであろうことが想像されるし、亡
命が可能な身であれば安全なところで執筆するの
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が作家の務めではないかという考え方もある。し
かし、それ以上に、綱渡りの日々を何とかくぐり
抜けた精神の強靭さこそ注目される。
　焚書の対象になったのは『エーミールと探偵た
ち』を書いたからではなかった。数々の風刺的な
詩や『ファビアン』のような見方によっては退廃
的にも見える描写とファシズム批判が暗示された
内容ゆえであり、焚書の対象にされたのもそれま
での四冊の詩集とこの『ファビアン』であった。
　その意味では、ケストナーはもともと “詩人と
して” ナチスからマークされていたのである。ド
イツ国内での出版が禁止されてから、ケストナー
はスイスの出版社から児童文学作品を出版し続け
る。その児童文学作品には、脈々と、小さき者へ
の、弱い者への、貧しい人々へのエールがあり、
権力への批判がある。内心に秘めた叙情的な気骨
＝リリシズムがそれらの児童文学を生んだのであ
り、特殊な情況下にあって、詩人としての可能な
限りの「抵抗」であった。
　主な児童文学作品からその社会意識をみてみよ
う。

５．『エーミールと探偵たち』

　1928 年の刊行。この三年前にヒトラーは国家
社会主義ドイツ労働者党（ナチス）を設立し、こ
の年、ナチスは国会に 12 議席を獲得している。
日本は昭和３年。関東軍によって張作霖爆殺事件
が起こされている。
　エーミールはドイツのとある町の少年。板金工
をしていた父は五歳の時に亡くなり、母が自宅の
リヴィングで美容師をして、エーミールを育てて
いる。
　エーミールはおばあさんにお金を届けるために
ベルリンに向かう汽車に乗る。初めての一人旅。
母がこつこつためた 140 マルクはこの親子にとっ
ては大金である。ベルリンまでは七時間の旅。と
ころが、眠って目ざめるとお金がない。個室の向
かいに座っていたグルントアイスと名乗る山高帽
の男が取ったのに違いない。男は今しもベルリン

の改札を抜けるところ。エーミールは尾行を開始。
おとなに面と向かって泥棒と言っても体よくあし
らわれるだけだろう。ともかく後をつけよう。男
はカフェテラスに入った。見張っているエーミー
ルにグスタフという少年が話しかける。事情を
知ったグスタフは早速仲間の男の子たちを連れて
くる。頭の切れる「教授」やちびのディーンスター
ク──ちなみに Dienst には「尽力」や「助力」と
いう意味がある──ほか 20 人以上もいる。
　少年たちは連絡係など係を決めて、山高帽の男
を追いつめる作戦を立てる。間もなく、エーミー
ルのいとこの女の子ポニーも合流。こうして、手
に汗をにぎるハラハラドキドキの物語が展開さ
れ、最後は百人もの子どもが追いつめて巡査を呼
んで男を逮捕する。このことは新聞でも話題にな
り、エーミールはお金をとり返したうえに、男が
銀行破りの犯人であり捕まえた人には賞金が出る
ことになっていたために、千マルクをもらえるこ
とに。
　
　このケストナーが初めて書いた本格的な少年向
けの物語から私たちは、ヴァイマール共和政（注 11）

の大都市ベルリンの風景と社会の片鱗を味わうこ
とができる。第一次世界大戦の後、敗戦のどん底
から復興しようとする国の首都。わが国でもそう
だが復興とはすなわち豊かさの実現を意味するも
のではない。ともすれば貧富の差の拡大や望まし
くない環境の変化を併せ持つ。ケストナーは、貧
しい片親の家庭をメインに据えて、そこからの視
線で社会を描いている。主人公の母は、アパート
の自宅の居室で美容師を営んでいる。その息子は
美容に使うお湯をわかす薬缶を運ぶ係だ。主人公
に協力する少年たちも、金持ちで気取っているよ
うな子はいない。みんなエーミールのためにひと
肌ぬぐ友情の持ち主だ。
　こうした低所得者階層に足場を置くケストナー
の視線こそが、彼の作品世界を味わい深いものに
している。実際にもケストナーの父はドレスデン
の皮職人で、母は物語と同じくアパートの寝室の
隅に美容コーナーを作って美容師を営んでいた。
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20 世紀初頭、父も母も資本主義の大波におそわ
れながら懸命にケストナーを育て、ケストナーも
それを肌で味わって育った。そのようなケスト
ナーの物語に描かれるのは、中世から鍛えられて
きたところの「市民」だ。
　「市民」はドイツ語では Bürger。領主の居城と
しての Schloß「城（館）」とは異なる、城壁を持っ
た空間であり避難所の意味も持つ Burg（城廓）
を語源とする Bürger には「市民」としての自覚
が籠められている。ヨーロッパ中世の優れた研究
者である阿部謹也はその著書で「都市の自由と
は、このように流入する人々が、かつて人格支配
を受けていた農村の領主から自由となることを意
味していたのみでなく、都市内の様々な生活にお
いて領邦君主の恣意的支配下におかれない、とい
うことも意味していた。」と述べている（注 12）。奴
隷状態から逃れ、人間としての権利を確保する場
所として都市があった。だから都市としての
Burg は、日本の天守閣のような城にではなく、
市民の暮しを守る城壁とその内部空間に重きが
あった。むろん、負の側面も様々にあったが、そ
の城壁内に暮らす人々には、困っている人を助け
たり協力して助け合う「市民」としてのモラリテ
イが育ったのである。この『エーミールと探偵た
ち』の登場人物たちを支えているのもそのような
モラリティであり、エーミールやグスタフや「教
授」やポニーの振る舞いの基本にあるのは良き

「市民」としてのそれだ。そのまったくニュート
ラルに尊ばれるべき品性は、間もなくナチスの抬
頭によって圧迫を受け始めるのだが、この作品は、
その圧迫を受ける前の「ニュートラルな価値」を
光らせている。

６．『点子ちゃんとアントン』

　1931 年の刊行。1919 年に帝政を廃して誕生し
たヴァイマール共和国は「ヴァイマール憲法」と
いう理想を抱きながらも左右両派の確執に揺れつ
づけ崩壊の危機に瀕している。ナチスは 32 年に
は国会での勢力を拡大し、33 年にはヒトラーが

首相となっている。そのような状況の中でケスト
ナーは『ファビアン』を書き続ける一方でこの少
年少女むけの物語も書いていたわけである。

　主人公の点子ちゃんはお金持ちのポッゲ社長の
娘だ。住み込みの養育係アンダハトさんがいる。
二人は犬のピーフケと一緒に散歩に出るのが日課
だ。ところが途中でアンダハトさんはダンスに行
き、点子ちゃんは友達のアントンの処に行く。夕
方に待ち合わせて一緒に帰ることを示し合わせて
いる。アントンはボロアパートに病気がちのお母
さんと暮らしていて家事もこなす少年。アンダハ
トさんがようやくみつけた婚約者ローベルトは柄
が悪い。点子ちゃんの家の見取り図を要求してい
るところが怪しい。それはそれとして、ベルリン
の街中にある橋に夜な夜な「マッチ売りの少女」
が現れる。盲人用のメガネをかけた貧しい身なり
の女とぼろをまとった女の子の二人組。女の子が

「あわれと思召してマッチを買ってください」と
声をはりあげている。向かい側の通りではアント
ンが靴紐やマッチを売っている。小銭を得た一同
は安食堂で一休み。女の子は点子ちゃん、貧しい
女はアンダハトさん。アントンにとっては稼ぎは
母子で暮らすための切実な収入だ。アンダハトさ
んは悪い婚約者に貢ぐため。点子ちゃんはアント
ンを助けるため。三者三様の理由による物売りで
ある。
　アントンは点子ちゃんの話から家の見取り図が
狙われていることに気づく。
　一方、アントンの母さんは自分の誕生日を息子
が祝ってくれることを楽しみにしていたのに、息
子が忘れている様子に気落ちしている。その日も
遅くなってそのことに気づいたアントンは自分の
至らなさに失望して家を飛びだす。母さんはそん
なアントンを探して点子ちゃんと町を尋ね歩く。
アパートに戻ると小さなプレゼントを手にしたア
ントンが。抱き合う母と子。
　一方、点子ちゃんの父・ポッゲさんは、娘が怪
しい行動をしているという告げ口を受けて、ある
夜、こっそり家を出る点子ちゃんとアンダハトさ
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んの後をつける……。

　この作品は、ケストナーの児童文学作品の中で
最も「社会」というものへの構造的な学びが得ら
れるものとなっている。それも教科書的なもので
はなく、年少者がごく自然に現実社会の在り方へ
思いを馳せることが出来るようになっている。
　富裕な家庭と貧しい家庭が登場する。これに
よって読者である子どもたちは社会の在り様を知
ることだろう。点子ちゃんがアントンに肩入れす
るのは、相手が貧しいからではない。人間として
尊敬しているからだ。お雇い家庭教師のアンダハ
トさんが立派でもなく悪人でもないところがよ
い。加えてアントン母子の愛情が浪花節的に涙腺
をしぼる。最初から描かれていくエピソードが無
駄なくラストに向かって絞られていく。ケスト
ナーはここでも、貧しい人に、心の清らかな人に
寄り添っている。かといって金持ちを馬鹿にした
りはしない。ポッケ社長は点子ちゃんの「侠気」
の良き理解者である。物語は子どもたちの手柄に
よって、大団円を迎える。この物語を少年期に読
めた子どもたちは幸せだと思う。
　そして、この物語には 1930 年頃のベルリンの
街角がふんだんに登場する。この本が出された翌
1932年、ナチス党は国会に230の議席を獲得。ヴァ
イマール共和政の国防相が親衛隊や突撃隊の行動
に禁止命令を出すが逆に失脚させられ、ハーケン
クロイツが国中にひるがえるようになる。

７．『飛ぶ教室』

　1933 年刊行。この本を最後にケストナーはド
イツ国内での出版を禁止される。前述したように
五月に行われたナチスによる「焚書」ではケスト
ナーの本もその対象になった年でもある。
　
　キルヒベルクにあるギムナジウム（注 13）の寄宿
舎が舞台。高等科一年のマルチンは奨学金を受け
ている勤勉家で成績は首席。マチアスは勉強は苦
手だが腕っぷしは強い。ヨーニーは「飛ぶ教室」

という題のクリスマス劇の作者。生徒たちは、ク
リスマスに体育館で演じる芝居の稽古に打ち込ん
でいる。
　そこへかねて対立している実業学校の生徒たち
にギムナジウムのクロイツカムが捕虜になったと
いう知らせ。マルチンたちは、日ごろ慕っている
禁煙先生に相談。結果、集団での乱闘はやめて代
表同士の決闘に。これにマチアスが勝利。
　しかし、実業学校の生徒たちが承服しなかった
ために、結局、集団での雪合戦に。これに勝った
ものの寄宿舎の舎監ベク先生に叱られる。この正
義先生と呼ばれる先生は、生徒たちが仲間を救い
出すための行為を認め、寛大な処分を施す。そし
て、二十年前のあるエピソードを語る。ひどい病
気で入院した母親を心配して規則を破って度々寄
宿舎を抜け出した少年がいた。少年は厳しい舎監
に監禁室に閉じ込められたが、見まわりに行く
と、そこには別な少年が身代わりに入っていた。
ついに校長が少年から事情を聞いてその行動を理
解した。
　こうしたことから、この時寄宿舎を抜け出した
少年は将来、生徒たちから悩みを打ち明けられる
舎監になろうと決意。正義先生は替え玉になった
少年と親友だったが、大人になって妻を失ったそ
の友人は心に痛手をおって姿を消してしまったと
いう。この話を聞いて生徒たちは正義先生への信
頼を深めるとともに、二十年前、替え玉で監禁室
に入ったのは、今、学園の隅の禁煙車両で暮らす
禁煙先生ではないかと推理した。
　寄宿舎の生徒たちはクリスマスには自分の家に
帰りそのまま正月を迎える。しかし、マルチンの
もとには旅費を送れないという母からの手紙。涙
するマルチン。
　そして、この年最後の授業の日、12 月 23 日が
やってきた。夜、生徒たちによって「飛ぶ教室」
の芝居が上演された。これまでは正式な職員では
なかった禁煙先生は、正義先生の申請により、学
校の校医となることが決まり、二人の親友は同じ
学校で働くこととなった。そして、24 日、生徒
たちはみんな嬉しそうに学校を出て行った。ぽつ
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んと残っているマルチンに正義先生は、旅費を手
渡す。折しも雪が降りだした。マルチンの故郷で
は、父親と母親が寂しいクリスマスを迎えようと
していた……。

　この作品が、今も読まれ続けているのはどうし
てだろう。まず、読み終わって感じるのは「ああ、
これはクリスマス物語なんだ」ということだ。ギ
ムナジウムのクリスマス劇の練習に始まり、その
上演までの日々が背景になっている。そこで展開
されるエピソードにわくわくさせられる。実業学
校の生徒たちとの対決は、鈴木清順監督の『けん
かえれじい』のような日本の旧制中学校を彷彿と
させるが、寄宿舎制度の歴史は欧州の方がずっと
年季が入っている。
　つまり、少年たちを規制する見えない枠がここ
にはある。それは、歴史的なものであるし社会的
な構造につながっている。その枠を少年たちが乗
り越えていく。そこにこの物語の魅力がある。い
くつかのエピソードはすべて「禁止」や「規則」
に対して抗う方向性を示している。実業学校の生
徒たちとの喧嘩も、「禁煙先生」はそれを止めよ
うとはしない。ただ、集団での乱闘ではなく代表
者同士の道具を使わない紳士的な決闘で決着させ
る。このことからわかるように、「禁止」や「規則」
に対して暴力的な破壊をすることを望んでいな
い。人間としての尊厳を保ちながら、そこから自
由になろうとする。それこそがケストナーの立ち
位置なのだ。
　折しも、ナチスが権力を掌握し、次々と「禁止」
につながる身勝手な「規則」を法案として成立し
始めていた。ケストナーはその危険な流れを敏感
に察知していた。この作品そのものに表立った当
時の体制批判はない。しかし、ケストナーが抗わ
なければならないとした本質的なことはたっぷり
盛り込まれている。中でも、物語の半ばで語られ
る舎監の正義先生の若かりし日のエピソードは、
規則と人間的な行動の関係を示している。これ
は、実際にケストナー自身の体験を書き込んだと
いうだけあって説得力を持っている。二十年前の

厳しいだけの舎監とは違い、正義先生は生徒たち
の校則違反に粋な処分をする。それは、何よりも
正義先生が、中等高校生だったころの気持ちを忘
れていないからだ。なんと現代の世の中には、あ
の十代の日々の心を忘れている大人たちの多いこ
とだろう。

８．おわりに
　
　ケストナーは、強烈な反体制の行動はしなかっ
たかもしれない。当時、ドイツのみならずナチス
支配下の国で、そのように行動した文化人は、た
ちまち捕らえられ収容所に入れられ死に追いやら
れた。また、多くの文化人が国外に亡命した。し
かし、ケストナーは、国内にとどまり、ナチスに
迎合することなく、生きのびた。その作品の底流
には、権威批判がある。富裕者層への批判と風刺
がある。彼の基本的なスタンスは、低所得者層に
思いやりを持った市民階級にある。普通の暮らし
が大事という言葉は得てして、体制に対してカド
を立てないという形で現状維持につながってい
る。しかし、ケストナーは、絶えず風刺的な詩、
都市に生きる人間たちのカオスを描いた小説、そ
して児童文学作品から批判の言葉を放ち続けた。
戦後は、早い段階で原爆批判の声をあげ、晩年は
ベトナム戦争反対の意思表示もした。
　私は思う。エーリヒ・ケストナーの文学は社会
に対峙するしなやかで強靭な姿勢として、今こそ、
振り返られるべきものではないだろうか。その強
靭さの中心にあるのは、子どもの心に寄り添うリ
リシズムなのである。
　その心の強さを支えているものは何なのか。そ
れは、初期作品『小さな男の子の旅』にあるよう
な、子どもの心を手放さない精神の在り方、そし
て一見叙事的に見えながらリリシズムに支えられ
た詩に込められている叙情的精神、それが彼を支
えていたのだと思う。
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【注】
１．	エーリヒ・ケストナー＝1899 年ドレスデン生ま

れ。主に詩人、児童文学作家として活躍。平和
主義者として多くの社会的発言を行った。1974
年没。

２．	焚書事件＝1933 年５月 10 日、ドイツ各地で、ナ
チス突撃隊及び親衛隊によって行われた。焚書
の対象となったのは、マルクス、フロイト、ブ
レヒト、トーマス・マン、ハインリヒ・マン、
ツヴァイクら、文学史・思想史に欠かせない作家、
詩人、思想家たちであった。

３．	ナチス＝ Nationalsozialistische Deutsche Arbeit-
erpartei 国家社会主義ドイツ労働者党。1919 年
設立。アドルフ・ヒトラーを総裁として国会の
議席を増やし 1933 年１月、独裁政権を獲得した。

４．	エルンスト・トラー＝（1893‒1939）。詩人として
『燕の書』、劇作家として『変容』などがある。ナチ
スから追放されて亡命し病気と貧困のなかニュー
ヨークで自殺。

５．	たとえばスヴェン・ハヌシェクの『エーリッヒ・
ケストナー』にはたびたび「かれの抒情詩」と
いう表現がみられる（157 頁ほか）。

６．	spe の意味と文脈の解釈については、ケルン大学
教授モニカ・ウンケルの教示を得た。

	 また、岸美光は『大きなケストナーの本』所収
の「鉄道のたとえ話」で「未来の現在に向かって」
と訳している。

７．	スヴェン・ハヌシェクは『エーリヒ・ケストナー』
において「ケストナーが 1933 年以降に自分の名
前で発表したものは散文だけであり、『家庭薬局』
に収められているのは、大半が古い作品だった
のである。」と述べている。

８．	ここでのインターナショナルは特定の組織では
なく “ 労働者のための国際的連帯 ” という概念を
指していると考える。

９．	ホロコースト＝ナチスによる主としてユダヤ人
の大量虐殺。犠牲者は 600 万人に及ぶとみられ
ている。ほかにポーランド人、ドイツ国内の反
体制派なども殺害された。

10．	『あのころはフリードリヒがいた』＝戦時中に少
年期を過ごしたハンス・リヒターが書いた小説。
ナチスがどのようにユダヤ人を追い込んでいっ
たかという過程が細やかに描かれている。岩波
少年文庫。

11．	ヴァイマール共和政＝ 1919 年に成立したドイツ
の共和政。皇帝を退位させた民主制であったが、

労働者中心の左翼勢力と右翼ファシズム勢力の
闘争の果てに 1933 年には崩壊しナチス独裁政権
の誕生を生むこととなった。

12．	阿部謹也『ハーメルンの笛吹き男～伝説とその
世界』は、13 世紀のハーメルンを中心にドイツの
都市の成り立ちとその性格を述べている。

13．	ギムナジウム＝ドイツの高等中学、10 歳から 19
歳の９年制であり戦前は寄宿舎制度をとってい
るところが多かった。現在は８年制。

〈参考資料〉
１．	Erich Kästner“Doktor Erich Kästners Lyrische 
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２．	スヴェン・ハヌシェク『エーリヒ・ケストナー
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社）
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小学校教育における「短歌づくり」の可能性 Ⅱ
─ 言語感覚の視点からの一考察 ─

１　短歌の詩型がもつ特異性
　短歌は五・七・五・七・七の五句三十一音の音
数で構成された定型詩である。五音・七音の二句
を三回以上くり返し、最後を七音で結ぶ長歌に対
する歌で、日本で最も広くつくられてきた。
　短歌は江戸時代まで和歌と呼ばれていた。明治
に入り、正岡子規が短歌の革新を唱えて以降、近
代詩歌（詩・短歌・俳句等）の一つとされ、和歌
は短歌の名称に収斂された。
　現代の短歌は、日本で古くからつくられてきた
和歌がもとになっている。そもそも和歌、短歌と
は何か。紀貫之は古今和歌集の「仮名序」に和歌
の本質をこう記す（注１）。

倭歌は、人の心を種として、よろづの言の葉
とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ
繁きものなれば、心に思ふことを、みるもの
聞くものにつけて、言ひ出せるなり。

（訳：和歌は人の心を種として、それが生長
して様々な言葉になったものである。この世
の中に生きている人は、関わり合う出来事や
行動が多く、それらについて心に思ったこと
を見る者や聞くものに託し、言葉で表現して
いるのである）

　この一節を根拠にして、和歌、短歌の本質は感
情を詠むものと理解されることがある。
　「仮名序」の「心に思ふこと」について、安田

（2012）は次のように指摘する（注２）。

｢心に思ふこと｣ とは、感情に限ったもので
なく、思想から妄想、幻想、（中略）「理屈」
にいたるまで広範囲のものを含んでいる。（中
略）哀しみや嬉しさ、寂しさなどといった感
情だけを念頭に置いて「心に思ふこと」といっ
たのではあるまい。

　紀貫之が記した「心に思ふこと」は、安田が指
摘するように、感情が込められていることが多い
が、それだけにとどまるものではない。
　和歌（短歌）は、一つの作品が原則的に三十一
文字（正確には三十一音）の短詩型で完結する。
つまり文字数（音数）が極端に制限される短詩型
だからこそ想像力（創造的読み）が発揮できる。
折々に出合った物事に自分がどのように感じたの
か。そのときの感情だけに矮小化すると、想像力
の自由が奪われてしまう。
　短歌を抒情（感情を述べること）だけに限定し
てはならない。書き手が三十一音という小さな器
に時々の感情や思い、感覚を込めた言葉で盛るこ
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とにより、逆に読み手の想像力を促し、読みの広
がり、深さをもたらすからだ。
　本稿では、以上に述べた短歌の詩型がもつ特異
性を踏まえ、小学校教育においてなぜ「短歌づく
り」が必要なのか、その意義と可能性を言語感覚
の視点から考察する。
　
２　理解と表現を往還する短歌づくり
　現代では誰もがコミュニケーションの言葉を口
にしたり、耳にしたりする。家庭、学校、会社な
ど、組織の中で良好な人間関係を築き、それを維
持、発展させていくには、一人一人のコミュニ
ケーション能力が必要不可欠となっている。
　明鏡国語辞典第二版は、コミュニケーションを

「ことば・文字・身振りなどによって、意思・感
情・思考・情報などを伝達・交換すること」（注３）

と説明する。多様な社会組織の中でよりよく生き
ていくためには、自分や他人の意思・感情・思考・
情報などを適切に伝達し合い、交換していかなけ
ればならない。その具体的な手段として、言葉・
文字・身振りなどがある。
　よって本稿で取り上げる「短歌づくり」におい
ては、コミュニケーションを「言葉を媒介に表現
と理解を往還すること」と捉える。
　実際、言葉自体を学習の対象にしている国語科
では、言葉の働きに気付かせ、それを意識した言
語活動を通して、子ども一人一人に言葉の力を身
に付けさせることが求められている。
　ただし一口に言葉の働きといっても、言葉には
さまざまな作用がある。また研究者によってもそ
の捉え方に違いが見られる。
　たとえば岩淵悦太郎は言語の働きを次の４つに
区分する（注４）。こうした簡単明瞭な区分は子ども
が言語の働きを学ぶうえで最適なものである。

　　①認識（言語で認識する）
　　②伝達（言語で伝達する）
　　③思考（言語で思考する）
　　④創造（言語で創造する）

　この４つの視点で言葉の働きを捉えると、表現
と理解の往還が、いかにコミュニケーションの成
立に不可欠であるか、理解できる。またコミュニ
ケーションが適切に行われたかどうかの評価（自
己評価・相互評価）もしやすくなる。なぜなら表
現と理解の往還が適切であれば正しく理解され、
逆に不適切であれば誤解される。場合によって、
曲解されることもあり得る。
　こうした言葉の働きを意識して、適切な言語活
動（表現活動・理解活動）をくり返し経験してい
けば、子ども一人一人に言葉の力が確実に育ま
れ、充実していくようになる。
　短歌づくりという言語活動を小学生（１～６年）
に取り組ませる意義は、表現と理解を自然な形で
往還させることにある。表現と理解を分断して学
ばせるのではなく、あざなえる縄のように関連
的、統一的に学ばせていかなければならない。
　たとえば表現の立場では、物事や現象を言葉で
どう切り取り、それを短歌の器にどう盛るかにな
る。反対に理解の立場では、短歌に盛られた内容

（物事や現象）をどのように想像（思考・認識）し、
どう受け取るか（評価するか）になる。
　短歌づくりの活動を通して、子どもたちが表現
と理解の間を自由に往還する。それは子どもたち
の内面に短歌という橋を架け、互いの意思の疎通

（コミュニケーション）を適切に図る行為となる。
　齋藤孝（2004）はコミュニケーションの役割に
ついて次のように述べる（注５）。

情報を伝達するだけではなく、感情を伝え  
合い分かち合うこともまたコミュニケーショ
ンの重要な役割である。（中略） 情報伝達と
してのみコミュニケーションを捉えると､ 肝
心の感情理解がおろそかになる。人と人との
関係を心地よく濃密にしていくことが、コ
ミュニケーションの大きなねらいの一つだ。

     
　また和歌のやりとりの意義にも言及する。

コミュニケーションの日本的な形態として、
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和歌のやりとりがある。五・七・五・七・七
の型の中に、あふれる感情を込める。すべて
を言い切るわけではない。言葉の象徴性をフ
ル活用する。受け取った相手も、言葉の意味
するところを深く読み込む。（中略） この和
歌のやりとりによる感情の響き合いは、日本
が世界に誇るべきコミュニケーションの型で
あった。

 
　物事に対する感情や思いについて、書き手自身
が切り取った構図に合う言葉を選び、短歌の
フォームに仕立てる。読み手はそうした言葉の象
徴性や語感を手がかりに歌の意味や状況を読み解
く。つまり読み手が自由に想像の翼を羽ばたかせ
る（想像できる余地を残す）ことで読みに広がり
や深さをもたらす。そのためには抽象的な言葉だ
けで説明せず、その場の状況をイメージできる、
具象性をもった言葉で描写する。
　だが、言葉を選ぶためには言葉を知っていなけ
ればならない。それもできるだけ多くの使える言
葉を必要とする。ただ漠然と知っているだけで
は、その言葉のニュアンスがわからない。ニュア
ンスがわからなければ、当然適切には使えない。
　たとえ大ざっぱな理解でも、くり返し使ってい
れば使い方が修正されてくる可能性はある。言葉
は使い続けなければ、上手く使えるようにはなら
ない。自分の中で十分にこなれていなくても、
使ってみる勇気や機会が必要である。と同時に
知っている言葉のニュアンスを捉えて、実際に使
える言葉にしていく不断の努力が欠かせない。 
　茂木健一郎（2019）は言葉の使用について脳科
学の視点からこう述べる（注６）。

言葉を多く使いこなせるということは、それ
だけ多くの鏡を自分の周りに置いているとい
うことです。使いこなす言葉が多ければ多い
ほど、自分をよりよく映し出す鏡をたくさん
持つことになります。（中略）言葉には、そ
の言葉を使うべき文脈があります。ここぞと
いうベストのタイミングで使ってこそ、言葉

が生きてきます。

３　感情表現と言語感覚を磨く短歌　
　前述した通り、短歌は物事に触発されて生じた
自分の感情や思いを五句三十一音で自由に表現す
る詩型である。しかし感情と思いを厳密に区別す
るのは殊の外難しい。なぜならこれらの言葉は意
味のうえで地続きになっているからだ。たとえば
新明解国語辞典第七版は、思いの意味として、考
え、想像、愛情などとともに気持をあげている。
同様に広辞苑第七版、精選版日本国語大辞典で
も、思いの意味の一つに気持を載せている。感情
はどの辞典でも気持の意味で言い換えている。
　辞書的意味はニュアンスの違いを別にすれば、
思い・感情・気持は同じような意味と捉えて、特
に差し支えない。　
　小学生を対象にした短歌づくりでは、思い・感
情・気持をそれぞれ区別するよりも、感情一つに
統合した方がわかりやすい。以下、思いや気持を
含めた「感情」という言葉で述べていく。
　人の感情は「喜怒哀楽（喜び・怒り・悲しみ・
楽しみ）」や「快・不快」「好悪」という大きな括
りで捉えるとわかりやすい。だが、それはあくま
でも代表的例である。一つの括りにすぎない。実
際の感情は一瞬一瞬複雑化し揺れ動く。物事の変
化に敏感に対応するからだ。だからこそ感情は奥
深く、表現方法も多種多様になる。同じ事象（出
来事、情景）でも、見方や考え方、感じ方、知識
や語彙の量などで捉え方が異なってくる。
　たとえば感情を表す「あきらめる」という言葉
の類似語をあげてみる。
　【見限る】…見込みがないと判断する。
　【放り出す】…あきらめてやめる。
　【投げる】…途中で放棄する。
　【断念する】…きっぱり思い切る。
　【観念する】…覚悟する。
　このようにニュアンスの違いにより、多様な言
葉の選択が可能となる。
　因みに感情を表す言葉をポジティブとネガティ
ブとの観点で分け、分析・考察した研究がある（注７）。
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そのような知見をもとに、感情を表す言葉を分類
すると、以下のようになる。

［ポジティブ］
　【喜び】【楽しさ】【安心】【感動】【感謝】【期待】
　【勇気】【喜び】【幸福】【興奮】…

［ネガティブ］
　【怒り】【寂しさ】【不安】【不満】【悲しみ】【恥】
　【落胆】【後悔】【嫌悪】【恐怖】…
　感情を表す言葉は実に多種多様である。その
時々の一瞬の感情を的確な言葉で表すためには、
何よりも使おうとする言葉のニュアンスを捉えて
いなければならない。一瞬の感情にできるだけ
ぴったり合う言葉をさがしたり、表現を工夫した
り、使用例を見つけたりする努力が欠かせない。
こうした日常の積み重ねが自らの表現力を正しく
豊かにし、言語感覚を磨くことにつながる。

４　観察と観点、五感、描写
　見慣れた風景や物事でも観点を変えて注意深く
観察すると、それまで見落とし見過ごしていた事
実に気付かされる。観察の観点が変われば、認識
も変わる。新たな現象に違和感や疑問、感動が生
まれ、対象の捉え直しが行われるからである。
　本稿では、観点によって対象を注意深く捉え直
す行為を観察と呼ぶ。
　同じ対象でも認識に違和感（ズレ）が生じると、
それが疑問や感動を呼び起こす。なぜだろう、不
思議だなと思う好奇心がかきたてられる。こうし
た感覚は誰しも経験しているものだ。最初は気に
とめず漠然と眺めていた事象でも、観察を通して
初めてある事実や物事の本質、正体に気付く。
　子どもの学びを充実・発展させていくために
は、その場で注意深く見聞きしたり、調べたり考
えたりしたこと（= インプット）を言葉で表現す
ること（= アウトプット）に結びつける必要があ
る。学び続ける力（理解と表現を往還し認識を更
新していく力）は、そうして育っていく。
　子どもたちに観察を指導するうえで欠かせない
言葉の意味（概念）を以下にまとめる。
　【観点】観察するときの見方や着眼点。【五感】

人間が感じることができる五種類の感覚。視覚・
聴覚・嗅覚・味覚・触覚。【描写】具体的に想像
できるように対象を生き生きと写すこと。
　短歌づくりの要諦は、手垢の付いた、紋切り型
の表現をしないことに尽きる。言い換えれば、自
分の五感で捉えた事実や本質、感情などを読み手
に伝える場合、具体的イメージが伴うように表現
を工夫する。それには、短歌に詠み込む対象をさ
まざまな視点から眺め回し、新しい発見や気付き
が得られるよう詳細に観察する。また観察範囲を
絞ったり、広げたり、俯瞰したり、仰ぎ見たりし
ながら、五感を縦横に働かせ、心を捉える一瞬を
的確に描写する。たとえば、

　　①目で捉える（明るい・小さい…）　
　　②耳で捉える（静か・うるさい…）
　　③鼻で捉える（くさい・芳しい…）
　　④手・膚で捉える（堅い・温かい…）
　　⑤口で捉える（辛い・甘い…）

　といった、できるだけ鮮明なイメージが浮かぶ
表現を心がける。ただしその場の状況を一方的に
説明する「うれしい」「楽しい」「きれい」など、
一語で感情を表す形容詞に頼りすぎてはならな
い。あくまでもそこに使われている具体的言葉や
表現を手がかりにして、読み手が自由に想像でき
る（想像の翼を広げられる）ように表現を工夫す
る。一つの短歌作品は読み手の主体的参加（解釈）
によって初めて完結する。

５　感覚の描写とオノマトペ　
　日本語は他言語と比較して、オノマトペ（擬声
語、擬音語、擬態語）の種類が豊かだといわれる。
実際、日本語のオノマトペは感覚的言葉で、造語
しやすい性質をもつ。物事や現象、あるいは自分
の感情や行動、状況を伝える場合、イメージさせ
やすいという特徴がある。昔からインパクト（瞬
発力）が強い言葉として使われてきた。『古事記』

『源氏物語』など、歴史的作品にも情景描写等の
用例がある。
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　オノマトペ（オノマトペア）は擬声語・擬音語
を意味するフランス語である。広義には音声を伴
わない抽象的な様態を描写した擬態語を含む概念
として使われ、日本語（特に大和言葉）の表現に
欠かせない豊かさや深みを与えている。対象を観
察する場合、固定観念にとらわれず、五感を働か
せて捉えたり、自分なりの発見や気付き、感覚を
わかりやすく伝えたりするうえで、オノマトペは
有効な表現方法である。
　一般にオノマトペは擬声語、擬音語、擬態語の
総称として使われるが、本稿では擬声語を含めた
擬音語と擬態語の二つに大別して使用する。ただ
し同じ言葉が擬音語、擬態語の両方に使われて、
一つにまとめられない場合は、文脈によりどちら
の意味かを判断する。以下に示すオノマトペのう
ち、擬音語の「ぱちぱち」、擬態語の「ばんばん」
がそれにあたる。

［擬音語］	 物音や動物の鳴き声など､ 実際に聞こ
える声に近い形で写しとったもの。

【ぴよぴよ】ひな、ひよこなどの鳴く声。
【ぱちぱち】①続けざまにひびく鋭く小さい音。

火の強くはぜて燃える音。放電などの音。手を
続けて打ち鳴らす音。また、そのさま。②カメ
ラのシャッターを次々に切る音。また、そのさ
ま。③しきりにまばたきをするさま。④こまか
い模様のさま。⑤服の寸法がきついさま。
＊①～②は擬音語・擬態語、③～⑤は擬態語。

［擬態語］	 人や物事の様子・状況など､ 実際に聞   
こえないことを感覚的な言葉に表した
もの。

【ぱんぱん】①手を打ち合わせたり、手でものを
たたいたりする高い音。②続けてものが破裂す
る音。ぱーん。③ものがはちきれそうにふくら
んでいるさま。＊①～②は擬音語、③は擬態語。

【のろのろ】 動きがにぶく、遅いさま。
＊【ぴよぴよ】【ぱちぱち】【ぱんぱん】【のろの
ろ】の分類・語義は『日本語オノマトペ辞典』

　（小学館 2007）による（注８）。

　オノマトペは老若男女を問わず、日常生活で頻
繁に使われている。今も昔も日本語のコミュニ
ケーションに欠かせない便利な言葉である。
　たとえば、「おいしそうにご飯がたけた」と表
現するよりも、「ほっかほっかで、あつあつのご
飯が炊けた」というオノマトペを使った表現の方
が味覚、触覚、視覚を刺激するイメージが喚起さ
れやすく、一層おいしそうに感じられる。
　オノマトペは幼児の遊びや絵本、児童文学作品

（童話・物語）などに数多く出てくる。したがっ
てオノマトペに着目すれば、相手（登場人物）の
様子や気持、状況を具体的に想像したり、逆に自
分の様子や気持、状況を相手（読み手・聞き手）
にわかりやすく伝えたりしやすくなる。
　幼児期・児童期はオノマトペが豊かに使われて
いる児童文化財（言語学習材）にふれる機会が多
い。子どもの言葉に対する感性は、児童文化財に
ふれる体験を通して磨かれる。それに伴い言葉に
よる創造力、思考力、伝達力、表現力も育っていく。
　オノマトペはイメージを喚起し、伝える意味や
感情を描写する機能をもつ。その証左として、小
学生がつくる短歌にも自然に出てくる。
　筆者が編集に関わった全校歌集（一人一首、合
計 293 首）（注９）について、オノマトペの種類と出
現数を調べた結果「表－１」を示す。

〈全校歌集で確認したオノマトペ〉
　＊印は擬音語と擬態語の両方に使われている。

【擬音語】（13 種類）：ごろごろ　どん　はあはあ
　びゅーびゅー　ひゅーひゅー　ぽたぽた
　ぴゅーどん　ちりちり　ぴゅーぴゅー　しゃり

しゃり　＊がたがた　みんみん　＊どんどん
【擬態語】（50 種類）：ぼこぼこ　ぐるぐる

ぽかぽか　どきどき　ぴかり　すいすい　もり
もり　きらきら　わくわく　ぐらぐら　ひらひ
ら　ぱらぱら　＊ぽたぽた　ぷうん　ふわっ　
だんだん　にこにこ　ひんやり　びしょびしょ
びっしょり　ぱくぱく　さっさ　ぽーっ　
どってんころりん　びっくり　すっきり  
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しっかり　ぺこぺこ　きーん　きらり  
ぷくうっ　つるつる　くるくる　ぼうぼう　
じりじり　うんざり　にっこり　ゆらゆら 
＊びゅんびゅん　ぴょん　ころころ　じんじん
ぱくり　そろそろ　ほっ　ゆっくり　かっくん
せっせ　ちょこん　ぽきっ　

表－１　オノマトペ（擬音語・擬態語）の出現数

学年 歌数 擬音語
（16）

擬態語
（75）

オノマトペ
（91）

低
１年 44 2

8
10

24
12

32
２年 59 6 14 20

中
３年 41 3

5
13

24
16

29
４年 57 2 11 13

高
５年 43 1

3
20

27
21

30
６年 49 2  7  9

※上表の擬音語は擬声語を含む。数え方は一首に複数回
使用しても、擬音語１、擬態語１とした。

○各学年とも擬音語より擬態語の出現数が多い。
これは擬音語・擬声語が動物の鳴き声や物音を
音写した言葉で使用する機会が限られるのに対
して、擬態語は人や物事の様子、状況を感覚的
に（感情を含む）表した言葉で擬音語よりも使
用機会が多いことが原因であると推測する。

○低・中・高では、擬態語の出現数に極端な偏り
が見られない。これは日常生活で相手にさまざ
まな様子・状況を具体的に伝える場合、擬態語
が欠かせないことを示す。

６　感情を表す終助詞と短歌の定型
　日本語表現では、終助詞は文または文節の終わ
りについて、疑問・禁止・詠嘆・感動など、話し
手の気持を表す言葉である。
　たとえば終助詞の、「よ」「か」「な」「なあ」「ぞ」

「ね」「かな」は、自分の感情（感動）をはじめ、
判断・依頼・勧誘・決意・確認・疑問・質問・推
量・希望などを相手に伝える機能をもつ。
　こうした終助詞の使用について、前出の全校歌
集で調べた結果「表－２」を示す。

表－２　文末／文節末に付く終助詞の出現数
学年 歌数 な なあ ね よ（76） ぞ

低
１年 44 4 0 3 17 32

42%
1

２年 59 9 1 7 15 6

中
３年 41 7 0 4 18 32

42%
1

４年 57 5 3 4 14 1

高
５年 43 4 0 3 7 12

16%
4

６年 49 2 0 1 5 3

学年 か かな 　　全終助詞（166）

低
１年 0 2 27 71

43%
132
80%

２年 0 6 44

中
３年 0 2 32 61

37%４年 1 1 29

高
５年 1 1 20 34

20%
34

20%６年 2 1 14
※数え方は、一首に同じ終助詞を複数回使用していても

１とした。また一首に異なる終助詞を使用している場
合は、それぞれ１とした。

○終助詞の全出現数の 80％を低・中が占める。
これは低・中が相手に話しかける意識が強く、終
助詞が定型の音数調整に便利なためと推測する。

○終助詞の全出現数（166）の 46％（76）を「よ」
が占め、そのうち 84％（64）が低・中に出現
している。これは「よ」が相手に強く伝える気
持を表し、さまざまな語（体言・活用語・助詞
等）に接続しやすいためと推測する。

　短歌づくりをはじめて間もない頃、子どもたち
は、五・七・五・七・七の定型（＝制約）に苦労
する。特に１学年は他学年に比べて負担が大き
い。五音・七音のパーツを意識しながら、言葉を
さがしたり、音数調整をしたりしなければならな
いからである。
　だが全く心配はいらない。１学期を過ぎてひら
がなが読み書きできる頃になると、左程苦労しな
くなる。自分が見聞きしたり経験したりしたこと
を先生や友だちに伝えようとする思いや気持が
育ってくると、短歌の定型は子どもを苦しめるも
のではなくなる。むしろ子どもの漠然とした思い
や気持を明確なフォーム（形）に仕立てる魔法の
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杖に変化していく。
　子どもたちは音数を指折り数えて、定型に合わ
せる体験（苦労）を重ねていくうち、日本語の安
定した調べ、五音・七音のリズムに馴染んでくる。
結果、漢語や外来語とは違う日本固有の大和言葉
の響き、深さに自然に気付けるようになる。

７　言葉の働きと言語感覚の重要性  
  改訂小学校学習指導要領・国語（注10）の目標は、

「言葉による見方・考え方を働かせ、言語活動を
通して、国語で正確に理解し適切に表現する資
質・能力」を育成することである。そのために「言
葉がもつよさを認識するとともに、言語感覚を養
い、国語の大切さを自覚し、国語を尊重してその
能力の向上を図る態度を養う」ことを求めている。
　これを受けて、［第１学年及び第２学年］の内
容〔知識及び技能〕は、「ア　言葉には、事物の
内容を表す働きや、経験したことを伝える働きが
あることに気付くこと」を設定している。同様に、

［第３学年及び第４学年］は、「ア言葉には、考え
たことや思ったことを表す働きがあることに気付
くこと」、［第５学年及び第６学年］は、「ア　言
葉には、相手とのつながりをつくる働きがあるこ
とに気付くこと」を設定している。
　以上から、各学年に共通するのは、適切な言語
活動を通して、その学年で求める言葉の働きに気
付かせ、自覚させていく指導である。
　言葉の働きは、語彙の指導項目で、［第３学年
及び第４学年］の「オ　様子や行動、気持ちや性
格を表す語句の量を増し、話や文章の中で使う」、

［第５学年及び第６学年］の「オ　思考に関わる
語句の量を増し、話や文章の中で使う」など、関
連指導で効果をあげるように求めている。
　「国語で正確に理解し適切に表現する資質・能
力」を育成するためには、「言葉がもつよさを認
識」し、「言語感覚を養」うことが欠かせない。
語彙は理解できるだけでは不十分である。実際に
使用できなければならない。量的には多い方がよ
い。言葉の理解と表現は表裏の関係にある。言語
感覚（言葉のセンス）は両者をくり返し往還する

ことにより磨かれていく。
　言葉の働きを意識して、相手の言葉から意味や
感情を読み取る行為と、自分の考えや感情を言葉
にして相手に伝える行為はセットである。こうし
た言語意識は子ども一人一人を「主体的・対話的
で深い学び」へ導くうえで欠かせないものだ。 

８　表現力と想像力を鍛える定型　
　短歌の定型（五・七・五・七・七）は古事記、
万葉集の時代から千三百年以上守られてきた。
　古事記にはスサノオノミコトが詠んだとされる
日本最古の短歌が記されている。

八雲立つ／出雲八重垣／妻籠みに／八重垣作
る／その八重垣を

　歌意は「幾重にも湧き立つ雲が八重垣となり、
出雲の地に妻と住む」。八重垣が三度くり返され、
情景と喜び（祝婚）の感情が強くリズミカルに伝
わってくる。先人はこの詩型を使って、物事に抱
いた時々の感情を、五音・七音の調べを伴う
フォーム（形）に仕立てあげた。
　別な言い方をすれば、短歌は定型という制約が
あったからこそ、千三百年以上も継承されてき
た。書き手（話し手）は何をどのように表せば、
読み手（聞き手）が適切に受け止めてくれるかを
考える。反対に読み手（聞き手）は書き手が何を
伝えたかったのか、なぜそのように表したのかを
想像する。選んだ言葉による定型表現を介して、
思考力・想像力を働かせ、互いに意思疎通を図る。
後世、短歌に修辞法が発達したのは必然であった。
　しかし小学生の短歌づくりは「修辞法ありき」
ではない。五・七の定型に自分の考えや感情を、
限られた言葉でいかにまとめるか、それが重要で
ある。修辞法は相手に伝える方法として有効だ
が、こだわりすぎると、子どもを短歌嫌いにさせ
てしまう。作歌のレベルや必要に応じて学び、そ
のよさに気付き、自ら使うのが王道である。外形
だけ整えた歌をつくっても、表現したい欲求や内
容が損なわれていたら、考えや思い、感情は伝わ
らない。学級歌集、全校歌集に短歌を載せる際は、
そうした基本スタンスを自覚したい。
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　以下、前出の全校歌集を対象に修辞法の種類と
出現数について調べた結果「表－３」を示す。

〈修辞法の種類〉体言止め：結句を体言で収める
技法。比喩：あるものを説明するときに似たもの
で表す技法。倒置法：言葉の順序を普通と逆にす
る技法。リフレイン：同じ部分をくり返す技法。
擬人法：ものや動物を人に見立てる技法。

  表－３   修辞法の出現数   全技法数（120）

学年 歌数 体言止め（77）
64%

リフレイン（18）
15%

低
１年 44 11

24
2

5
２年 59 13 3

中
３年 41  6

22
1

9
４年 57 16 8

高
５年 43 16

31
1

4
６年 49 15 3

学年 擬人法（8）
7%

倒置法（7）
7%

比喩（10）
8% 全技法数

低
１年 1

2
1

4
1

4 39
２年 1 3 3

中
３年 0

2
0

2
0

5 40
４年 2 2 5

高
５年 1

4
0

1
0

1 41
６年 3 1 1

＊数え方は一首に同じ修辞法を複数回使用しても、１と
した。また一首に異なる修辞法を使用している場合は、
それぞれ１とした。

○低・中・高学年とも体言止めが多く出現した。
これは体言止めが収まりがよく、きっちりした
印象を与えるためと推測する。

○この小学校では短歌の修辞法を教えていない。
国語科等で学んだ修辞法が短歌づくりに反映さ
れ、感情表現の幅を広げていると解釈する。

９　短歌づくりの意義と課題
　小学生に短歌をつくらせる活動を否定する人も
いる。確かに短歌は大人の文芸とされてきた歴史
がある。しかし日本最古の歌集・万葉集には天皇
や宮廷歌人の歌だけでなく、一般庶民が詠んだ素

朴な歌も収録されている。共通するのは短歌の詩
型に伴う五音・七音の調べである。日本語、特に
大和言葉は五音・七音の調べに乗りやすい性質を
もち、日本人の根源的リズムを形成する。短歌は
自分の考えや感情を自由に表現し、相手とコミュ
ニケーションを図る対話ツールといえる。
　短歌づくりは小学生の言語意識を高め、言語感
覚を磨く、最適な言語活動である。短歌づくりを
遊び感覚で体験し継続する意義と可能性は計り知
れない。今後の課題としては、場面の切り取りや
語彙の指導、他教科との関連性があげられる。

［参考文献・資料］
◦渡部泰明編『和歌のルール』（笠間書院 2014）
◦山口仲美編『擬音語・擬態語』（講談社 2015）
・北原保雄編『明鏡国語辞典第二版』（大修館 2010）
◦山田忠雄編『新明解国語辞典第七版』（三省堂 2013）
◦新村出編『広辞苑第七版』（岩波書店 2018）
◦『精選版日本語大辞典』（小学館 2006）
・横山未来子『やさしい短歌のつくり方』
（日本文芸社 2015）

◦沢辺有司『図解いちばんやさしい古事記の本』
（彩図社 2016）

◦岩渕匡他編『日本文法用語辞典』（三省堂 1990）
◦全国大学国語教育学会編『小学校国語科教育研究』
（東洋館出版社 2019）
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注２	 安田純生「抒情」『短歌のツボ 100』
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注３	 北原保雄編『明鏡国語辞典第二版』同上
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注６	 茂木健一郎『「書く」習慣で脳は本気になる』
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注７	 苫米地英人『「感情」の解剖図鑑』（誠文堂新光社
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示）解説国語編』（東洋館出版 2018）
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はじめに
国民医療費の増加の一因ともなっている糖尿病

や高血圧症、脂質代謝異常症などの罹患者は年々
増加している。特定健診・保健指導制度において
も新たに保健指導の対象となる者の割合は依然と
して増加していることから、病気になる前段階で
の効率的で効果的な保健指導が求められている。
しかし、治療目的とは異なり、疾病予防のために
不特定多数の方へ継続して保健指導の機会を提供
するのは難しい。これらの実態を踏まえ、生活習
慣病の罹患者を減らしていくには、リスクの低い
対象者に対して、少ない機会でいかに自己管理力
を高めるかが支援する上で重要であると考える。
また、健康日本 21（第２次）や第３次食育推

進基本計画において、１食１食の質が重要視さ
れ、「主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１
日２回以上ほぼ毎日食べている者の割合の増加」
が目標項目となっている１）。１回の食事に複数の
料理を組み合わせて摂取することは、各栄養素の

「摂取量」を充実させる２）だけでなく、栄養素の
組み合わせによる効果も期待される。例えば、血

「食生活自己チェック表」を用いた自己評価と健診結果の変化

前田　朝美＊・出口佳奈絵＊・齋藤　　望＊

白戸　里佳＊・妹尾　良子＊

The self-evaluation by Dietary-self check seat is effect for the change 
of health examination results

Asami MAEDA＊・Kanae IDEGUCHI＊・Nozomi SAITO＊

Rika SHIROTO＊・Yoshiko SENOH＊

Key words :	食生活自己チェック　　Dietary-self check
	 点数化　　　　　　　　score
	 モニタリング　　　　　monitoring
	 生活習慣病予防　　　　life style related disease
	 健康診断　　　　　　　Health examination

糖調節は、糖質そのものの摂取量だけでなく、糖
質と同時又は糖質の直前に摂取する栄養素（脂質
やタンパク質、食物繊維など）の影響を受ける３，４）。 
さらに、時間栄養学の観点から食べる時間帯に
よってもその影響は異なる。このことから、１食
１食の課題を発見することが生活習慣病予防の糸
口になると考える。
以上のことを踏まえ、平成 30 年度から青森県

生活協同組合連合会との共同事業により、食生活
を朝食・昼食・夕食の各食事と、間食及び飲酒な
どの嗜好品の習慣に分けて自己評価できる「食生
活自己チェック表」の作成を試みている５）。この
「食生活自己チェック表」は評価結果を点数化す
ることで、食生活改善の動機づけと自発的な行動
変容を促すことを目的とした。また、健診項目と
食生活自己チェック項目の対応表「栄養とからだ
の診断表」を併せて作成し、自分の健診結果に食
生活のどの問題点が関連しているかを理解しても
らうための補助資料とした。
本研究では、生活協同組合コープあおもりが主

催する「食生活改善体験モニター」事業に参加し
たモニターに、「食生活自己チェック表」を使用
してセルフモニタリングを３か月間継続してもら
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い、点数の変化が健康診断結果と関連するかを分
析した。これにより、作成した資料が自発的な行
動変容に効果的かを検討した。

調査方法
本調査は、生活協同組合コープあおもりが主催

する「食生活改善体験モニター」事業の参加者
17 名を対象に平成 30年８月 25日～ 11月 25日の
３か月間行った。モニターは、直近の健康診断で
腹部肥満、脂質異常、高血圧、または高血糖のい
ずれか１項目以上に当てはまる者とした（表１）。
調査には、青森県生活協同組合連合会と結成し

た「食生活の改善に向けた啓発・指導検討専門家
チーム」において作成した「食生活自己チェック
表」を用いた。「食生活自己チェック表」は調査
開始時から毎月１回記入してもらい、計４回の結
果を比較した。評価項目を表２に示した。調査期
間中は、対象者が自分で健康診断と食生活の関係
を確認できるように、食生活自己チェック表の項
目とどの健診項目が関連するかを示した対応表

「栄養とからだの診断」を配布し、活用してもらっ
た。表３に「栄養とからだの診断」で用いた対応
表を示した。

表３．「栄養とからだの診断」に用いた対応表

表１．対象者の条件

表２．「食生活自己チェック表」の評価項目

また、健康診断の受診又は健康診断結果の提供
により身体状況を調べた。身体状況は調査前６か
月以内に行った健診結果を開始時のデータとし、
11 月下旬～ 12 月に受診した健診結果を終了時の
データとした。主に体重、空腹時血糖、中性脂肪、

表３ 「栄養とからだの診断」に用いた対応表
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LDLコレステロール、血圧等の変化を調べた。
統計処理には、IBM SPSS Statistics 20 Advanced 

Modelsを用い、クロス集計の有意差の検定には
x2 検定を行った。また、点数や検査値等の平均値
の検定には、t検定、一元配置分散分析のTukey
検定または反復測定分散分析のBonferroni検定
を用いた。

結果
１．食生活自己チェック表の点数変化
調査開始時の平均得点（得点率）は、朝食12点

（49.1％）、昼食16点（62.0％）、夕食19点（69.6％）、
嗜好品７点（36.7％）と夕食で最も得点が高く、
嗜好品が最も低かった（図１）。この傾向は４回
の調査すべてに共通していた。調査終了時（第４
回）では、夕食の得点は 24 点（88.1％）にまで
上がったのに対し、朝食は 15 点（60.8％）、昼食
は 17 点（68.0％）、嗜好品は 8.8 点（36.7％）と
低いまま改善されなかった。特に間食や飲酒の習
慣である嗜好品の得点は３か月間の自己評価だけ
では改善が困難であった。１回目から４回目の自

己評価を繰り返すことで点数が増加した者は、夕
食 15 名（88.2％）朝食 12 名（70.6％）と有意に
多かった（表９）。一方、嗜好品の得点が増加し
た者は８名（47.1％）と少なく、約半数は減少した。

２．健診結果の変化
調査開始時と調査終了時の健診結果を比較する

と、体重、収縮期血圧、拡張期血圧、LDLコレ
ステロールの値が低下した者が有意に多かった。
また、HDLコレステロールは 10 名（58.8％）に
おいて上昇した。これらの検査値に対し、空腹時
血糖が下がった者は７名（41.2％）と最も少な
く、検査値が改善しにくい傾向がみられた（表５）。

３．食生活得点の変化パターン
食生活の総合得点の推移の仕方によって、対象

者を３つのグループに分類した（図２）。調査開
始時から終了時にかけて、総合得点が下がること
はなく、順調に得点が上がった者を「上昇安定群」
とした。調査終了時で総合得点は上がったもの
の、２回目または３回目に一時的に得点が下がっ

図１．⾷⽣活⾃⼰チェック表の得点の変化
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（点）

第1回

第2回

第3回

第4回

図１ ⾷⽣活⾃⼰チェック表の得点の変化

表４．⾃⼰評価による終了時の点数変化

朝 食 昼 食 夕 食 嗜好品

（人） （％） （人） （％） （人） （％） （人）（％）

増 加 12 70.6 10 58.8 15 88.2 8 47.1

変化なし 2 11.8 4 23.5 0 0.0 1 5.9

減 少 3 17.6 3 17.6 2 11.8 8 47.1

表4 ⾃⼰評価による終了時の点数変化

*
** **

** p<0.01

******

*	 p<0.05第1回 vs第3回
**	 p<0.01第1回 vs第2回、第3回、第4回

** p<0.01

** ** **** **

表５．調査開始時と終了時における健診結果の変化
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た者を「上昇不安定群」とした。これらに対し、
調査終了時で総合得点が下がった者を「低下群」
とした。上昇不安定群は８名（47.1％）と最も多
く、次いで上昇安定群５名（29.4％）、低下群４
名（23.5％）であった。各グループの調査開始時
の得点は、いずれも個人差が大きかった。さらに
３グループの得点の内訳として、３食の食事のみ
の合計点と間食や飲酒などの嗜好品の合計点を比
較した（図３）。上昇安定群では、他の群と比較
して食事のみの得点と嗜好品の得点がいずれも、
初回から終了時にかけて有意に増加した。上昇不
安定群では、食事のみの得点は初回から２回目に
かけて有意に高くなったが、その後の得点は変化
しなかった。嗜好品の得点は個人差が大きく、平
均値は初回から第３回まで上昇安定群と同様に上
がったものの第４回では低下群と同程度まで下
がった。低下群は食事のみの得点は初回から大き

な変化はなく、改善がみられなかった。また、嗜
好品は初回の平均点は他の群より高かったものの
毎回下がり、終了時は初回との点数差が最も大き
くなった。

４．食生活総合得点パターンの違いと
　　空腹時血糖の変化
健診結果の中で改善しにくい傾向が見られた空

腹時血糖について、食生活総合得点のパターンの
異なる３グループの開始時と終了時の変化を比較
した（図４）。上昇安定群では５名中４名（80％）
において、終了時に空腹時血糖は低下または基準
値内を維持した。これに対し、上昇不安定群では
４名（50％）、低下群では２名（50％）と、改善し
た者の割合は少ない傾向がみられた。このような
傾向は、LDLコレステロールにおいてもみられた。

図２．⾷⽣活総合得点の推移

図３．⾷⽣活総合得点のパターンの違いと点数の内訳
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p<0.05時期×得点パターン
*  p<0.05上昇安定群第1回 vs第2回
** p<0.01上昇安定群第1回 vs第4回 p<0.05時期×得点パターン

* p<0.05上昇安定群第1回 vs第2回

*

** *
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図４．⾷⽣活総合得点のパターンの違いと空腹時⾎糖の変化

５．食生活総合得点パターンの違いと
　　課題理解度
対象者は個々に問題のある健診項目が異なるこ

とから、「栄養とからだの診断表」に基づき、健
診結果を改善するために見直す必要のある食習慣
を「食生活自己チェック表」の質問項目から選
び、優先課題とした。優先課題の項目数のうち、
終了時に得点が上がった項目数の割合を課題理解
度として示した（図５）。課題理解度は上昇安定
群で 54.7％と最も高く、次いで上昇不安定群は
37.0％、低下群は 12.2％と低くなった。上昇安定
群と低下群の差は有意であった。

考察
食生活自己チェック表を用いた食生活の総合得

点は、初回と比べて２回目以降は高くなった。特
に自己評価のみで点数の改善がみられたのは、夕
食の得点であった。３食の食事の中で、朝食と昼
食の得点は２回目以降も低い傾向がみられ、食事
の中では改善しにくいことが明らかとなった。嗜
好品の得点は、調査開始時から最も低く、３か月
間自己評価を繰り返しても約半数の者で改善がみ
られなかった。このことについて、モニターが記
録として残した感想等から、間食や飲酒の習慣に
問題があることを自覚していることはわかってい
る。しかし、間食や飲酒の習慣を改善する方法に
ついては、情報提供あるいは励まし等による支援
が必要であると考えられる。
　励ましの支援として、食生活自己チェック表に

おける嗜好品の得点の見直しも必要であると考え
る。前回の報告５）において、嗜好品の配点は減
点項目が多く、配点が低いことが課題となった。
今回は、嗜好品の配点は増やしたものの、習慣を
改善した際に点数が上昇しにくい質問項目である
ことが新たな課題となった。このことから、嗜好
品の得点については、わずかな改善でも徐々に得
点が増えるように、さらに質問項目や選択肢の見
直しが必要であると考えられる。
また、このことについて、食生活の総合得点の

推移の仕方によって分類した３つのグループに分
けて考察した。調査開始時から終了時にかけて、
常に得点が上昇し続けた上昇安定群では、食事の
みの得点も嗜好品の得点も両方に改善がみられ
た。また、課題理解度が最も高かったことから、

図５．⾷⽣活総合得点のパターンの違いと
　　　課題理解度
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図５ ⾷⽣活総合得点のパターンの違いと課題理解度
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優先課題を的確にとらえ、その習慣を改善してい
ることがわかる。今回用いた「食生活自己チェッ
ク表」では、対象者の約 30%は上昇安定群に分
類され、自己管理による食生活の改善と維持をす
ることができた。これに対し、上昇不安定群は、
自己評価のみでは改善しにくい嗜好品の得点が３
回目以降に低下した。低下群は、食事のみの得点
も嗜好品の得点もいずれも改善は見られず、特に
嗜好品は初回から大幅に得点が低下した。上昇不
安定群や低下群のように、自己評価のみでは点数
の改善とその維持が難しい者に対しては、「食生
活自己チェック表」の活用と合わせて、別の支援
も必要である。上昇不安定群については、課題理
解度が 37.0％と中程度であったものの、食習慣、
特に嗜好品の習慣の改善を継続できなかったこと
から、嗜好品の行動変容とその維持に重点を置い
た支援が必要であったと考えられる。この点にお
いても、「食生活自己チェック表」の嗜好品の質
問内容や選択肢の見直しは重要である。一方、低
下群は課題理解度が 12.2％と最も低く、ほとんど
の者が優先課題とは異なる習慣の改善に留まっ
た。このことから、低下群は「栄養とからだの診
断表」を活用して、まずは健診結果と関連する食
習慣について理解を深める必要があると考える。

おわりに
本研究を行うにあたり、ご協力いただいた青森

県生活協同組合連合会の皆様に深謝申し上げます。
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米国立公文書館所蔵文書にみる占領下の青森県
─『米国占領軍青森県占領記録』1947年から1948年を中心として─（その二）

はじめに   
　本稿は東北女子大学　紀要　第 57 号　2018 年
に発表したその続編である。占領下の学校視察、
教員適格審査、健康、福祉、公教育に焦点を絞り
終戦直後の事情を新聞記事と合わせ読みながら当
時の青森県を概観してみたい。
　連合軍による青森進駐は昭和 20 年９月 25 日、
一万四千名が青森市（五千）、八戸（三千）、弘前

（六千）合計一万四千名が進駐した。
このような事態に対処するために進駐部隊の便宜
を図るために、弘前警察署では弘前地方の地図を
作成・頒布するために、市公会堂に各町内会長が
招集され徹底するようにとの注意事項の説明が行
われた。また米軍から住宅の要求に対しての英文
と日本語による提示文書

（1）

も配布された。
　昭和 20 年 10 月 31 日、米軍司令部渉外局より「す
べての軍国主義者および、極端な国家主義者の教
育に従事する禁止令が発せられ、適格者選定の行
政機構を司令部交渉部が要求してきたのである。
これを受けて文部省の方針として審査委員会を立
ち上げ、地方に於いては各都道府県庁で官民の中
から委員を選定した。官僚的色彩を払拭するた

め、委員会定数の半数以上を学校長の選挙によっ
て選出すること」の指令

（2）

を発した。昭和 25 年 10
月 12 日と翌年の５月１日に公職追放は解除され
た。
　医大設置に関しては青森存続か弘前移転かの問
題になっていることを「青森県における医科大学
の設立に関する陳情」と題して取り上げている。
その他の青森軍政部からの指令を翻訳を通して紹
介したい。

写真１　英語による標識と奥羽線のガード下が見える
（「東奥日報」昭和 20 年 9 月 25 日）
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１．
青森県占領活動報告　実施　1946 年 10 月
� ③ 418　
　教員適性検査の結果報告
中学校教員　 （1333 人）� 不適格教員（25 人）
青年学校教員　（910 人）� 不適格教員（11 人）
小学校教員　 （4554 人）� 不適格教員（12 人）
教育関係管理職（23 人）� （　0）
　　　計　　　6820 人� 計　　　　48 人

不適格者の理由は次の通り
大政翼賛会（1 人）　旧軍人（6 人）　国学院（2 人）
旧職業軍人（25 人）　中国興亜専門学校（1 人）
学習院（2 人）
軍思想宣伝活動家（10 人）

２．
適格審査委員会組織� ③ 457　
　1946 年 12 月 28 日　教師による選挙有資格調
査委員会が県の調査委員会室で行われ、委員長に
はクドウ・タツロウ氏が選出された。調査と適格
審査の方法は以下の通りである。
Ａ）新旧の調査委員　
Ｂ）中学校の校長と教頭
Ｃ）青年学校の校長と小学校の教頭
Ｄ）小論文または著書の出版経験のある者。
委員会のメンバーは下記の通り。（筆者注：個人
名は省略した）

委員長：弘前高等女学校長、野辺地男子高等学校、
木造男子高等学校、青森市高等女学校、福原小学
校、田名部青年学校、青森高等女学校、青森漁業
協会社長、青森県宗教教団、青森県農業協会理
事、青森県市町村組合長、青森県女性協会理事長

３．� ③ 458　
　1946 年 12 月 18 日、19 日に青森県立学校の審
査委員会議が青森県立実業高校でおこなわれた。
議題は以下の通りである。
Ａ）1947 年末に代替教師のための指針が採択さ

れた。
Ｂ）1947 年度における小学校の学級、授業の構
成について。
Ｃ）1947 年度における小学校教諭の配置につい
て。
Ｄ）民主教育に対する教育計画。
Ｅ）学校給食の提供の奨励。
Ｆ）公民館の設置について。
Ｇ）母親学級の計画について。
Ｈ）映像による「アメリカの教育」について。
Ｉ）適正教師選出審査のための審査員選挙。
Ｊ）新憲法公布の式典計画について。

４．
教育� ③ 480　
　1946 年２月 13 日付けの総司令部第八連隊、軍
事作戦指令に従い、先月、学校巡視が行われた。
視察で特別に重点が置かれたのは小学校と中学校
であった。
　長島小学校において、審査員全員の指摘は「整
列」の指導方法であり、小さな集団行動が極めて
軍事教育に似ているからであった。
　早速、校長を召還し、これらの指導に関しての
説明を求めた。校長の説明によると 1946 年７月
８日に当校で行われる運動会での整列の予行練習
とのことであった。司令部はこの校長に対して、
このような隊形による指導を繰り返すようなこと
の無いように申し渡した。さらに、この校長に対
して、軍事訓練でないとしても、今後このような
ことがあれば軍政部は校長を追放して、指導した
者には責任をとらされるとのことであった。運動
会の計画書にはいかなる軍隊式実演も行わないこ
とを確約することで、変更させた。運動会は軍政
部の隊員によって監視され、軍国主義的な指示・
指導無しで行われた。監視できたという点におい
ては成功したと思う。
　多くの学校視察は以前は第 80 歩兵部隊によっ
て行われていたが、現在はワイルド・キャット部
隊が行っている

（3）

。
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巡回報告では数件の食い違い、例えば，火災非難
時の件、校舎建築、絶縁されていない電気配線等
があった。そのために、各校の校長には注意する
ように促した。次に、多くの点で改善策を講じて
もらわなければならない事が摘発された。それは
大野小学校の状況であるが、校舎が不衛生で修繕
すべきところが不十分であった。さらに、教具類
を収納してある屋根裏には可燃性のゴミでいっぱ
いであった。学校の便所は不潔で、換気がなされ
ていない。かなりの蛆虫が繁殖していた。これら
の状態を改善するように校長に申し渡した。一週
間後に追跡調査・視察がおこなわれ、われわれの
命令で大いに改善されたことが確認された。定期
巡回視察で最低５校の視察報告が司令部第 11 部
隊に送付された。

５．� ③ 491　
　先月、巡回学校視察は夏休みのため行われな
かったので、通常の「学校審査月報」は９月１日
に報告されることになった。審査に関する面接が
青森県教育課・課長の木村氏と青森県教員適格審
査委員長のイワト氏が同席の上、実施された。こ
の審査委員会は現在、青森県において、「実施規定」
すべきものとされている。
　この作業班は文部省令により 1946 年６月に開
始して、1946 年 11 月１日までに完了されるべき
ものとなっている。次回この委員会の開催は９月

15 日と予定されており、この班の代表が審査す
ることになる。
　青森県の「教員適格審査」の統計資料は次の通
りである。
１、適格審査の対象教員は 10、87 人でこのうち

45 人は不適格者で、1042 人は教員適格者と
認められた。

２、残りの教員に対しては必要条件の項目事項の
回答を完了しているが、今の時点では残りの
教員には適格か不適格かの決定はまだ下され
ていない。

６　� ③ 503　
　青森県における先月の学校巡視で特に注目され
たのは小学校と中学校であった。通常の「審査月
報」では５校の報告を司令部第 11 部隊へ送付した。
公立学校巡視会議が県協議会で行われた。学校教
育のより良い改善に関しての協議が目的であっ
た。その内容項目を挙げると、
１、全教職員へ学校教育改善の周知徹底
２、再教育を必要とする教員への対策
３、急を要する公民館の設置
４、「母親学級」の促進
５、「産業教育」の促進
６、学校衛生協議会の設置
　文部省の大学部会の課長である松井氏は県庁を
訪れ青森医科大学の促進に関する調整を行った。
現時点でも適格審査の作業は行われており、6820
人の教員が審査を受けている。その内 48 人が不
適格であることが判明した。

７．� ③ 547　
　1946 年２月 13 日付　総司令部　第８連隊軍事
作戦指令第 19 号に従い、先月学校巡視視察がおこ
なわれた。約 23 校がその対象であった。これらの
学校視察の内、注目された６校の小学校がチェッ
クの対象となった。学校視察ではほとんどの学校
が食糧や衣料品の不足、さらに、教材と燃料不足
に児童は耐え忍んでいる。
　壊れかけた窓、不十分な学校施設、燃料不足に

写真２　「山
ワイルドキャット

猫部隊」兵營を訪ふ
（「東奥日報」昭和 20 年 10 月 8 日）
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要求の声が増している。教科書はあまりにも教科
内容が多すぎて進度内容をカバーするには時間的
に無理がある。
　現在の時点で適格審査会議は 24 回おこなわれ、
7135 人の教師が審査にかけられ、その内 51 人が
不適格となり SCAPIN1106

（4）

に基づき、教職の地
位を剥奪された。いわゆる、1946 年付公布の「教
育者の公職追放」である。
　1946 年 10 月 17 日、青森県南津軽郡黒石の差
出人不明の手紙が一通送られてきた。それには青
森県南津軽郡黒石「青年同志会」とだけ書いてあっ
た。内容は前青森県教育課学校審査議官の「責任」
の問題に関するものであった。
　この人物は当該の課には存在しない人物であっ
たので、1946 年 10 月 28 日付けでこの件に関し
て調査を開始したが、この手紙を書いた人物をつ
いに追跡調査することはできなかった。
　近いうちに、新しい日本史の教科書である
Progress of the Nation『くにのあゆみ

（5）

』が小学校
のカリキュラムで使用されることになっている。
　青森市の小学校では 1946 年 10 月５日から 1946
年 11 月 11 日まで、初めて「教育映画」が上映され
ることになった。このような計画は毎月、一週間
通して児童に鑑賞させることになっており、上映
期限にはこだわらなく実施されるだろう。

健康に関する報告　
　発疹チフスが今月トミノ村で発生した。他に感
染するような病気は報告されていない。パチルス
性の赤痢が発生したことは深刻な問題であるが、
蔓延を防ぐ対策を立てたために効果が出できてい
る。コレラ、腸チフス、パラチフス、ジフテリア
などの予防接種は継続して実施されている。青森
県では DDT 粉末散布の効果が低いという事は、
今後もシラミの予防対策を続行していく必要があ
る。DDT の量を確保することは 100％可能である
が、シラミの撲滅対策は山形県の例を見るまでも
なく、効き目のない DDT を使っても効果はない。

８．青森県における医科大学
（6）

　医科大学の設立に関する陳情� ③ 456　
　最近医学教育のシステムが改善されたことに伴
い高等医学専門学校が医科大学として改組される
ことになっている。青森県高等医学校は在学中の
学生が終了次第、新制医科大学として設立される
ことになるだろう。言い換えれば、青森高等医学
専門学校は大学に格上げとなる。医科大学は医者
になるための養成所であり、日本の医療を担うこと
になり、国民の健康に関して特にその地域住民のた
めに徹底した医学研究がなされなければならない。

写真３　GHQ 公認の歴史教科書
（弘前市立図書館蔵）

写真４
（弘前市立図書館蔵）
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　医科大学の設立が公になった場合、弘前が最適
な市であり、要望としては青森市から弘前市へと
の要望があがり、候補地が変更された。
　しかしながら、この問題については弘前市の関
係責任者たちは政争の具にするのではなく専門家
によるしっかりとした審査に委ねるべきとの確信
をもっている。さらに言えば、青森側の再建が頓
挫した場合は我々としては「道義上の問題」とし
て積極的な働きかけをせずに、文部省の調査研究
とその結果を見守るだけである。
　文部省の責任者の綿密な調査によって弘前が青
森より大学の設置場所として適していることが判
明した。その理由は、弘前は大学の開設にあたり
その準備が万全であり、その上、直ちに準備に着
手することが可能であり、開学についての回答が
即座に文部省に提出できるからであった。この決
定報告を受けたとき、我々の事務方と市民はたと
えコストがかかっても開学設立に全面的に後押し
することを決定した。
　我々の期待に反して、青森県出身で国会議員の
川崎氏は青森を支持して県議会と他の代議士の同
意を得て、青森を候補地とすることを教育局の副
大臣のナガノ氏へ訴えた。この訴えを聞いて、文
部省は既に決定した案を取り下げ再び協議をし直
すように命じた。
　当然のことながら、市民やこの件に疑問を持っ
ている人たちは黙っているわけもなく、私たち

（GHQ）に政治問題として採り上げるべきと主張
した。青森高等医学専門学校の学生たちも集会を
開き、弘前に投票することに決定したが、変更に
反対したのは３人だけだった。学生たちの代表は
文部省の責任者に問題提起するために東京に向
かったと言われている。政治的な配慮から医学校
の誘致の決定は間違いないだろう。
　青森県の教育に対する熱意に敬意を表したいと
思います。そこであなたに（筆者注；当時の岩渕
市長）是非お願いしたいことはこの問題に関して
あらゆることの調査をお願いしたいのです。　　
ご配慮よろしくお願いいたします。
　　　弘前市長　岩渕　勉様　

９．青森占領軍　APO468　第３部隊
Annex-E-1 control System Symbol MG-12
占領軍月間報告　1948 年３月−５月
　視察した中学校は新制高等学校の発足のためよ
く運営されている。県の報告によると中学校のた
めに新しく 160 教室が用意され、さらに、６月ま
でに 200 教室が追加される予定である。
　高等学校の本校、分校の立地については県教育
課の案はその必要性をよく踏まえている案である
といえるが、その計画の決定はまだ見ていない。
　県の報告によると師範学校の卒業生は 257 人であ
るが、新学期には 600 人の教師が必要になるという。
　各学校に於いては図書の充実を認識し始めて活
発に動いている。しかしながら、財政面での不安
が図書の充実を阻んでいる。
　「女性のための教育」の専門家数名は６校の卒
業式で女性のさらなる活発な「職業ガイダンス」
について講演をする機会を得ることができた。
　視察した学校は下記の通りである。報告は転送
済みである。
　１、県立高等女学校　青森市
　２、山田家政学校　　青森市
　３、聖愛高等女学校　弘前市
　４、浪打小学校　　　青森市
　５、大畑小学校　　　下北郡　大畑町

　県の「栄養課」では今月の栄養調査を行った。
猿賀町の栄養調査はほぼ完了しつつある。調査対
象は農民層 400 人に対して実施された。
カロリー摂取は 2500 カロリーであることがわ
かった。カロリーの計算と同様に健康診断の結果
も満足のいくものであった。
　注目された主な症状は舌炎と口内炎で 17％の
症例があげられた。
　897,000 円相当の医療器具が県によって４月ま
でに売却された。これらの器具は備蓄されていたも
ので、以前は日本海軍が使用していたものであった。
これについては既に SCAP（Supreme Commander 
for the Allied Powers 連合国総司令部 GHQ と呼
称している）の承認を得ている。
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10．
　1948 年４月月間報告
以下の学校視察をおこなった。報告は転送済み。
１、古川小学校　　青森市　
２、古川中学校　　青森市
３、舞戸中学校　　西郡舞戸村
４、鰺ヶ沢中学校　西郡鰺ヶ沢町　
５、板柳中学校　　北郡板柳町
巡視中、視察官は再教育訓練の計画、より良い健
康管理、生徒による自治会などの必要性を力説し
た。
　「青年組織会」の指導者会議が３月から始まり
４月に終了した。合計で 14 回行われ 300 を超え
るグループの面接が行われた。青少年の「社会性」
を教育するためのにも是非とも「レクレ―ション」
を教育の中に取り入れなければならない。
　女性教育課の幹部が主に５郡の「安定経済会議」
に参加した。この会議に出席した目的は「食と衣
類の配給計画についての意見を述べてもらうこと
であった。これらの２市においては女性のボラン
ティア組織が野菜の配給の仕事をしている。
　「望ましい職業」と題して女子高等学校には教
育と看護を力説した内容の話し合いであった。女
性連合団体の女性たちの中から「組織会」結成の
声が上がり、組織化されつつある。これについて
は結成が採択される前に承認を取り付けてある。
　東奥日報紙に掲載された「女性蘭」には県の社
会教育課の専門家である大石氏によって投稿され、
その内容は「青森県の女性の活動―地域から郡へ、
そして世界に向けて」を要約したものであった。

11．
　1948 年５月月間報告� ② 334　
　以下の学校視察を行った。報告は転送済み。
１、蟹田中学校　東郡蟹田町　
２、平舘中学校　東郡平舘村　
３、新城中学校　東郡新城村　
４、野脇中学校　青森市　
５、浪岡中学校　南郡浪岡町
　これら新設の中学校では問題が２つあり１つは

校舎の「スペースが十分でない」ことと「再教育」
の学習計画の問題である。前者は急速に解決しつ
つあるが、後者の問題にはさらに注目をしていく
必要がある。
　1948 年～ 1949 年の就学統計調査をみると以下
のようになる。
� 就学生徒数　  　教師　　
小学校　　　　478　　177,277 人� 4186 人　
新制中学　　　276　　 64,106 人� 1819 人　
新制高等学校　 46　　 23,547 人� 1020 人　
　（アメリカの）７学年、８学年の入学と５学年、
６学年で入学した場合を比較すると、日本ではす
べての生徒は前者すなわち、7, ８学年に入学すべ
きであることを勧める

（7）

。
　小規模学校では仕事の人的労力に無駄が見られ
る。そこでは、明らかに、１人で学校運営に費や
す時間が多く、指導に時間がとれない状態である。
　県の当局者は会議の席上で教師が７人以下の規
模で学校管理をさせるためだけに１人起用するこ
とには疑問を呈した。
　「教師と保母」の協議会では「教師と保母」に
ついて女子生徒を対象に職業として勧めるための
互いに協力している。
　東奥日報紙の「女性欄」には女性と青少年に関
連した特集記事を掲載している。
　「健康であるための秘訣」と題したポスターが
貼りだされたのは青森市内外の先生たちの手に
よって女子高生に訴えるための計画であった。

12．婦人団体� ② 335　
　女性による組織化された婦人団体より活動に使
うための視覚教材や参考文献の要望が出ている。
これに応えるために、われわれの「婦人社会教育
担当官」は日本女性が政治参加をするための活動
に関する資料や写真等を編集している最中である。
　５月 27 日には GHQ の「青少年組織会」の指
導者であるタイパー氏によって会議が開かれた。
参加者は約 175 人の男女で青森県の各地から集ま
り盛大な会であった。
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13．児童福祉� ② 349　
　司令部と県の児童福祉課、県警察署の協力関係
は良好であり、少年の補導と浮浪児対策に実りあ
る結果を出している。全国にある鉄道の駅舎や連
絡船の発着所は行き場のない少年たちにとっては
格好の場所である。ここでの少年たちの主な行動
は物乞いしたり、靴磨きをして駅や連絡船の乗り
場で毎日過ごしている状態である。
　今月は 22 人の少年たちが補導された。県当局
は 11 人の少年たちをそれぞれの家へ戻すことが
できたが、他に身寄りのない 11 人は青森学園で
世話を受けている。

14．� 　③ 422　
　９月の定期視察で 22 人の孤児たちが鉄道駅、
市場、連絡船待合室で発見された。22 人のうち
で親元へ戻った孤児はたった一人だけであった。
３人は養子にだされたが、残りは孤児院へ収容さ
れた。
　青森孤児対策協会では孤児のために新しい用地
を探したが思うように事が進まなかったので臨時
の措置として古い施設を建て替えて使うことに決
定した。修理費用として県当局は 10 万円を見積
もっている。
　10 月５、６、7、12 日に経費の調達のために行
動を起こすことになった。売上高の約半分は県社
会福利厚生課に委託することになっている。
　青森県の廃墟となった建物について再建するか
どうかについては検討中である。10 月２日現在
で 10,724 家屋、八戸では 250 家屋がホームレス
の状態である。
　1945 年９月１日から青森市には 4,725 家屋が建
てられる予定である。現在、青森市で建築中の家
屋は合計で 745 件で、今後６ヶ月をかけて 500 件
を予定している。引揚者の数が増加しており、住
宅問題は深刻な状況にある。急場しのぎであるが、
仮設住宅として旧日本軍が使用したバラックの活
用を検討しているが、新築となると資材不足、労
働不足が問題が出てくる。

15．　� ③ 423　
社会福祉　1946 年 10 月実施
　１）10 月 15 日　青森孤児対策協会が青森市の
近郊に再建され、活動が開始した。修理には２日
かかったが、20 人の孤児たちが収容される予定
である。ホームレスの子供達については 10 月上
旬現在でその数は定かではない。
　２）福祉に関する以下の統計は青森県公共福祉
協会から提出されたものである。
Ａ）生活保護を受けた人の合計� 41,240 人　
Ｂ）助成金を活用した販売額� １,590,494 円　
Ｃ）各施設で援助を受けた人� 697 人　
Ｄ）善意による援助金� 7,925 円　
　３）旧陸軍兵舎で生活している 500 人の引揚者
の生活状況についての巡回視察がおこなわれた。
　冬の対策として旧兵舎の床を畳敷きにすること
が追加計画として出された。107 人の家族のため
に県の公共福祉課では冬用の毛布を配布すること
になった。現在の備蓄状況では十分なものとはい
えず、すぐに枯渇してしまうだろう。

福祉・更生施設
　青森聾唖学校は県の施設で、収容人数は 80 人
である。われわれが視察をおこなった時点では収
容人数は 50 人であった。20 人がここで生活をし
ている。年齢は６歳から 22 歳までいる。その内
30 人は男子、女子は 20 人である。校舎は新しく、
寝室、浴室、トイレの設備はそれぞれ良好である。
この施設では男女が別棟で生活している。食堂は
一個所で清潔で良く整っている。医療に関しては
適切に行き届いているようだ。学校や子供達の世
話をする職員の助手は配置されていない。先月ラ
ラ物資による十分な配給（衣類）がなされた。

16．
「国立療養所松丘保養園」� ② 350　
　青森新城にあるこの施設は収容患者は 650 人い
る。現在の収容患者は 580 人（男性 344 人、女性
213 人、子供 23 人）である。敷地と施設は十分
ゆとりがある。病棟はコテージ風に建てられてお
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り、寺院とチャペルがそれぞれこの敷地内にある。
　学校は２校あるが、患者用に１校、感染してい
ない 13 人の生徒用に１校ある。またレクレイショ
ンが行われる時に使用するための大きな建物が１
棟ある。
　料理はすべて一括して中央調理室でなされて常
に清潔な状態が保たれている。浴室は少年、少女、
青年男女はそれぞれ別棟に用意されていた。病棟
については老人用と重篤な患者用と別々に配置さ
れるべきであるが、そのようには配置されていな
かった。
　ほとんどの患者は台所での仕事、洗濯の係り、
管理の仕事など、それぞれ分担されていた仕事を
していた。多くの患者は隔離病室が付いている広
大な農場で作業をしている。
　最近になって「患者の会」が厚生省に医療の増
加、教育、レクレ―ションの補助金の増額などの
請願を提出した。この施設での患者への扱いは良
好であるが厚生省に提出した請願書によって、さ
らに快適な作業ができるであろう。

17．
公教育活動と視察� ② 361　
公教育担当士官　Ｅ・クロス　
　　
a 以下の各中学校，小学校の視察をおこなった。
１）七戸中学校　　　北上郡七戸町
２）田名部中学校　　下北郡　田名部町
３）八戸高等女学校　三戸郡　八戸市
４）小中野小学校　　三戸郡　八戸市
５）湊小学校　　　　三戸郡　八戸市

ｂ　学校の視察状況　―　校舎、グランドをすべ
て徹底的におこなった。校長と教頭による会議が
おこなわれ、のちに職員会議が行われた。
ｃ　上記のすべての学校の望ましい点、不都合な
点が視察され、その実態を県の教育課に報告した。
強調すべき点は各学校とも記録簿には正確に、適
切に保管されておくべきものであること。
　視察した大部分の学校では信頼すべきものであ

るが、新しい出欠の記録簿、教科書の冊数、入学
者数の統計が保管されていない。
　３日間にわたり、弘前、八戸で社会教育会議が
行われ、出席者数は 1,000 人で CE 士官は以下の
講演をした。
１、「社会教育の目的とは」　
２、「PTA における女性の組織」　
３、「ユネスコと平和」
　以上の講演についての質疑応答の時間を設け
た。
　日本人による円卓討論会がおこなわれた。議題
は次の通りである。
１、「公衆の健康」　
２、「図書館について」　
３、「青少年の組織のありかた」　
４、「ラジオを利用した教育」　
５、「体育教育について」
６、「少年非行について」　
７、「インフレ問題」　
８、「目にみえる援助とは」　
９、「県の企画による社会教育のあり方」
　さらに CE 班は以下のタイトルを報道に流し、
毎週新聞紙上で紹介され、その中で２社のラジオ
局からも放送されることになっている。
１、「PTA 活動は何をどのようにしたら成果がで

るか」
２、「中学校教育におけるその目的と機能」
３、「学校給食のもつ意味とは」「家庭生活と農家

の女性」

18．
特別調査� ② 378　
Ａ）健康課長と共に「県民の健康」と「衛生」の
立場から弘前にいる引揚者たちのための住宅事情
の視察がおこなわれた。
　伝染病が急速に蔓延してしまうような危険と背
中合わせの中でとても勧められない狭い所で生活
している人たちが見られた。バッラク建ての住宅
はまずまずの清潔さを保っており、特に母乳を与
えられない乳幼児を除いて深刻な栄養失調に罹っ
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ているケースは少ない。
　暖房を住居に取り入れる対策はこれまではな
かった。それどころか、窓が不足していた。浴室
の設備も十分ではなかった。ゴミの収集はこれま
でも適切に処理されていなかったし、ゴミを集め
ておくことでハエの繁殖につながるものであった。
　今回の「住宅計画」によって死者の数が減少病
気に罹った人もほとんどいない。弘前では毎日看
護婦がその地域を巡回訪問をしている。入院費は
無料で実施されている。
　この企画で「シラミ」や「床ジラミ」の報告は
ない。「シラミ」の駆除については DDT の散布
がおこなわれ、来週で終了の予定である。
　免疫を要する天然痘、コレラ、ジフテリアなど
の病気には特に予防するためにも十分な配慮がな
される必要があるだろう。
　水の供給は今のところ安全といえるであろう。
引揚者とその家族に対してはツベルクリンの接種
を受けさせることが必要であるといわれている。
この地域では多くの乳幼児や子供達に結核感染率
が非常に高いためにツベルクリンの接種は実施さ
れなけらばならない。
　住宅計画は伝染病を予防するためにも十分検討
しなければならない。窮屈な住宅状況に置かれて
いる人たちを他の住宅に移動させることで多くの
問題は解決されるであろう。

　最近の視察調査でわかったことがある。それは
青森市の２つの病院で麻酔薬品が安全に保管と管
理がなされていないことであった。これらの病院
では「麻酔薬品」のキャビネットに施錠されてい
なかった。コデイン（鎮痛睡眠薬）、硫酸は机の
上に置かれたままであった。他の病院の調査も至
急実施されることだろう。

19．� ③ 454　
教育　「実験校としての取り組み」
Ａ）目的：「民主教育」と「不適格教師の再教育」
Ｂ）組織：
１、校長が自ら「民主教育の原理」を把握するこ

と。真の人間教育のあり方を研究して、その能
力を養うこと。また平和と文明国家に貢献でき
るように努めること。

２、教師は「実験校」の目的が成し遂げられるよ
うに十分な「力」を備えておくこと。

３、教室の増加に伴い教師の人数を定員の２～３
倍に増やすこと。

Ｃ）「実験校」の実施にあたり諸条件を次のよう
に決定した。
１、一地域に一校を設置する。
２、交通の便利が良いこと。
３、宿泊可能な所に設置すること。
４、その町で生まれ、両親が教育に深く関心を

もっていること。

注
１）「東奥日報　昭和 20 年９月 25 日」
「弘前警察署では進駐軍部隊の便宜を図るため
に地図の作成頒布するに決定した。・・・二十
二日、市公会堂に町内会長などを集め米軍進駐
に注意事項を説明し市民に徹底せしめるように
依頼した」

「東奥日報　昭和 20 年９月 14 日」
You are requested to consult the General 
Headquarters of the Allied Occupation 　
Forces instead of dealing directory with 
private individuals or families all
matters relations buildings,residences, 
automobiles,etc.will be arranged through
this office.According to the orders of
the General Headquarters of the Allied
Occupation Forces. 

� Central Liasion Office 
� Minister of Person Office
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「連合軍の方ヘ　進駐軍総司令部の命令のより
建物、住宅、自動車その他に関しては、あなた
がた個人的に直接交渉することなく終戦連絡事
務所を通じて行ふことになっています」

２）「東奥日報　昭和 21 年 12 月 19 日」
「委員会改組と審査遣り直し　成否する委員の
選挙」

「・・・教職適格審査委員会は十一月末日まで
にその約 80％の三十九万八千余名の審査を終
了した。その内千六百五名、別表第二による自
助的追放者（別表とは公職追放勅令第百九号を
含むところの教職員適格審査勅令第二百六十三
号のこと）で審査委員会の審査に附された結果
不適格の極印を捺された者は全教職員の千分の
一にも足りない四百二十二名になっている。
　本県の教職審査委員会の俎上に上った県下教
職員の総数は七千百八十名で内不適格者と認定
された者は縣知事の職権による（勅令第二百六
十三号）いわゆる別表二　該当者三十八名、委
員会決定不適格者十八名、保留中の者三名と
なっている。委員会改組、審査やり直しの強権
が発動された」

　
３）『東奥年鑑』p26　「日本管理―本縣の管理概

況　昭和 21 年」

　ワイルド・キャット部隊（山猫）
「本県に進駐のミュ―ラ―少将統率になる第八
十一師団司令部ワイルド・キャット部隊のニッ
クネームを持ち所属将兵に左肩には黒い山猫の
マークが付けられ、アメリカ人らしいユーモア
を匂わせていた。この部隊では全師団管下将兵
のために『ワイルド・キャット』と名付けた新
聞を発行していた。携帯用輪転機によって作ら
れるこの印刷は鮮明で編集担当者は米本国で新
聞社に勤めていた人々ばかりであった。なお、
この師団のマスコットとしてフィリピン群島で
手に入れたという本物の牝の山猫が飼われてい
る。」

４）『GHQ 指令　APAPIN - A　総集成１略語解
説　1997』竹前栄治
SCAPIN 1106 Supreme Commander for the 
Allied Powers Index Numbers（連合国最高司
令官索引番号）連合国最高司令官から発せられ
た基礎的施策を定めるための指示訓令。

５）『くにのあゆみ』
　弘前市立図書館・和徳小学校寄贈図書には原
本として、上巻のみ所蔵されている。形態と教
科書の内容を記すと、

　形態：タテ 21 ×ヨコ 15.2
　p14 ～ p45　
　昭和 21 年８月 16 日翻刻印刷　
　昭和 21 年９月５日翻刻発行　
　昭和 21 年８月 16 日文部省検査済　著作所　
　有　文部省
　定価：壹圓五拾銭　
　著作権：文部省 Approved by Ministry of 　
　Education（Date Aug.16.1946）

　第一　日本のあけぼの
　　二　歴史のはじめ
　　三　大陸文化のうけ入れ

問題 : 一　聖徳太子のなさった仕事について、
まとめてみよう。
問題 : 二　大化の改新とはどんなことですか。
また改新の政治で大せつなことをあげなさい。

６）「東奥日報　昭和 21 年 11 月 24 日」　　
「醫大設置　再び青森有力　文部省掲示条件に
近く回答」

官立青森醫専の昇格に伴い青森存続か弘前移転
か両市の争奪戦を演じていたところ文部省の態
度は一旦白紙にかえり改めて検討することにな
り、木村同助役が十六日文部省を訪問打ち合わ
せをしたところ青森設置計画案を掲示、ここに
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青森存続が九分通り確定的となった。同計画と
は、

　一、敷地五萬坪を暫定通り二十一年度中に買収
整地ふること（内二萬七千坪買収済み）

　二、基礎教室一千三百坪を二十二年度中に新築
とし、県費負担。

　三、附属医院三千坪及び臨床講堂三百坪（県費
負担、二十二年度中に完成）

　四、臨床実習に使用するため浪打校を緊急改
造。

弘前側からは岩渕市長、佐藤商工会議所会
頭等が文部省を訪問、青森存置方針を聴取
した。

　
　『弘前市教育史　下巻』p844

弘前市の移転決定の経緯については次のよう
に説明をしている。

「・・・・文部省は青森医専を設備不十分とい
うことで廃校にすることを内定していた。施設
設備と環境のよい弘前移転を条件に挙県一致で
その存続と医科大学昇格を請願することになっ
た。こうして昭和二十二年二月青森医学専門学
校は弘前市に移転が決定し、医科大学昇格が決
定したのである」

７）『アメリカ教育使節団報告書』全訳解説
　村井実　p63–p64

原文では Shichinohe Lower Secondary School, 
Tanabu Lower Secondary School, Girl’s Upper 
Secondary, Hachinohe となっている。
　この Lower.Upper について『アメリカ教育
使節団報告書』によると、

「・・・小学校に引き続いて三年間、すべての
少年少女を対象に『下級中学校』を設けること
を勧める。・・・われわれはこの『下級中学校』
への就学を三年間の、あるいは十六歳までの義
務とすることを勧める。

・・・これらは、条件が整い次第早急に男女共
学にすべきである。・・・この『下級中学校』
の上に、授業料は徴収せず、希望者は全員が入
学できる三年制の『上級中学校』を設けること
を勧める。財政的節約になるだけでなく、男女
の平等を確立する助けになるであろう。・・・・」
と日本での中等教育制度のあり方を勧めている。

参考文献
・『ドン・ブラウンと昭和の日本─コレクション

で見る戦時・占領政策』（横浜開港資料館）
・『アメリカ教育使節団報告』（講談社学術文庫）
・『弘前市教育史　下巻』（弘前市教育委員会）
・『マッカーサーの二千日』（サイマル出版）
・『戦後日本の原点　上下』（紀伊國屋）
・『占領された者　日米関係の原点を考える』
　（サイマル出版）

おわりに
　占領下における本県の教育事情に焦点をあて

『米国占領軍青森占領記録』① ② ③のそれぞれ
の資料（総数 572 枚）の中から抜粋したものを翻
訳した。
　表題にあるように原文資料は 1945（昭和 20）
年～ 1948（昭和 23）年までのごく限られた占領
記録である。1952（昭和 27）年に占領終了となっ
たので、当時の青森県の事情を探索するには地方
新聞（東奥日報）に頼るしかない。　
　青森軍政部内から日本側へ発する伝達・指示文
書や日本側からの受け入れ文書を照合作業をする
ことによって、さらに当時の占領政策の実態をよ
り正確に証明されるのではないかと思われる。
　本稿でみたように、占領初期においては軍政部
が直接指導、伝達していたものが漸次県当局を介
してすすめていく形に変化していった。
　学校視察においては現場の改善項目などについ
ては、後日再度点検する方式をとっている。
　学校視察では、ある小学校での「整列」に関し
て軍政部とのやりとりがあったが、何らかの学校
側と軍政部との間に感情的なやり取りもあったの
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ではないかと推測されたが、この件については「月
間報告書」の中では感じとることはできなかった。
　
　今回、本稿でカバーしきれなかった分野も多く
残されている。例えば「県政」「農漁業」「リンゴ
生産と米軍」「女性の地位向上のための CIE 主導

による支援活動」「青少年の課外活動のありかた」
などである。これらは他日に期することとしたい。
　最後に本稿をまとめるに当たって英文資料を寄
贈してくださったグリーン・誠子氏に感謝の意を
表したいと思います。
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＊東北女子大学

１．はじめに
幼児は、園生活の中で環境に主体的に関わり、

自発的な活動である遊びを中心としている幼稚
園・保育所・認定こども園等の保育施設での生活
から、教科ごとの教科書を使用した一斉指導の学
習を中心とする小学校での生活への移行に戸惑う
姿がみられる。小学校生活に戸惑い、授業中に立
ち歩いたり教室から出ていくなど、授業が成立し
ない「小１プロブレム」等の問題や、「学びの連
続性」等の関心から、幼稚園・保育所・認定こど
も園と小学校の連携、いわゆる「保幼小の連携」
の必要性がさかんに言われている。そのため、近
年は就学前教育から小学校低学年までの接続期の
教育という観点から、様々な取り組みが行われる
ようになってきた。
『幼稚園教育要領解説』では、「幼児は、発達や

学びは連続しており、幼稚園から小学校への移行
を円滑にする必要がある。しかし、それは、小学
校教育の先取りをすることではなく、就学前まで
の幼児期にふさわしい教育を行うことが最も肝心
なことである」１）と明記されている。つまり、幼
児は、幼稚園・保育園・認定こども園から小学校
に移行していく中で、幼児教育と小学校教育との
段差を乗り越え、滑らかな接続が必要であると考
えられる。

幼児の物との関わり・数量や文字との関わりについて

吉　　田　　裕 美 子＊

Relations with infants relations with quantity and letters

Yumiko YOSHIDA＊

Key words :	領域「環境」 　　Area environment
	 物との関わり　　Relationship with things
	 数量との関わり　Relationship with quantity
	 文字との関わり　Relationship with characters
	 生活科　　　　　Life department

小学校における「接続期の教育」の中核を担う
のが生活科であり、生活科は、1989（平成元）年
の小学校学習指導要領の改訂で、理科と社会を廃
して新たに設けられた。しかし、理科と社会の合
科学習ではなく、「小学校教育において低学年児
童が主体的に取り組める学習活動の場を保証する
こと」２）と述べられていることから、幼児期の遊
びを中心とした生活経験を踏まえた、体験的な学
習を通して総合的な指導をすることが言われてき
た。2008（平成 20）年の『小学校学習指導要領
解説　生活編』では、「例えば、４月の最初の単
元では、学校を探検する生活科の学習活動を中核
として、国語科、音楽科、図画工作科などの内容
を合科的に扱い大きな単元を構成することが考え
られる。こうした単元では、児童が自らの思いや
願いの実現に向けた活動を、ゆっくりとした時間
の中で進めていくことが可能となる。単元から
徐々に各教科に分化していくスタートカリキュラ
ムの編成なども効果的である。」と、入学始期の
指導計画に関して「スタートカリキュラム」とい
う用語が明記されるようになった。３）更に、2017

（平成 29）年の小学校学習指導要領の改訂では、
２学年間を見通した指導計画を立てることが大切
であり、スタートカリキュラムをはじめとする幼
児期の教育との連携をあげている。

前述のとおり、入学当初から低学年の時期にお
いて生活科が中心的な役割を担いつつ、各教科と
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の合科的・関連的な指導の一層の充実を図ること
が求められている４）とあるように、『幼稚園教育
要領』に示された総則第２「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」にも、「数量や図形、標識や
文字などへの関心・感覚」が記載されている。

無藤（2017）は、「この項目は、領域「環境」
と、文字などは一部「言葉」の領域にも関連し、
子どもが身近な環境での遊びや生活を通して、
様々な数量や図形、標識や文字といった記号に気
付き、それがどのようなものかを直感的に理解し
ていくこと」５）と述べている。普段の生活の中で
様々な記号に出会い、意味を知り、次第に自分た
ちなりに使うことができるようになることが、数
量や図形、標識や文字等への興味や関心、感覚の
始まりと考えられる。

また、「具体的な活動や体験を通して、自分と
身近な人々、社会及び自然との関わりに関心をも
ち、自分自身や自分の生活について考えさせると
ともに、その過程において生活上必要な習慣や技
能を身に付けさせ、自立への基礎を養う。」６）こ
とを目標とする生活科と、幼児教育において最も
関係が深いのは、「周囲の様々な環境に好奇心を
もって関わり、それらを生活の中に取り入れてい
こうとする力を養う。」７）ことを目指す領域「環
境」である。本論では、幼稚園における領域「環
境」の中から、小学校始期の学びにつながる物や
数量・文字に関する保育者の環境構成の配置等に
ついて、保育室や園舎内の物や数量・文字に関わ
る保育者の環境構成への配慮等を具体的な事例を
挙げて検討する。写真の記録は、2017（平成 29）
年６月～ 10 月に朝の自由遊びの様子を撮影した
ものである。

２．領域「環境」における物や数量・文字につい
ての取扱い

幼児の物や数量・文字との関わりに関して、幼
稚園教育要領の領域「環境」の「内容」と「内容
の取り扱い」に以下のように記されている。８）

内容
（８）身近な物や遊具に興味をもって関わり、

自分なりに調べたり、関連付けたりしながら考え
たり、試したりして工夫して遊ぶ。（９）日常生
活の中で数量や図形などに関心をもつ。（10）日
常生活の中で簡単な標識や文字などに関心をもつ。
内容の取り扱い

（１）幼児が、遊びの中で周囲との環境と関わ
り、次第に周囲の世界に好奇心を抱き、その意味
や操作の仕方に関心をもち、物事も法則性に気付
き、自分なりに考えることができるようになる過
程を大切にすること。また、他の幼児の考えなど
に触れて新しい考えを生み出す喜びや楽しさを味
わい、自分の考えをよりよいものにしようとする
気持ちが育つようにすること。（５）数量や文字
などに関しては、日常生活の中で幼児自身の必要
感に基づく体験を大切にし、数量や文字などに関
する興味や関心、感覚が養われるようにすること。
『幼稚園教育要領解説』には、物との関わりに関

して、「幼児が心と体を働かせて物とじっくりと
関わることができるような環境を構成し、対象と
なるその物に十分に関わることができるようにな
ることが大切である。」９）と明記されている。ま
た、数量に関しては「知識だけを単に教えるのでは
なく、生活中で幼児が必要感を感じて教えたり、
量を比べたり、様々な立体に触れたりするなど、
多様な経験を積み重ねながら数量や図形などに関
心をもつことが大切である。」10）と遊びなどの園
生活の中で幼児が数量に興味をもつような環境の
必要性を説かれている。文字に関しても「幼児に
とって、自分が話している言葉がある特定の文字
や標識に対応しているのを知ることは新鮮な驚き
である。」「教師はまず幼児が標識や文字との新鮮
な出会いを体験出来るよう環境を工夫する必要が
ある。」11）と数量と同じように知識として教えるの
ではなく、園生活の中で幼児の発達に沿った文字や
標識との出会いが工夫されるよう求められている。

以下、領域「環境」の物や数量、文字に関して
どのような配慮がなされているか見ていく。
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３．物との関わり
写真１は、Ｆ幼稚園３歳児と４歳児の男児が砂

場で遊んでいる様子である。スコップやシャベル
などの道具を使って夢中になって遊んでいる。写
真２は、子どもたちが砂場の道具を取り出しやす
いように、分かりやすく、片付けやすく道具ごと
に分けられ、文字と図で示されている。

写真３は、４歳児クラスでのままごと遊びであ
る。キッチンの道具を使いご馳走を作ってお客さ
んにふるまっている場面である。写真４は、お店
屋さんごっこの品物作りをしている場面である。
おめん作りに必要な材料や道具を探し、主体的に
活動している。写真５は、作ったおめんや作品を
乾かす乾燥台に飾り、おめんやさんとして開店す

写真４　製作

写真５　おめんやさん

写真１　砂場での遊び

写真２　砂場の道具

る場面である。どのように飾ったら見やすいのか、
売れるのか、試行錯誤している場面がみられた。

写真３　ままごと遊び

★★
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４．数量・文字との関わり
Ｐ園では、自然に関わる遊びを積極的に取り入

れている。写真６は、外で年少組の子どもたちが
色水遊びをしている場面である。アサガオの花び
らや園庭にある草花をつぶしたり、みかんをすっ
て色水を作っている。友達の作る様子や出来るま
での変化を見ていたり、友達の作り方を真似て挑
戦する姿も見られた。自分の好きな色や思い思い
に混ぜながら偶然にできる色を楽しんだり、色の
量を考えながら友達とのやり取りが続いていた。

写真７は、子どもたちが道具を取り出しやすい
ように、道具ごとにケースや棚にも、何処に何を
しまうのかが文字や絵で示されている。

写真８はＳ幼稚園、年長児クラスの保育室内で
ある。幼児は、登園後に日付の確認を行い、おた

写真７　道具の収納

写真８　登園後の日付確認

写真 10　空き箱製作の様子

より帳に書かれている数字を照らし合わせシール
を貼り籠に入れる、という習慣が身についている。

写真９　空き箱製作の様子

★★

写真６　色水遊び

★★ ★★
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写真９、10 は、年中クラスでのお菓子の空き
箱などの廃材を使った製作活動である。それぞれ
が好きな素材を選び考え、遊びながらイメージを
もち製作に取り組む様子がみられていた。いろい
ろな形の空き箱を組み合わせたり、積み上げた
り、形や量などを考え工夫しながら製作している様
子が見られた。

各保育室の掲示では、年齢ごとに図や絵ばかり
ではなく、幼児の発達段階に合わせて、子どもた
ちに無理のない量の文字情報を取り入れる配慮が
なされている。

５．まとめ
幼児が主体的に活動するためには、環境がどの

ように構成されているかによって大きく左右され
る。幼児が興味や関心を持ち、思わず関わりたく
なるような物や人、事柄があることで幼児が関わ
り、興味や関心が深まり意欲が引き出される。ま
た、やってみたいと思えるように環境を工夫する
と共に、試行錯誤を認め、時間をかけて取り組め
るようにすることも重要である。主体的な活動を
展開するためには、ありのままの自分を出せる保
育者との信頼関係のもとで、安心感や安定感が基
盤にあることが大切であると考える。また、素材
や教具などは保育者がすべて用意するのではな
く、幼児が自分で考えたり試したり工夫したりで
きるような環境を、幼児と共につくっていくこと
が重要であると思われる。

関らは、「数量や図形、標識や文字などへの関
心・感覚」を育むには、遊びや生活の中で、繰り
返し親しむ体験を重ねることが大切であるとして
いる。つまり、園内にはクラスや職員室、トイレ
などの標識や表示、ロッカー玩具・道具の棚、当
番表やマークや表示、それと共に文字が書かれて
いる。その環境の中で幼児は、標識や絵、文字が
何を示しているのかを理解したり、使う楽しさや
便利さ、必要性を実感することになる。それが
もっと知りたい、もっと使いたいという意欲につ
ながったり、関心や感覚が育っていくと考えられ
る。12）

今回取り上げた子どもたちの活動場面では、い
ずれも保育者は子どもの様子を見守るのみで、子
どもたちに任せていた。子どもたちの主体的な遊
びを重視し、遊びや園の日常生活の中で物との関
わり、数量・文字との関わりを深めている様子の
一部がうかがわれた。

絵カードや四字熟語などのフラッシュカード、
ワークブック、茶道や書道などを取り入れ集中力
を養うなど、様々な方法で小学校低学年での学び
を幼児教育に早く取り入れることで早期教育と捉
える園も少なくない。物との関わりや数量・文字
も知識として指導することで、子どもたちは興味

写真11　保育室内の掲示

写真12　保育室内の掲示

★★



199幼児の物との関わり・数量や文字との関わりについて

関心を持ち覚えていくであろうが、それは主体的
な学びとは言い難い。園生活の中で様々な物との
関わり、時間をかけて遊びこんでいく中で、子ど
もたちは多くの学びを得ていくことができ、生活
科が求める「主体的な学習活動」に結びつくの
は、子どもの主体的な活動を取り入れている保育
のあり方なのではないだろうか。

幼保等から小学校へのスムーズな移行のための
幼保小の連携は今後も更に進められることになる
であろう。また、中核としての生活科の重要性も
更に高まると思われる。
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